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番号 Ｗ－１ 

関連個所 ２．１．２イ 

裁判日付 仙台地古川支判昭和３５年４月４日 

引用文献 下刑集２巻３～４号５９７頁 

事案の 

概要 

バス運転手の被告人が、幅員７．５ｍの歩車道の区別ない直線道路を進行中、

停留場において乗客の降車終了後、警笛を吹鳴した上で発車し道路中央部分

に出たところ、同バスに乗車しようとしたと思われる被害者が、反対側の乗

車券売機から同所前に停車していた小型四輪車の後部を通り同バスの右側を

通って直前に小走りに出たところで同バスと衝突した事案。同小型四輪車の

陰から道路に出てくる者がないかどうかを注意するべき義務を怠ったなどの

過失に問われたが、裁判所は過失を否定した。人の歩行速度について言及し

ている点で参考になる。 

判旨 人の歩行速度は普通一時間一里即ち一秒一・一メートルで短距離を小走りで

歩く時はその倍以上に達することは経験則上明らかである。従つて被害者は

警音器吹鳴の時は自動車の右角から八米以上離れたところに居たものと推定

される。・・・この時被告人が被害者を発見し得た筈だと解すべき証拠はな

い。・・・かかる際而も前記認定の如く人通りも稀な乗降客の少ない過去十年

間一度も発車間際に狽てて乗車する人を見かけなかつた・・・停留場におい

て、発車後の自動車に反対側から車を追いかけ車の前方を横切つて乗る人が

ある等とは何人も予想しないところで、何人かがかかる挙動に出るかも知れ

ぬと注意するという如き極度の注意義務は乗合自動車の運転手にはないもの

といわねばならぬ。・・・被告人には注意義務違反の点がない・・・。 



  

 

  

 

 

 

  

番号 Ｗ－２ 

関連個所 ２．１．２オ 

裁判日付 大阪高判昭和５６年１１月２４ 

引用文献 判タ４６４号１７０頁 

事案の 

概要 

被告人が、自動二輪車を運転し、約４０ｋｍ／ｈで走行中、交差点を通過す

るに当たり、その出口側には横断歩道が設けられ、手前には一時停止標識が

設置されていたのにもかかわらず、一時停止せず、２５ｋｍ／ｈに減速した

のみで同交差点に進入したところ、同横断歩道を左方から右方に横断歩行中

の被害者に自車を衝突させた事案。公訴事実では交差点出口の横断歩道直前

で直ちに停止できるような速度に減速する義務に違反した過失が問われた

が、裁判所は同義務違反を認めず、交差点手前の一時停止標識での一時不停

止の過失を認めた。道交法３８条１項の「停止することができるような速度」

に言及している点で参考になる。 

判旨 本件交差点手前において交差点の出口にあたる南側横断歩道直前で直ちに停

止できるような速度に減速する義務は、いわゆる急制動で停止できる限度ま

での減速でよいという趣旨ではなく、もつと安全・確実に停止できるような

速度にまで減速すべき義務をいつていることは所論のとおりである。ただ、

被告人は、本件交差点に進入するにあたり本件交差点手前において、一応時

速四〇キロメートルから時速二五キロメートルにまでは減速しているのであ

る。だとすると、その程度の減速では十分ではなかつたのかどうかが問題と

なるが、本件全証拠によつても、右の程度の減速では不十分であつたとか、

時速何キロメートルまで減速すれば本件事故を回避できたかを確定すること

はできないのである。・・・ 

職権をもつて原審記録に基づき本件業務上過失傷害の点を審究するに、本件

交差点北側入口には一時停止の標識があり、被告人はこれに従つて右交差点

入口で一時停止すべき道路交通法上の義務があり、被告人がこれを怠つたま

ま南進するため交差点に進入したことは明らかである。そして、右交差点の

手前付近で後部座席の同乗者は、交差点南側にある横断歩道を東から西へ渡

りかけようとする被害者を発見していたくらいだから、被告人が右義務に従

い適確に一時停止できるような措置をとつておれば、当然被害者の存在にも

気づいて慎重に運転して転倒もせず本件結果は回避できたことも疑いない。 



  

 

  

 

番号 Ｗ－３ 

関連個所 ２．２．１、２．２．４イ（イ） 

裁判日付 千葉地判平成７年７月２６日 

引用文献 判時１５５６号１４９頁 

事案の 

概要 

被告人が、速度制限５０ｋｍ／ｈの道路を約６５ｋｍ／ｈで進行中、進路前

方約１４．１m の地点に右方から左方に横断中の被害者を認め、急制動の措

置を講じたが間に合わず衝突した事案。前方注意義務違反、速度調節義務違

反の過失が問われたが、裁判所は、事故を回避するためには、制限速度を１

０～１４ｋｍ／ｈ下回る速度まで減速する必要があったとした上で、現場道

路が片側二車線で幅員が１６．８ｍｍと広く、付近に横断歩道や交差点もな

く、周囲の施設もまばらであったこと、時間帯が深夜であったことなどから、

歩行者が横断してくることはかなり稀な事態であったとして、上記の速度ま

で減速すべき義務は認められないとして過失を否定した。 

判旨 当時の被告人車両の速度を前提にすると、認知可能地点における衝突回避の

可能性は認められない。被告人が被害者を認知するのが遅れたとしても、被

告人に前方注視義務違反の過失は認められないことになる。・・・ 

速度調節・減速義務の程度一般に、自動車の運転者には、障害物の認知可能

距離や道路の状況に応じて、自車の速度を、障害物を発見した際にブレーキ

及びハンドルの操作等によって衝突を回避し安全に走行できる範囲に適宜調

節し、ときには制限速度以下に減速して進行すべき注意義務がある。 

しかしながら、いかなる場合においても、衝突を回避できるだけの速度に調

節すべき義務を課すことは高速交通手段としての自動車の性格上妥当でな

く、当該状況において、そこに障害となりうる物（人間、自動車等）が存在

する蓋然性や、それが自車と衝突するような行動をする蓋然性の程度によっ

て、運転者に課される速度調節・減速義務の程度は限定されるというべきで

ある。 

これを本件についてみると、現場道路は車道総幅員一六・八メートルと比較

的広い片側二車線の幹線道路で、幅一メートルの中央分離帯も設けられてお

り、近くに横断歩道や交差点はなく、周囲の施設もまばらである。 

両側に歩道があって、横断禁止の規制はなく、Ｂ証人の証言によればときお

り横断歩行者がいるとはいうものの、右のような道路において、事故のあっ

た深夜午後一一時五〇分ころに、右のような道路を歩行者が横断してくると

いうことは、運転者にとってかなり稀な事態であるといわざるを得ない。 

現に、現場道路の深夜の通常の流れについて、証人Ｂは制限時速五〇キロメ

ートルを相当上回る時速八〇から一〇〇キロメートルと述べ、証人Ｃも時速

六〇から七〇キロメートルと述べており、そのようなこと自体は決して好ま



  

 

  

 

 

  

しいことではないものの、実際上、多くの運転者が、深夜の横断者は稀であ

ることを前提に、横断者があるとしても、それ相応の注意を払って横断して

くるであろうと考えて運転していることが窺われる。 

また、当時、雨といっても格別強かった訳ではなく、被告人はフロントガラ

スに油膜が張ったと述べているものの、途中二回薬品を使って取り除いたと

のことであるから、被告人車両からの視界が特段に悪かったとも認められな

い。 

右のような現場道路及びその周囲の状況、本件事故の時間帯、当時の視界等

を考慮すると、被告人に対し、制限速度である時速約五〇キロメートルない

し若干それを下回る速度であればともかく、これを約一〇キロメートル、確

実なところでは約一四キロメートル下回る速度に調節・減速すべき義務を課

すことは、通常運転者に要求、期待されている注意と掛け離れた義務を課す

ものであって、相当でない。 

被告人が制限速度を上回る時速約六五キロメートルで走行したことは、安全

運転一般の見地からは非難されるべきである。 

しかし、右のとおり、被告人に対して衝突回避に必要な時速約四〇キロメー

トル、確実なところでは更に時速約三六キロメートルへの速度調節・減速義

務を課すことはできず、言い換えれば、被告人が遵守すべき速度、例えば制

限速度ないし若干それを下回る程度の速度で走行したとしても、衝突が回避

できたとは認められないのであるから、被告人に速度調節・減速義務違反の

過失を認めることはできない。 



  

 

  

 

 

 

 

 

  

番号 Ｗ－４ 

関連個所 ２．２．１ 

裁判日付 東京高判平成１５年４月１０日 

引用文献 高等裁判所刑事裁判速報集平成１５年５７頁 

事案の 

概要 

被告人が、自動車を運転し、制限速度 40ｋｍ／ｈの道路を約 50ｋｍ／ｈで走

行中、進路前方を右方から左方に向け斜めに横断中の被害者２名に気付かず、

自車前部を両名に衝突させた事案。速度調節義務違反の過失が問われ、裁判

所は下記のとおり過失を肯定した。 

判旨 被告人が、本件道路の制限速度である時速４０キロメートルで進行したなら

ば、空走時間を０．８秒、摩擦係数を０．７とした停止距離は、約１７．９

メートルであり、照射距離約２０．６メートルの前照灯（下向き）でも、前

方注視を尽くしていれば、衝突回避が可能であると認められる。 

そうすると、夜間、前照灯によらずに進路前方の人や物の有無を確認するこ

とは困難であるのに、照射距離が約２０．６メートルにとどまる前照灯下向

き照射のまま、本件車両を運転進行したという状況下においては、被告人が、

制限最高速度（時速４０キロメートル）を上回る時速約５０キロメートルで

進行したことが過失の内容となることは明らかである。 

また、被告人は、衝突の瞬間まで、被害者両名に気付かなかったことを自認

しているところ、被告人が前方を十分注視していれば、前照灯の照射距離内

に入った前方約２０．６メートルの地点に被害者らを発見できたはずであり、

発見できなかったのは、まさに前方を十分注視していなかったからにほかな

らない。そして、前方を十分注視し、かつ、前記のとおり本件道路の制限速

度である時速４０キロメートル以下の速度で進行したならば、急制動の措置

を講ずることにより、衝突を回避できたと認められ、被告人には、前方注視

義務違反の過失があったことも明らかである。 



  

 

  

 

番号 Ｗ－５ 

関連個所 ２．２．１、２．２．４．イ（オ） 

裁判日付 仙台地判平成２８年３月２３日 

引用文献 公刊物未登載 ＬＬＩ／ＤＢ判例秘書登載（Ｌ０７１５０１８２） 

事案の 

概要 

被告人が、速度制限４０ｋｍ／ｈの道路を約５０ｋｍ／ｈで走行中、進路前

方を右方から左方に向かい横断してきた被害者（７歳）に気が付かず轢過し

た事案。主位的に速度調節義務違反、前方不注視義務違反の過失が、予備的

に、対向車の前照灯にげん惑されたのであるから直ちに一時停止又は最徐行

すべき義務があったのにこれに違反した過失が問われたが、裁判所は下記の

とおりいずれの過失も否定した。なお、現場道路は、歩車道の区別のある車

道の全幅員約６．６ｍ、片側一車線の直線道路で、衝突地点の手前には横断

歩道が設置され、被害者が横断してきた歩道の右側にはコンビニエンススト

アとその駐車場があった。 

判旨 事故当時の被害児童の着衣，車両の通行状況，道路状況等を踏まえると，事

故当時，衝突地点の南方約１８．１メートルの地点において，走行中の被告

人車両内から被害児童を発見することが可能であったと断定するには，なお

疑問が残る。すなわち，発見可能地点は，より衝突地点に近接した地点であ

った可能性が否定できない。・・・ 

本件道路の指定最高速度が前記のとおり時速４０キロメートルであるとこ

ろ，被告人が，本件道路を時速４０キロメートルで走行した場合，検察官の

依頼を受けて鑑定を行ったＥの供述及び鑑定書（甲２３。以下「Ｅ鑑定」と

いう。）によれば，停止距離は約１５．９メートルないし約１６．６メートル

であり，他方，弁護人の依頼を受けて鑑定を行ったＣの供述及び報告書（弁

６。以下「Ｃ鑑定」という。）によれば，停止距離は約１７．３メートルであ

る。・・・ 

Ｃ鑑定も，交通事故状況を把握する際に一般的に用いられている数値表に依

拠したもので，一定の合理性をもった数値であり，これを排斥すべき理由は

ない。そうであるとすると，被告人の過失の有無を判断するにあたり，被告

人が時速４０キロメートルで走行していた場合の停止距離について，約１５．

９メートルないし約１６．６メートルであることを前提にすることは相当で

なく，約１７．３メートルであることを前提にすべきである。・・・ 

検察官は，前記のとおり，衝突地点の手前約１８．１メートルの地点で被害

児童を発見することが可能であり，指定最高速度である時速４０キロメート

ルで走行していれば，停止距離が約１５．９メートルないし約１６．６メー

トルだというのである。この停止距離について，検察官の主張を前提にした

としても，被告人の利益に考えると約１６．６メートルであるから，発見可



  

 

  

 

能地点から衝突地点までの距離との差は約１．５メートルである。そして、

前記のとおり，その停止距離については，約１７．３メートルとすることに

も合理性があり，それを排斥すべき理由がなく，約１７．３メートルを前提

にすべきであり，その差は，さらに縮まって，わずか約０．８メートルであ

る。時速４０キロメートルで走行した場合，０．１秒間に約１．１メートル

移動することからすれば，その時間的な差は，０．１秒にも満たない一瞬の

差である。検察官が主張する衝突地点までの距離を約１８．１メートルとし

た場合であっても，一瞬でも被害児童の発見が遅れれば，本件事故を回避す

ることはできなかったといえる。そして，前記のとおり，発見可能地点が，

検察官が主張する衝突地点の手前約１８．１メートルの地点より衝突地点に

近接した地点である可能性が否定できず，先に指摘した諸々の点に鑑みると，

その誤差が０．８メートル以内に収まるとは言い難い。しかも，車両等の速

度及び衝突地点は，いずれも多少の誤差があり得るものであり，その誤差に

よって，発見可能地点及び衝突地点との距離が変動する可能性も含んでいる。

したがって，被告人が，時速４０キロメートルの指定最高速度を遵守して走

行していたとしても，被害児童との衝突を回避することができなかった疑い

が残る。・・・ 

なお，検察官は，本件現場は，衝突地点の手前に横断歩道やコンビニエンス

ストアが設置されており，人の横断が十分あり得る状況であったことは明白

で，対向車両の前照灯が視力等に影響を与えていると感じた時点で，進路前

方に障害物や横断者を発見したときには適宜これとの衝突を回避し得る程度

にまで減速して進行すべき注意義務が発生していたのに，被告人は，これを

怠ったものであり，さらに，被告人は，発見可能地点である横断歩道上を進

行しているが，対向車両の背後から歩行者が横断してくる可能性が全くない

とはいえない状況であったから，道路交通法３８条１項の定める「停止線の

直前で停止することができるような速度で進行」すべき義務にも違反してい

ると主張する。しかしながら，事故当時，衝突地点南側の丁字路交差点南側

出口にある横断歩道付近に歩行者の姿はなく，横断歩道を通過する際，被告

人に対し，道路交通法３８条１項の定める前記義務を課すことはできない。

加えて，事故現場付近は歩車道の区別があり，二車線の直線道路で，交通量

が多く，周辺の歩道上には被害児童以外の歩行者は認められず，被告人に対

し，指定最高速度を下回る速度に減速して進行すべき義務があったとはいえ

ない。よって，被告人に速度調節義務及び前方注視義務違反の過失は認めら

れない。・・・ 

検察官は，予備的に，被告人が，対向車両の前照灯によりげん惑され，前方

左右の注視が困難な状態になったとすれば，直ちに一時停止または減速徐行



  

 

  

 

 

  

し，進路前方左右の注視ができるまで視力が回復してから進行すべき注意義

務が認められると主張する。・・・しかしながら，検察官が主張する注意義務

を認める前提として，単に対向車両の前照灯の光にげん惑されただけでは足

りず，前方左右の注視が困難な状態にまで至っていることが必要である。・・・

被告人が，前方左右の注視が困難になる程度までげん惑されたと認め得る証

拠はない。よって，検察官が主張するいずれの時点においても，被告人に直

ちに一時停止または減速徐行すべき義務は認められない。 



  

 

  

 

番号 Ｗ－６ 

関連個所 ２．２．１、２．２．４イ（ウ）、２の２．４キ（イ） 

裁判日付 札幌高判平成２０年１２月１６日 

引用文献 公刊物未登載 LLI/DB 判例秘書登載（Ｌ０６３２０６８３） 

事案の 

概要 

被告人が、普通乗用自動車を運転し、ガードレール等が設置されていない片

側２車線道路の第２車線（制限速度５０ｋｍ／ｈ）を走行中、進路右前方（中

央のゼブラゾーン）から左方に向かい横断歩行してきた被害者（７５歳）を

前方約４．８ｍの地点に認め、急制動の措置を講じたが間に合わず、同人に

自車を衝突させた事案。前方注視義務違反の過失が問われ、裁判所下記のと

おり過失を肯定した。 

判旨 被告人が本件事故当時７２歳と比較的高齢であることから，いわゆる発見し

てから急制動をかけるまでの空走時間を１秒と想定して，衝突回避可能な地

点を算定する。・・・被告人が被害者との衝突を回避するためには，本件衝突

の２．７０～２．８４秒前に被告人が被害者を発見，認識する必要があるが，

本件衝突の２．７０～２．８４秒前には，被告人が被害者の発見，認識を妨

げるような対向車等の障害は存在しないのであるから，２．７０～２．８４

秒前に，被告人が被害者を発見することは十分可能である。 

なお，弁護人は，本件事故現場の客観的状況下で，一般人において，本件被

害者のように特異な横断方法をとる歩行者の存在は予見できない，という。

確かに，本件被害者の行動は，客観的には安全確認が不十分なまま道路を横

断しており，通常の横断者に比して，不注意であったとは認められる。しか

しながら，多くの道路において，通行車両と横断歩行者との接触・衝突事故

が発生していることから明らかなように，横断者が十分な安全確認をせずに

道路を横断することはままあることであって，決して，異常・特異なことで

はなく，このような横断者がいることが予見できないということもない。車

両運転者としては，安全確認が不十分なまま道路を横断する人がいることを

前提に，前方や周囲の安全確認を行う必要があるというべきである。そして，

原判決が指摘するように，本件道路の両端には歩道があり，歩道と道路との

間にガードレール等の横断を抑止する設備が存在せず，道路中央には二重の

白色実線が引かれているだけであり，やはり横断抑止の設備が存しないこと

や本件道路が市街地にあることからすれば，本件道路を横断する歩行者がい

る可能性があり，本件道路を進行する自動車運転者は，横断歩行者がいるか

どうかについても安全確認しながら運転する義務を負っているというべきで

ある。このような道路を運転していた被告人もまた，横断歩行者の存否を含

めて安全確認をして運転する義務を負っており，この義務は，本件被害者が

安全確認を欠いて道路を横断したことをもって，否定されるものではないし，



  

 

  

 

 

  

安全確認が不十分なまま道路を横断する歩行者を予見することも十分可能で

ある。 

また，弁護人は，仮に，小樽方面行き第２車線上を横断している被害者を発

見しても，通常の歩行者は中央線（ゼブラゾーン）等で一旦止まるのである

から，特段の事情のない限り，その反対側に駆け出して来るであろうことま

で予測せよというのは難きを強いるものである，というが，道路を横断中の

歩行者に気付いた場合に，その歩行者の動静に十分注意を払い，その動静に

即した措置をとることは何ら難きを強いるものではない。本件の被害者は相

当程度の高齢であることはその姿勢からも明らかに分かるものであるとこ

ろ，このような高齢の被害者が，周囲の状況を確認することなく，全く止ま

る気配も見せずに横断していたのであるから，この被害者が中央線（ゼブラ

ゾーン）等に一旦止まらずに横断を続けることは，容易に予測できるもので

あって，何ら難きを強いることにはならない。 



  

 

  

 

番号 Ｗ－７ 

関連個所 ２．２．１、２．２．４キ（ウ） 

裁判日付 津地判平成２２年８月１８日 

引用文献 公刊物未登載 ＬＬＩ／ＤＢ判例秘書登載（Ｌ０６５５０４６２） 

事案の 

概要 

被告人が、普通乗用自動車を運転し、制限速度６０ｋｍ／ｈの道路を約７０

ｋｍ／ｈの速度で進行したところ、前方約５．８ｍの地点に右方から左方に

横断してきた被害者を認め、急制動の措置を講じたが間に合わず、自車前部

を同人に衝突させた事案。制限速度遵守義務違反及び前方注視義務違反の過

失が問われ、裁判所は下記のとおり過失を否定した。 

なお、現場道路は、上下車線の間に、２６ｃｍかさ上げされた中央分離帯が

設置され、同所には高さ約２ｍの樹木が一定間隔で植えられ、さらに、樹木

の間には高さ約５０ｃｍの樹木が植えられており、これら樹木の間には人が

通り抜けできる程度の隙間が所々に存在している。また、被告人が走行する

上り線には、中央分離帯から順にそれぞれ幅員が４０ｃｍの路側帯、各３．

５ｍの三車線の車両通行帯、７０ｃｍの路側帯、縁石により車道と区別され

た４ｍの歩道がそれぞれ設けられており、被告人は第２通行帯を走行してい

た。 

判旨 本件事故当時における被告人車の速度について・・・Ｃ鑑定・・・によれば，

被告人車の衝突時の速度は時速約７０キロメートルから約８５キロメートル

の幅のある速度と推定される・・・。したがって，本件では，本件事故当時

における被告人車の速度については，高い信用性が認められるＣ鑑定に基づ

き，被告人に最も有利に考え，時速約７０キロメートルと認定するのが相当

である。・・・ 

被害者の横断速度を特定するための第三者の目撃証言等が得られない本件で

は，本件事故時の被害者の横断速度について，被害者が通常の成人の歩行速

度よりも速い速度で上り車線を横断した可能性を否定することはできず，被

告人に有利に，被害者が急いで横断したものと考えると，その横断速度は，

通常の成人の小走りの速さ（秒速２．４メートルないし２．８メートル）程

度・・・と考えるのが相当であるから，以下，これを前提として検討を進め

る。・・・ 

空走時間としては，一般的に０．８秒ないし１秒を要するものと考えられる

ところ，本件のように，夜明け前の時間帯の片側三車線の基幹国道という，

自動車の運転者として歩行者の横断を事前に予測し難い事例においては，そ

の空走時間を１秒として停止距離を計算することが相当と考えられる。さら

に，乾燥したアスファルトの舗装路面の摩擦係数は，一般的に０．７ないし

０．８とされているところ，この点についても，本件では，実際の路面状況



  

 

  

 

 

  

及び被告人車のタイヤの摩滅状況等が具体的に明らかになっていないことか

ら，本件における摩擦係数としては，被告人に有利に考えて０．７を数値と

して採用することとする。 

被告人が法定速度を遵守していたとすれば，・・・被告人車は，本件衝突時の

約２．２秒前に回避可能地点を通過していたことになる。・・・本件衝突前の

約２．２秒間に被害者が移動することが可能な距離は，・・・約５．３メート

ルから約６．１メートルとなる。・・・中央分離帯から本件衝突地点までの直

線距離が約５．３メートルであるところ，この事実と前記の被害者の移動可

能距離を併せ考えると，被告人車が回避可能地点を通過した時点では，被害

者は，いまだ上り車線の横断を開始しておらず，中央分離帯上に位置してい

た可能性があることになるが，そのような場合において，被告人につき法定

速度遵守義務違反及び前方注視義務違反の過失を肯定するためには，被告人

が，法定速度を遵守していた場合に，回避可能地点よりも手前で，中央分離

帯上に位置する被害者を発見することが可能であり，かつ，同時点において，

被害者が上り車線の横断を開始しようとするなどの外形的挙動を示すなど，

被告人において急制動の措置を要求されているような状況にあったことが立

証される必要がある。・・・ 

本件では，被告人が法定速度を遵守していた場合に，回避可能地点よりも手

前で，中央分離帯上に位置する被害者を発見することが可能であったという

点に関する検察官の立証は尽くされていないことになる。・・・以上によれば，

本件において，被告人が，制限速度である時速６０キロメートルを遵守して

走行していたとしても，回避可能地点よりも手前で被害者を発見し，本件事

故を回避することができたと認めるには，疑問が残ることになる。そうする

と，被告人につき，前記のとおり法定速度遵守義務違反の事実が認められる

としても，本件事故と同義務違反との間に因果関係を認めることはできず，

本件事故に関する被告人の過失責任は否定されることになる。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｗ－８ 

関連個所 ２．２．１、２．２．４オ（ア） 

裁判日付 最決昭和４５年７月２８日 

引用文献 裁判集刑１７７号４１３頁 

事案の 

概要 

被告人が、普通貨物自動車を運転して、約５０ｋｍ／ｈで進行中、前方約１

３４ｍの道路左側にあるバス停に、対向してきたバスが停車したのを認めた

が、速度を約４５ｋｍ／ｈに減速しただけでそのまま進行を続けたところ、

バスの発進直後、これとすれ違った瞬間、そのバスから降りてバスのすぐ後

ろから道路を横断しようと小走りに出てきた被害者（当時４歳）を、前方約

３．２５ｍの地点で発見し、急制動したが間に合わず、同人に自車を衝突さ

せた事案。前方の見通しの支障がなくなるまで減速、徐行すべき注意義務に

違反した過失が問われたが、裁判所は下記のとおり過失を肯定した。 

判旨 記録によれば、被告人がバスを下車した被害者の姿を衝突の直前まで発見し

ていなかつたことが認められるし、また、幼児のとび出しを予見しうべき具

体的状況が存在したことを認めるに足りる証拠もないのであるから、原審が、

被害者が四歳の幼児であることを理由にして、信頼の原則の適用を否定した

のは、正当ではない。しかし、記録によれば、本件事故現場付近の道路およ

び交通の状況からみて、バスを下車した人がその直後において道路を横断し

ようとすることがありうるのを予見することが、客観的にみて、不可能では

なかつたものと認められるのであるから、かりに、被告人が右のような交通

秩序に従わない者はいないであろうという信頼をもつていたとしても、その

信頼は、右の具体的交通事情からみて、客観的に相当であるとはいえないと

いうべきである。したがつて、本件において信頼の原則の適用を否定した原

判断は、その結論において、相当であるといわなければならない 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｗ－９ 

関連個所 ２．２．１、２．２．４ア（イ） 

裁判日付 東京高判平成２１年１１月３０日 

引用文献 東京高等裁判所判決時報刑事６０巻２２５頁 

事案の 

概要 

被告人が、片側一車線の市道（制限速度４０ｋｍ／ｈ）を約４０～５０ｋｍ

／ｈで進行中、進路右前方約２１．３ｍの地点に左方へ横断中の被害者（８

６歳）を認め、急制動の措置を講じたが間に合わず衝突した事案。前方注視

義務違反（被害者発見遅滞）が問われ、裁判所は、付近３０ｍ以内に横断歩

道が設けられているにもかかわらず、横断歩道のない場所で横断をした被害

者の行動を不適切として、いかなる場合でもこのような不適切な行動がある

かもしれないとの注意義務を自動車運転者に課すことは相当でないとしつつ

も、被害者が被告人の進路右方路側帯から横断してきたものであり、回避可

能地点において被害者が既に横断を開始していることが視認できる場合に

は、そのような歩行者への注視義務を課すことも合理的であるとして過失を

肯定した。 

判旨 自動車運転者は，進行前方に対する注視義務は常に負っているが，Ａ女のよ

うに不適切な形で道路を横断してくる歩行者に対してまで常に注視義務を負

っているわけではない。本件道路を前提として極端な例を挙げれば，対向車

線より更に被告人から見て反対側にある車道外にいた歩行者が突如横断を開

始してくる可能性まで想定し，全く横断に向けた行動に出ていない歩行者に

ついてまで，被告人走行車線を走行している自動車運転者に注視義務を負わ

せるのは，明らかに過大なものであることが了解されることからも，容易に

理解されよう。・・・しかし，不適切な横断であっても，当該歩行者が既にセ

ンターライン付近にまで至っていれば，自己の走行車線に進入してくる危険

性は十分高くなっているといえるから，そういった段階に至っている歩行者

に対しても注視義務を負わないというのでは，逆に注意義務を狭く解し過ぎ

ていることになって，適切なものとはいえない。・・・歩行者が路側帯を越え

て対向車線内に立ち入っただけでなく，当該車線を横断して自車線内に入っ

てくることをうかがわせる行動に出た段階では，自動車運転者に対して，そ

ういった歩行者に対する注視義務を負わせても，事故回避の観点から合理性

のあるものといえる。・・・本件は，被告人に前方注視義務違反を認めた訴因，

原判決の結論自体を当然に誤りとする証拠関係にあるとまではいえない。 



  

 

  

 

 

番号 Ｗ－１０ 

関連個所 ２．２．１ 

裁判日付 仙台高判昭和４５年５月１１日 

引用文献 刑月２巻５号４４０頁 

事案の 

概要 

被告人が、大型バスを運転して進行中、進路右側に駐車中の車両があり道が

狭かったため、一時停止しクラクションを２、３回吹鳴するとともに、進路

左前方の安全を確認した車掌の「オーライ」の合図に従って発射し、約５ｋ

ｍ／ｈで徐行したところ、進路先左側の商店内で背を向けて立ち話をする被

害者を認めたが、そのまま動かないものと考え進行を続けたところ、突然、

道路に出た被害者に自車を衝突させた事案。車の接近に気付かず道路端に立

っている者に対し警音器を吹鳴して注意を喚起し、道路及び通行人の状況に

照らし危険があるときは一時停止して危険を避けるべき義務に違反した過失

を問われたが、裁判所は、下記のとおり過失を否定した。 

なお、現場の状況等は以下のとおりであった。すなわち、進路左側の商店の

店は道路と接する側溝間際まで店舗を開いており、被告人車両は、同店と接

する側溝端とは約６０ｃｍ、右方に駐車中の自動車とはせいぜい１ｍの間隔

をもつて道路に進行したため、これ以上右にハンドル切って進行することは

困難であった。他方、被害者は同商店の店内で、道路に背を向けて立話をし

ており、その踵は道路側溝の縁石からわずかに内側約１７ｃｍにあり、同店

先には被害者以外の客などはいなかった。被告人は立話中の被害者に気付い

たが、そのまま動かないものと考えて進行を続けところ、被害者は話を終え、

会釈をして道路に対する注意をしないままいきなり左足を後方に引いて道路

上に出たため、被告人車両の左前部ウインカーランプにその左肩が当り、転

倒して傷害を負った。 

判旨 本件立話中の被害者と被告人車との間隔は約八〇センチメートルに過ぎない

のであるけれども、前記諸状況のもとで、前記・・・のように特に左方に寄

りすぎたともいい得ず、・・・停車し、車掌の合図に従い、前方にクラクシヨ

ンで警告を与え、最徐行に近い程の速度で進行したうえ、自動車運転者とし

て、店先で道路に背を向け立つている人間が、特に分別のない幼児とか、或

は道路に出るような気配を示している場合は別として、突然不用意に道路に

出るというような異常な行動に出ることまで予測し、さらに警音器を吹鳴し

て注意を与えるとか、一時停止して危険を避けなければならないとかまでの

注意義務があるものとは解せられない。かかる異常な被害者の行動は通常予

見できないというべきである。従つて被告人に所論のような注意義務はなく、

これと同旨の原判決は相当である。 



  

 

  

 

 

 

  

番号 Ｗ－１１ 

関連個所 ２．２．４ア（ア） 

裁判日付 東京高判平成３０年４月２６日 

引用文献 公刊物未登載 ＬＬＩ／ＤＢ判例秘書登載（Ｌ０７３２０２１４） 

事案の 

概要 

４０ｋｍ／ｈの速度制限の道路を約４５～６０ｋｍ／ｈで走行中、進路前方

から対向歩行してきた被害者を至近距離に認め、急制動の措置を講じたが間

に合わず衝突した事案。速度制限遵守義務違反、前方注視義務違反の過失が

問われ、裁判所は、下記のとおり過失を肯定した。 

判旨 実況見分の結果およびＢ証言に照らせば，被告人は最高速度を遵守して時速

４０ｋｍで走行し，かつ，前方注視義務を尽くしていれば，少なくとも本件

衝突地点から停止可能距離である１７．３ｍ以上手前の地点で，被害者の存

在を認識することができ，当該地点において急制動の措置をとれば，被害者

との衝突を回避することができたものと認められるとする・・・原判決の認

定及び判断は，関係証拠に沿うものであって，経験則等に照らして不合理な

ところもない。 

所論は，飲酒酩酊状態の人が車道上を対向歩行してくるという事態を予測す

るのは通常困難であり，運転者はこのような自殺的行動をする者はいないと

信頼して運転することが許されるから，被告人に過失はない，などという。 

しかし，本件現場は片側一車線で幅員７ｍの比較的狭い道路で，歩行者の横

断が禁止されていなかったこと，付近は建物が建ち並ぶ市街地であり，縁石

やガードパイプがない箇所も広範囲に認められること・・・，歩行者が横断

歩道のない箇所を横断することは交通実態としてよくあることなどに鑑みれ

ば，被告人は，本件当時，車道上に横断歩行者等の人が存在することを予測

できたのであるから，同旨の原審弁護人の主張について，過失を否定する事

情とはならないと説示している原判決に法令の解釈適用上の誤りはないとい

うべきである。 



  

 

  

 

 

番号 Ｗ－１２ 

関連個所 ２．２．４ア（ウ） 

裁判日付 大阪高判昭和４７年７月２６日 

引用文献 高刑集２５巻３号３５２頁 

事案の 

概要 

被告人が、速度制限５０ｋｍ／ｈ、幅員約９．７ｍの見通しの良い直線道路

を３０ｋｍ／ｈで走行中、進路前方左側路側帯を同一方向に歩行する被害者

が、同路側帯を塞ぐ形で駐車中であった自動車を避けて同車右側方の車道に

出てきたのを認めたにもかかわらず、そのまま同速度で進行し、衝突した事

案。被害者がそのまま直進するものと軽信して漫然同速度で進行した過失に

より、さらに車道方向に出てきた同人に自車を衝突させたとして、歩行者の

動静注視義務違反が問われたが、裁判所は下記のとおり過失を否定した。 

なお、現場道路は、歩車道の区別がなく、見通しの良い直線道路であり、中

央線から両側へ約４ｍのところに白色の外側線が引かれ、その外側が路側帯

となっていた。 

被告人は、軽四輪貨物自動車（車幅１．２９ｍ）を運転し、見通しの良い直

線道路において、先頭になって、中央線から約４、５０ｃｍのあたりを３０

ｋｍ／ｈで走行し、現場の約２１．９ｍ手前の横断歩道上を通過する際に、

左斜め前方約１７．３ｍの道路左端部分を被告人進行方向に歩行中の被害者

の後ろ姿を認め、同人が歩きながら一旦右後方を振り返ったが道路中央に出

てくる気配もなかったことから、そのまま前進するものと思い、同一速度で

進行した。 

他方、被害者は、道路左端部分を歩いていたが、進路前方に左端ほぼ一杯に

車体を寄せて駐車していた軽自動車（車体右側は外側線から約２、３０ｃｍ

はみだし、その後部は前記横断歩道の被告人進行先端から約２３ｍの地点で

あった。）の右斜め後方約１．３、ｍの地点に出て、そこから、駐車車両の右

端に沿って通行するのではなく、突然、被告人の方に後ろ姿を見せながら小

走りで、かにの横ばいのような状況で道路右側に向けやや斜めに横断をし始

めたところ、被告人車両の左側面前部（前部から約５、６０ｃｍの部位）に

衝突した。 

判旨 被告人は前記の如く道路左側端部分を歩行していた被害者が一旦右後方を振

り返るのを認めるとともに、同人の進路前方に車両が駐車しているのを認め

たが、同人が被告人の車両に気づいたかどうかは判明しないとはいえ、同人

がそのまま前方に歩くのを見て、同人がそのまま前方に歩いて行く、すなわ



  

 

  

 

ち、道路左側端を進み右駐車車両の右斜め後方に出て同車の右側を通行して

行くものと考え、前方には注意しながらも特に被害者のその後の動静には十

分の注意をしないで自車を走らせたところ、衝突地点の約八メートル余手前

に進行した際、駐車車両の右斜め後方約一・三メートルのＡ地点（・・・駐

車車両の右側面を延長した線との間隔は約○・五メートル）の被害者が駐車

車両の右側にそつて通行することなく、突然、小走りで道路南側へ横断し始

めたことが認められるのである。 

自動車運転者が車両の往来が比較的に少ないとはいえ、地方の幹線道路で幅

員の比較的に広い国道を通行する場合、進路の道路左側端付近の路側帯上を

自車と同方向に歩く歩行者を認めても、その横を通過する際の間隔がある程

度離れていて通常危険を感じさせるものでないと認められるときは、その歩

行者がいかなる行動に出るか予測の困難な幼児などであれば格別、然らざる

限り、その者が自衛本能から自ら自動車と衝突するような危険を避けるため

適切な行動をとるであろうと信頼して運転すれば足り、横断歩道またはその

直近でない箇所において被告人の車の進行を無視し、突然しかもその側面に

飛び出すようなことがあることまで予測して事故防止を講じなければならな

い注意義務を負うものとは解せられないのである。 

本件において、本件道路は車両の交通が比較的に少ないとはいえ一時間に約

四〇〇台の車両の通行がある幅員の比較的広い国道で、車幅一・二九メート

ルの被告人の車がセンターラインの四、五〇センチメートルのところを進行

しても道路左端を歩いている被害者の右横を通過するときの間隔は二・二な

いし二・三メートル、前記Ａ地点から駐車車両の右横を被害者が通つたとし

てもその際の同人との間隔はなお約二メートル近くあつたもので、被告人が

道路左側端（路側帯）を歩行中の被害者が右後方を振り返つて前方に進んで

行くのを見て、同人がそのまま前方に歩いて行くものと信じたのは、その段

階では当然のことであり、その後の被害者の動静については十分の注意を払

つてはいないが、同人が駐車車両の右斜め後方の前記Ａ地点に出て来たのを

認めていたとしても、同人は東向いて被告人の方には後姿を見せていたので

あるから、何人が見ても同人が駐車車両の右横を通行して行くものと信じる

のは当然であり、かつ、被告人の車がＡ地点の横を通過しても、なお約二メ

ートルの間隔があつて危険を感じさせるものはなかつたのであるから、被告

人が前方には注意しながらも被害者ののちの動静について十分の注意を払わ

なかつたとしても、被告人がそのままの速度で進行したことにつき不注意が

あつたということはできない。 

しかも、被告人が本件衝突地点より約八メートル余手前において、前記Ａ地

点に出て来た被害者の後姿を認めたとしても、同人が突然被告人に後姿を見



  

 

  

 

 

  

せつつ小走りに斜め横断を開始するのを見て、直ちに急制動の措置をとつて

も同人との接触を回避することはできなかつたと認められるのである。 

なお本件のような状況のもとにあつては、被告人に警笛吹鳴の注意義務はな

いものと解するのが相当であつて、被告人が警笛を吹鳴しなかつたことをも

つて過失とはいえず、ことにＡ地点から飛び出して来る被害者を見て急拠警

笛を吹鳴したとしても、同人との接触を回避することはできなかつたと考え

られる。 

原判決は、本件のような一般に動作の機敏性に乏しく、かつ、交通道徳に関

する認識水準もさして高くない老令の被害者に対し危険を避けるため適切な

行動をとるであろうことを信頼することはできない。 

すなわち本件の場合いわゆる「信頼の原則」は適用されないというが、単に

老令であるという理由だけではこれに対し必ずしも適切な行動に出ることを

期待し得ないものとはいいがたく、被害者は当時六六歳とはいえ、被告人と

同年輩であり、妻被害者Ｘの検察官に対する供述調書によれば、被害者は兄

と共同で鉄工所を経営し、平素元気で耳も目もよく、足腰も達者であつて、

いつも自宅と本件道路を距てて近くにある鉄工所との間を往き来し、道路横

断についての注意をわきまえていたことが認められるので、同人に対し適切

な行動に出ることを期待し得ないものではないと考えられるから、右原判決

の見解は採用しがたい。 



  

 

  

 

番号 Ｗ－１３ 

関連個所 ２．２．４イ（ア） 

裁判日付 大阪高判昭和６３年７月７日 

引用文献 判タ６９０号２４２頁 

事案の 

概要 

被告人が、進路前方約４５．６ｍの地点の歩行者用信号が赤色灯火の横断歩

道を左方から右方に横断しようとしている被害者を認めたが、同人が横断す

ることはないだろうと考え約４５ｋｍ／ｈで進行したところ、被害者と衝突

した事案。前方注視し安全を確認して進行すべき義務の違反が問われたが、

裁判所は、歩行者用信号が赤色灯火であったことのほか、現場道路は車道か

ら外側に順に車道外側線、縁石を経て歩道が設置されており、かつ、縁石と

車道外側線との間に１．３ｍの間隔があったことや、歩行者が歩道を降りて

車道内に入って信号待ちをすることも日常的に見られることなどから、縁石

から車道側に約１０ｃｍの地点に被害者が佇立していることを被告人が認め

ていたとしても、被害者が横断してくることを予見すべき義務は認められな

いとして、過失を否定した。 

判旨 問題は・・・仮に被告人において被害者が佇立していた地点（Ａ地点）から

一メートル前進した時点でこれを発見していたとしても、被告人が青信号に

従い交差点を直進通過しようとしていた者であることとの関係で、右時点で

被告人に本件結果の発生を予見しこれを回避すベき義務を科することが妥当

かどうかという点にあって、当裁判所のこの点についての結論は、右時点に

おいては被告人に未だその義務はないとするものである。すなわち、先に認

定のとおり被告人は本件交差点を前方青信号に従って直進通過するつもりで

あって、特別の事情のない限り、本件横断歩道を横断しようとする歩行者は

すべて前方の赤信号に従って横断をさし控えるものと期待し信頼しても何ら

責められるべき点は存しないのであって、このことは前述のように本件被害

者をＡ地点に発見した時点においてのみならず、仮に被告人が被害者から視

線を離すことがなく被害者がＡ地点から一メートル（歩道縁石線から車道内

へ一〇センチメートル）前進したのを現認したものとしてその時点において

も、当時既に数人の歩行者が横断のため赤信号を待って佇立していたこと、

被害者が歩道縁石線から一〇センチメートル車道内へ進出したとしても車道

の西行部分の全幅員が七・六メートルでそのうち歩道寄り車線の外側線と歩

道縁石線の間に一・三メートルの間隔のある道路の中央寄り車線を通行して

いる被告人にとっては右一〇センチメートルは被害者が縁石線上にある場合

と対比して有意の差があるとは考えられないこと、道路を横断しようとする

歩行者が歩道を降りて車道内へ立ち入って信号待ちをする例は日常しばしば

観察される現象であること等に徴すると、なお妥当するといわねばならない



  

 

  

 

 

  

のであって、他に何ら特別の事情も存しないのに、この時点で、被害者が赤

信号を無視して横断するもので自車がこのまま進行すれば同人との衝突を避

けられないものと予見し従って右衝突を回避するための措置を執るべき義務

があるとする原判決の判断は過失について法令の解釈適用を誤ったものとい

わねばならない。 

被告人に右のような予見義務が生じるのは、早くとも、被害者が更に車道内

に進出して歩道縁石線から一・三メートルの間隔にある車道外側線あたりに

達した時点すなわちＡ地点から二・二メートル前進した時点・・・あたりと

考えるのが相当であり、・・・衝突地点である横断歩道まで三一・〇二五メー

トルを残すに過ぎないのであって、この時点では、被告人が衝突を回避すべ

く急制動の措置を執ったとしても、現実に要した被告人運転車両の制動距離

が三一・五メートルであったこと、右計算の前提となった各地点の位置関係

に多少の誤差を伴うことが避け難いこと、被害者が歩道の縁石線を越えて車

道に立ち入るにあたり多少逡巡したということも大いに考えられるから一・

三メートル先の車道外側線に達するまでの所要時間が計算上のものより長く

なり従って右時点までに被告人運転車両も横断歩道に一層近接している可能

性も存すること等を考慮すると、本件衝突を回避することが可能であったと

かあるいは衝突は不可避としてもより軽微な結果にとどまったとか断ずるに

は大いに疑問があるといわねばならず、所論のいうように、被告人に本件結

果について予見義務が生じると考えられる時点においては既にそれを回避す

る可能性が存しなかったというべきで従って被告人に回避義務を科すること

はできず結局注意義務違反のかどは存しないこととなる。 



  

 

  

 

番号 Ｗ－１４ 

関連個所 ２．２．４イ（エ） 

裁判日付 さいたま地判平成２２年３月３０日 

引用文献 公刊物未登載 ＬＬＩ／ＤＢ判例秘書登載（Ｌ０６５５０１８７） 

事案の 

概要 

被告人が、車道外側線と縁石で二重に区切られた歩道が設置された道路を約

５０ｋｍ／ｈで走行中、交通整理の行われていない交差点を直進するに当た

り、同交差点出口付近の歩道から車道に小走りで飛び出してきた歩行者と衝

突した事案。被告人が被害者の存在を認めていた事案であり、速度調節義務

違反過失が問われたが、裁判所は、被害者が佇立していた地点は、歩道上又

は縁石の延長線上（判決文上必ずしも明らかでないが、車道外側線から約０．

７ｍ歩道側の地点と思われる。）であったと認定した上、歩行者が飛び出し直

前に車道に背を向けていたことや、付近に横断歩道が設置されていたこと歩

行者が佇立していた場所は、付近に公園や遊歩道があるなど、道路を横断せ

ずに佇立する者がいくらでもあり得た状況であったことなどを考慮して、歩

行者が横断してくることを予測して減速すべき義務を負わせることはできな

いなどとして過失を否定した。 

なお、現場道路は片側一車線の道路であり、交差点手前では歩道に縁石が設

けられ、さらに、その縁石から約０．７ｍ車道側には車道外側線が引かれて

いたが、交差点（出口を含む）付近では、縁石が途切れており、車道外側線

が引かれているのみであったものと思われる。 

判旨 事故前，被害者が・・・上記縁石延長線上の地点付近又は歩道上に佇立して

いたとの事実を前提に検討を進めることとする。・・・次に，佇立時点で被害

者が向いていた方向について検討するに・・・被告人の公判供述に従い・・・

被告人に背を向けて佇立していたことを前提に，被告人の過失の有無につい

て検討する。・・・ 

被告人は，・・・本件交差点の出口付近において，歩車道を分ける縁石の延長

線上又はそれより歩道側に被告人に背を向けて佇立している被害者を確認し

たものである。しかも，前記実況見分調書によると，被害者が佇立していた

位置は，本件交差点入口の横断歩道から１０ｍ近く離れており・・・，被害

者が横断しようとする先には公園（市民の森）が，手前には遊歩道があった

ことが認められる。 

そして，このような場所において，上記のとおり，縁石の延長線上又はそれ

より歩道側に佇立する者が自動車の行き交う道路を横断しようとするのであ

れば，横断歩道を横断すべきであるし（道路交通法１２条１項），仮に横断歩

道以外の場所で横断するとしても，それに伴う危険を考慮するとともに，通

行する自動車の直前を横断することのないよう（同法１３条１項本文），道路



  

 

  

 

 

  

を走行する自動車の有無，とりわけ横断開始直後に衝突する危険の高い右方

から来る自動車の有無や走行状況について横断の直前にも確認すべきであ

る。 

ところが，被害者は，上記のとおり，横断歩道から１０ｍ近く離れた縁石の

延長線上又はそれより歩道側に，被告人には背を向け，すなわち，右方から

来る自動車の有無や走行状況を確認しようとすることもなく佇立していたも

のである。しかも，付近は，公園や遊歩道があるなど，人々が憩う場所であ

り，事故当日は日曜日でもあったから，当時は，上記位置に道路を横断しよ

うとすることもなく佇立する者がいくらもあり得た状況にあったといえる。 

そうすると，上記のような状況下で，自動車を運転して縁石の延長線上又は

それより歩道側に佇立する者の脇を通過しようとする場合において，その佇

立者が道路方向に対し左方のみを向いて，右方から来る自動車の有無や走行

状況を確認しようとしていないとき，自動車運転者としては，あらかじめ右

方も確認するなど横断を開始しようとする素振りがあったことを現認してい

ない限り，その佇立者が道路を横断する際に，自車の方向，すなわち，その

佇立者にとっては右方から来る車両の有無を確認するなど，自車との衝突を

回避するための適切な行動を採るものと信頼して運転すれば足りるというべ

きであり，被害者のように，あえて上記交通法規に違反し，横断歩道以外の

場所で自車の直前を横断しようとすることまで予想して減速徐行し，事故の

発生を未然に防止すべき自動車運転上の注意義務はなかったものと解するの

が相当である・・・。 

そして，関係各証拠を総合しても，被害者が右方から来る自動車の有無や走

行状況を確認したことを，被告人は現認していなかったものと認められるか

ら，被告人には，公訴事実にあるように，適宜減速して，被害者の動静を注

視し，本件交差点の出口付近を通過する際には，同人が横断を開始してもこ

れに対応できるよう徐行して進行すべき自動車運転上の注意義務があるとす

る検察官の主張は，採用できない。 

次いで，被告人が・・・被害者が横断を開始したことを認めた後の過失の有

無についてみても，・・・衝突地点・・・までの距離は約１１．０ｍにすぎず，

被告人車両の当時の速度は時速約５０ｋｍであったから，上記距離は，・・・

ほぼ空走距離内にとどまり，その時点で事故を回避することは不可能であっ

たということができる。したがって，被告人には，・・・過失を認めることは

できない。 



  

 

  

 

番号 Ｗ－１５ 

関連個所 ２．２．４エ（ア） 

裁判日付 東京高判昭和４５年５月２５日 

引用文献 高等裁判所刑事裁判速報集１８０８号 

事案の 

概要 

被告人が３０ｋｍ／ｈで走行中、横断歩道でない、街路樹の陰になっている

ガードレールの切れ目から車道に飛び出した歩行者を左斜め前方約６．８ｍ

の地点に発見し急制動の措置を講じたものの間に合わず衝突した事案。前方

不注視の過失が問われたが、裁判所は、横断歩道又はその直近ではない場所

で走行してくる車両の進行に注意を払うことなく当該車両の直前に飛び出す

ような歩行者がいることまで予見する義務を負わせることはできないとして

過失を否定した。なお、被害者は当時酩酊していた。 

判旨 被告人は自車の斜左前方六・八米の車道上に始めて左から右に向つて横断中

の被害者を発見し、急停車の措置に出たが及ばず、六米前進して自車を被害

者に衝突させ更に四・八米前進した（被害者を発見した地点から一〇・八五

米）地点で停止したことが認められるので、当時降雨中で路面の湿潤により

車輪が滑り易くなつていたことを考慮に加えれば、当時被告人の自動車は、

被告人が主張し、原判決も肯定しているとおり時速約三〇粁で進行していた

ものと認められる。ところが、一方被告人が始めて被害者を発見した時の被

害者の位置は車道左側端即ち歩道の縁石から一・七米の車道上であり、被害

者はその地点から更に三米進行して被告人の自動車の前部ほぼ中央に衝突し

たものと認められ、時速約三〇粁の被告人の自動車が六米進行する間に三米

前進してこれと衝突した被害者の進行速度は、被告人の自動車の進行速度の

二分の一、すなわち時速約一五粁であつたと認めねばならず、これと、被害

者が横断を開始したと認められる地点は、現場車道と並行する歩道の街路樹

の蔭になるガードレールの切れ目であつて、被害者はそこから幅員約二四米

ある現場車道を直角に横断しようとしたものと認められること、被害者は当

時可成りの降雨中であつたのに雨傘を持たず、しかも相当飲酒して酔つてい

たものと認められることなどを考え合せると、被害者は降雨中傘を持たない

ため道路の横断を急ぎ、酩酊して被告人の自動車の進行に十分な注意を払う

ことなく横断歩道でないガードレールの切れ目の街路樹の蔭から時速約一五

粁の馳け足で横断を開始し、本件事故に遭うに至つたものと考えられるので

あつて、かかる状況下においては現場附近街路灯の照明や被告人の自動車の

前照灯の光芒を考慮に入れても被害者の姿を車道左側端から一・七米の車道

上に初めて発見した被告人に対し、前方注視を怠つたものとしてその発見の

遅きを責めることはできないものというべく、しかも、この時既に被害者は

被告人の自動車の斜左前方六・八米の近距離にあり時速約三〇粁（秒速約八・



  

 

  

 

 

  

三三米）で進行する被告人の自動車の進路と直角に時速約一五粁（秒速約四・

一六米）の馳け足で進行していたのであるから、被害者との衝突は、被告人

が酒に酔つておらず、正常な注意力を有していたとしても（急停車はもとよ

り、右転把によつても）、これを避けることはできなかつたものと認めざるを

得ず、仮りに被告人が酒に酔つていない正常な注意力のもとに前方を注意力

のもとに前方を注視し被害者を横断開始点（車道左側端）に発見したとして

も、その時被告人の車両から衝突地点までは九・四米あつたに過ぎないわけ

であるからこれまた被害者との衝突を避けることは不可能であつたと認めら

れる。しかして車両の運転者が、このように横断歩道又はその直近ではない

箇所において車道を横断すべく自車の進行に注意を払うことなく、その直前

に走つて飛び出すような歩行者があることまでも予測しで、事故防止の措置

を講じなければならない注意義務を負うものとは到底解し得られないところ

であるから、本件事故につき被告人には車両運転者としての注意義務の懈怠

の責はなく、その原因は専ら被害者の不注意にあるものといわねばならない。 



  

 

  

 

番号 Ｗ－１６ 

関連個所 ２．２．４エ（イ） 

裁判日付 仙台高判昭和４６年１２月６日 

引用文献 刑事裁判資料２３９号２６３頁 

事案の 

概要 

被告人が、約３０ｋｍ／ｈで走行中、道路左側のガードネットの切れ目から

右方に横断してきた老齢の歩行者と衝突した事案。被告人は、約１７．４ｍ

先に被害者が佇立していることを認めたが、警笛を１回吹鳴したのみでその

まま進行したものであり、被害者の動静確認義務を怠った過失が問われたと

ころ、裁判所は、現場車道の交通量が頻繁であるため、横断規制こそなかっ

たことを考慮してもなお被害者の行動は無謀であるとしつつも、事故現場手

前で、被害者が道路を横断しようとして佇立していることを被告人が認識し

ていた際には、被害者がさらに横断をしてくることは予見できたなどとして

結論として過失を肯定した。 

判旨 本件事故当時の交通量は、被告人の進行方向は前記のとおり・・・Ａ病院前

の信号機の停止信号により一たん停止した車両が一時に連続して発進し、わ

けても南側車道は大型貨物自動車が混雑していたし、Ｂ方面からＣ方面に向

う北側道路はさほど混雑してはいなかった。以上の事実が認められる。そし

て・・・被害者は、当時同市内Ｄ住宅近くからバスに乗り、事故現場の東南

方、本件道路の南側の・・・図書館前バス停留所で下車した後、Ｅ町へ行く

ため、前記市電・・・停留所の西方約五〇メートルにある横断歩道によるこ

となく、その手前の道路南側のガードネットの切れ目から道路を北方へ横断

しようとしたものであることが推認されるところ、同所は横断歩行を禁止さ

れてはいないものの、車両の交通が頻繁であって、同所を横断することは危

険な状態であるから、同所を横断しようとした被害者には重大な過失があり、

無謀な行為であるといわなければならないことは論をまたないところであ

る。しかし、同人が右道路を横断しかけて、佇立しているのを被告人が発見

した際は、被告人は、南側車道を西進する大型貨物自動車が混雑している状

況にあることを認識していたのであり、しかも・・・南側の市電軌道の南端

から南側車道の南側端までの路幅が六メートルではあるものの、前記市電停

留所の安全地帯の幅は九〇センチメートルに過ぎないのであるから、混雑す

る車両の流れの間にはさまれて、右安全地帯の延長線上に佇立していたと認

められる比較的老年の同人としては、たとい被告人の車両が接近しているこ

とを察知したとしても、右のような状況下においては、進退に迷って狼狽し、

南側軌道上の車両間をぬって北側に横切ることのあり得ることを予見し得る

状況にあったというべきである。したがって被告人としては、被害者発見時

において直ちに減速徐行し、同人の動静を十分注視し、交通の安全を確認し



  

 

  

 

 

  

て運行すべき業務上の注意義務があったものといわなければならないのに、

これを怠り、警音器を一回吹鳴したのみで漫然同一速度で通行した点におい

て過失があったものというべきである。 



  

 

  

 

 

番号 Ｗ－１７ 

関連個所 ２．２．４エ（ウ） 

裁判日付 仙台高判昭和１４年６月４日 

引用文献 高等裁判所刑事裁判速報集平成１４年１８７頁 

事案の 

概要 

被告人が、約６０ｋｍ／ｈで走行中、前方約５０．１ｍの地点にほぼ同一方

向に歩行中の被害者を認めたが、同速度で進行したところ、被害者が進行先

道路の左端から約４．１ｍ付近を右方に横断しているのを約２５．４ｍの地

点に迫ったところで発見し、急制動の措置を講じたが間に合わず衝突した事

案。前方注視義務違反の過失が問われたところ、裁判所は、下記のとおり過

失を肯定した。 

なお、現場道路の状況は、全幅員が７．３ｍのセンターラインのある片側一

車線の道路であり、車道部分は５．８ｍ、歩道部分は１．４ｍ、被告人の走

行車線の車道部分と歩道部分は、部分的に設置されたガードパイプにより区

分されていた。 

判旨 本件は，・・・主要地方道路において，車両及び人の通行も閑散な夜間，自動

車を運転中の被告人が，歩行中の被害者を道路中央付近ではねて死亡させた

という交通事故であるが，本件現場の道路は，全幅員が７．３メートルで，

車道部分の幅員が５．８メートル，歩道部分の幅員が１．４メートルで，車

道はセンターラインのある２車線であり，被告人車の走行車線の車道部分と

歩道部分は，部分的に設置されたガードパイプにより区分されており，当時

夜間で歩行者はほとんどなく，また，被告人が被害者を発見したア地点は，

ガードパイプが設置されていない部分で，道路左端から約１．４メートルの

歩道部分と車道部分の境界付近であり，明らかに車道部分にはみ出していた

とはいえず，かつ，被害者は背中を見せて歩いている姿勢であったというの

であるから，そうした状況にある被害者を発見して，被害者が道路を横断す

る可能性をも考慮し，それに対応する措置を講ずべき注意義務までを直ちに

認めることは困難である。 

そうすると，原判決が，起訴状の「被告人は， ・・時速約６０キロメート

ルで進行中，前方約５０．１メートルの地点にほぼ同一方向に歩行中の被害

者を認めたのであるから，同人が進路前方を左方から右方に向かい横断する

ことを予測して，直ちに減速してその動静を注視して進路の安全を確認しつ

つ進行すべき業務上の注意義務がある」旨の公訴事実に沿い，罪となるべき

事実として，上記のとおりの注意義務とその懈怠の過失を認定したのは，事

実誤認があるといわねばならない。 

そこで更に，検察官が当審において訴因変更をした，「被告人は，平成１２年



  

 

  

 

 

  

４月２日午後７時ころ，業務として普通貨物自動車を運転し，・・・時速約６

０キロメートルで進行するにあたり，前方左右を注視し，その安全を確認し

て進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り，前方注視不十分のま

ま前記速度で漫然進行した過失により，折から同所先の道路の左側端から約

４．１メートル付近を左方から右方に横断中のＸ・・・を前方約２５．４メ

ートルの地点に迫ってようやく発見し，急制動の措置を講じたが間に合わず，

道路中央やや右側を横断歩行中の同人に自車前部を衝突させて同人を路上に

転倒させ，よって，同人に両側血気胸の傷害を負わせ，同日午後１０時９分

ころ，・・・病院・・・において，同人を上記傷害により死亡するに至らせた

ものである。」との公訴事実の成否について検討すると，被害者は，ア地点で

被告人が発見した直後に向きを変えて道路を横断し始めて，イ地点に至り，

更にウ地点へと進んでいたものと認められるのであり，被告人としては，（１）

地点でア地点の被害者を発見したのであるから，その後なお前方を注視して

おれば，ア地点の直後から被害者が道路を横断し始め，イ地点に進みつつあ

るのを発見することは可能であり，それにもかかわらず，（２）でイの被害者

に気づくまで，道路を横断しつつあった被害者に気づかなかったのであり，

これは前方注視義務を怠った過失があるといわねばならない。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｗ－１８ 

関連個所 ２．２．４オ（イ） 

裁判日付 高松高判昭和３０年７月１８日 

引用文献 高刑特２巻１６～１７号８０７頁 

事案の 

概要 

被告人が、対向してきたバスが進路右側の停留所に停車するのを認めたこと

から、２０ｋｍ／ｈに減速し、手前１０ｍ地点で警笛を 2 回吹鳴するなどし

たが、同バスの側方を通過する際に、同バスの後方から道路を横断しようと

した被害者（４歳）に衝突した事案。公訴事実は不明であるが、バスの側方

通過時の徐行義務違反の過失が問われたものと思われる。裁判所は、停車中

のバス後方から道路を横断しようと人が不注意に対向車の直前に飛び出すこ

とはあり得ることであり、バスの側方を通過しようとする者は、超低速度を

保ちつつ、離れるまで警笛を吹鳴し続けるなどして、横断者がいる場合には

間髪入れず停車できるように進行する義務があるとして、過失を肯定した。 

判旨 本件の場合被告人において前示の通りの十分な注意を払い、超低速度で警戒

音を発し続けながらバスと擦れ違う措置に出ていたならば、被害者は被告人

の貨物自動車が近附いて来たことを覚つてこれを退避したかも知れず、また

これに気附かず被告人の自動車と衝突しても、超低速度であるから同児を撥

ね飛ばすこともなかつたと認められ、また同児が同自動車に轢かれる前に停

車させることも出来たと考えられるのであつて、本件事故による負傷を被告

人に取つては不可抗力であるとは言えないのである。勿論・・・被害者側に

重大な過失のあることは認めなければならないけれども、このことは被告人

が自動車運転者として果すべき前示注意義務を尽さなかつたことの責任から

被告人を解放することにはならない。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｗ－１９ 

関連個所 ２．２．４オ（ウ） 

裁判日付 東京高判昭和４４年１２月１７日 

引用文献 高刑集２２巻６号９５１頁 

事案の 

概要 

被告人が、午後１０時１５分頃、普通乗用自動車を運転し、歩車道の区別の

ない幅員６ｍの道路の左側部分を進行中、道路右側端に対向してタクシーが

１台停車しており、その後部の路端にタクシーから下車したと思われる被害

者（２歳１０か月）の同伴者が道路を横断すべく佇立しているのを７、８０

ｍ前方に発見したため、５０ｋｍ／ｈから４５ｋｍ／ｈに減速して進行した

ところ、被告人車両がタクシーの左側を通過すべくほぼこれと並ぶ状態にな

った際に、被害者が被告人車両に気付かず道路を右から左に横断しようとし

て突然タクシーの後方から小走りに被告人車両の直前に飛び出したため、被

告人車両右側前部付近に衝突した事案。被害者が車道に進出することを予測

し、警笛の吹鳴又は減速徐行すべき義務に違反した過失が問われたが、裁判

所は、本件の場合、佇立者が自動車の前照灯の光に何らの注意を払うことな

く横断しようとすることは予測できず、その者に同伴する幼児がその手を離

れて同様に飛び出してくるという事態はさらに予測できないことであり、こ

のような異常な事態に備えてあらかじめ警笛を吹鳴し又は減速徐行するなど

の注意義務を課すことはできないとして、過失を否定した。 

判旨 佇立者が自動車の前照灯の光芒に何らの注意を払うことなく被告人運転の自

動車の前方を横断しようとして突然被告人の進路前方に進出するが如きこと

は運転者の通常予測し得ないところであり、いわんやその者に同伴する幼児

があつて監督者の手を離れて同様進出してくるが如きことはいうまでもない

ところであつて、運転者はかかる異常な事態に備えて、衝突等の事故を防止

するため、予め警音器を吹鳴して警告し又は減速徐行するなどの注意義務を

負うものということはできないところ、右証拠によれば被害者（当時二年一

○月）は被告人の自動車が右停止車の左側を通過すべくほぼこれと並ぶ状態

となつたとき、これに気付かず道路を右から左に横断しようとして突然右停

止車の後方から小走りに被告人の自動車の直前に飛び出しその車体右側前部

附近に衝突してその場に転倒し頭部打撲等の傷害を負うに至つたものであつ

て、被告人としては右事故回避の措置に出る余地がなかつたものであること

が認められ、他に被告人が叙上の如き注意義務を怠り右事故を惹起せしめた

ことを窺うに足りる証左は存しない・・・。 



  

 

  

 

番号 Ｗ－２０ 

関連個所 ２．２．４オ（エ） 

裁判日付 東京高判昭和４６年５月３１日 

引用文献 高刑集２４巻２号３８７頁 

事案の 

概要 

被告人が、制限速度４０ｋｍ／ｈの道路を約４０ｋｍ／ｈで走行中、横断歩

道を通過するに際し、同横断歩道の右側が交通渋滞により横断歩道を挟んで

連続して停止車両があったところ、当該停止車両の間から駆け出してきた被

害者（４歳）に衝突した事案。被告人は、横断歩道通過前に３５ｋｍ／ｈに

減速していたが、さらに減速すべきであったとして速度調節義務違反の過失

が問われたところ、裁判所は過失を否定した。 

当時の道路交通法では、現行の３８条１項前段のような停止線で停止できる

ような速度で走行する義務については規定されておらず、単に現行の同項後

段の横断歩道を横断し又は横断しようとする歩行者がいる場合に当該横断歩

道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げてはならないとする義務のみ

が３８条１項において規定されていた。 

判旨 道路交通法三八条一項は、「車両等は、歩行者が横断歩道により道路の左側部

分（当該道路が一方通行となつているときは、当該道路を横断し、又は横断

しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通

行を妨げないようにしなければならない。」と規定している。この規定は、直

接には、そこに定められた一定の状況が存在する場合に横断歩道の直前で一

時停止することを車両等の運転者に義務づけているだけで、横断歩道の直前

に至る以前の地点における減速ないし徐行についてはなんら触れていない

が、考えてみると、右の一時停止を必要とする状況の存在は初めから明らか

であるとは限らず、車両等が横断歩道に接近した段階において発生すること

も多いのであるから、車両等の運転者がこの一時停止義務を守るためには、

そのような状況の発生する蓋然性があるかぎり、あらかじめこれに備えて、

ある程度速度を調節して進行することが要請されるといわなければならな

い。この速度調節の義務は、道路交通法が明文をもつて規定するものではな

いけれども、それにもかかわらず前記三八条一項の一時停止義務から派生す

る義務であることは明らかであつて、この義務を守らず減速しないまま横断

歩道に近づいたため同条項の規定する状況が発生したのを発見しても間に合

わず横断歩道直前の一時停止が不可能となつたような場合には、事前に未必

的にもせよ故意が認められるかぎり、運転者としては同条項違反の罪責を負

うことを免れず、また、それによつて横断歩道上で人身事故を惹起したよう

な場合には、この義務が結局は横断歩道上における人身事故防止のためのも

のであることにかんがみれば、この速度調節義務遅反が過失致死傷罪の注意



  

 

  

 

義務遅反として論ぜられることにならざるをえないのである。 

では、このような場合、車両等の運転者はどのような状況があれば右の速度

調節義務を負うものであろうか。それは、その際の道路およびその周辺ない

し車両通行の状況、道路付近にいる歩行者の状況等により具体的、個々的に

考えられるべきものであるけれども、一般的にいうならば、交通整理の行な

われていない横断歩道においては歩行者は強い優先権を有し、たとえ車両等

がその横断歩道に近づいてきていてもこれを横断して差支えないものであ

り、これを車両等の運転者の側からみれば、一時停止しなければならぬ状況

の発生をあらかじめ明確に予知することは困難な関係にあるわけであるか

ら、車両等の運転者としては、一時停止を必要とする状況の発生がいやしく

も予想されうる状態のもとにおいては、その状況がいつ発生するかわからな

いことを念頭に置いてこれに備え速度を調節すベきであり、いいかえるなら

ば、速度調節を必要としないのは、そのような状況発生の蓋然性が認められ

ない場合すなわち自車が横断歩道の手前に接近した際にその横断歩道の進路

左側部分を横断し、又は横断しようとする歩行者のないであろうことが明ら

かな場合に限るというべきである。・・・ 

本件についてこれをみると、証拠によれば、本件の通称世田谷通りと呼ばれ

る道路は、歩車道の区別があり、車道は幅員九メートルで、コンクリート舗

装されていて中央に白色のセンターラインのある道路であるが、被告人は本

件ワンマンバスを運転して成城学園駅前を出発して渋谷駅方面に向かい原判

示の日の午前一〇時五七分ごろ本件横断歩道の手前附近にさしかかつたこ

と、当時その場所では進路前方には先行する車両はなく、ずつとあいていた

が、右側の対向車線は交通が渋滞していて、自動車が連続して停止しており、

本件横断歩道のところでは、渋谷寄りの車両は横断歩道の手前で停止してお

り、成城寄りの小型トラックと思われる車両はその車体の後半分を約一・三

五メートルぐらい横断歩道に入れて停止していたことを認めることができ

る。そして、原判決の判示するところによると、被告人は本件横断歩道直前

における万が一の急停車に備えて時速を四〇キロメートルから三五キロメー

トルに減速し、足をブレーキペダルに乗せて歩行者の発見につとめつつ進行

していたから、もし大人の歩行者が通常の歩度で右から道路左側へ横断して

きたのであつたなら横断歩道の直前で一時停止することが可能であつたと判

断される、というのであつて、証拠によれば、この認定もまた十分首肯しう

るところである。したがつて、本件の場合被告人もまた前に説示した趣旨に

従い、横断歩道直前で急停車しなければならない事態の発生に一応備えてあ

る程度減速の措置を執つたことはこれを認めることができる。ところが、実

際においては、被害者である当時四歳の幼児が右側に停止していた前記小型



  

 

  

 

トラックの直後から横断歩道上をやや斜めに右から左に同年輩の幼児が普通

に駆け足をする速度で走つてきて、センターライン附近でも立ち止らず、そ

のまま被告人の車両の右前部バンバー附近に衝突したというのであつて、そ

の際被告人として被害者の出現を発見するのが過失により遅れたというよう

な事情はこれを認めることができず、また被害者を発見したのちの被告人の

処置にも特に責むベき点は認められないから、被告人がこの被害者との衝突

を避ける方法としては、被害者を発見してから急制動をかけてなおかつ横断

歩道直前で停止しうる程度の速度で進行する以外にはなかつたわけで、その

速度は、この場合、原判決のいうように時速二〇キロメートル以下でなけれ

ばならなかつたことはのちに述べるとおりである。したがつて、問題は、要

するに、被告人において、右のように停止している対向車両の間から横断歩

道の上を走つて横断してくる幼児のあることにまで備えて、時速を二〇キロ

以下にまで減速して進行する義務があつたかどうかという点に帰着するとい

わなければならない。・・・ 

横断歩道の手前にさしかかつた車両の運転者の減速の程度いかんは、ひつき

よう、自車が横断歩道に接近した際にいかなる事態が発生する蓋然性がある

かということによって決まるわけであるが、横断歩道を横断する歩行者保護

を重視する現行法の趣旨からすれば、その蓋然性は必ずしも高度のものであ

る必要はなく、いやしくもその蓋然性の存する以上、その事態の発生をも計

算に入れて速度を決定しなければならない。・・・ 

本件においては、さきに述べたように、被告人車の進路右側の対向車線には

自動車が連続して停止しており、わずかに横断歩道の部分だけがあいていた

のであるから、進路右側の歩道上にいる歩行者の動静が見えにくいのはもと

より、右から左に横断歩道上を横断してくる歩行者を発見することもかなり

困難で、特に背の低い小児などについては、センターラインの近くまで来た

ときにはじめて発見できる場合も十分考えられる状況にあつたのであるか

ら、右側車線があいていて見通しのよい場合に比し、特に減速の必要があつ

たと判断される。また、対向車が連続徐行している場合と連続停止している

場合とを比較すると、本件の場合のように連続停止している場合にその間を

通り抜けて横断する歩行者の出現の蓋然性が高いことを考慮に入れるべきで

あるし、被告人の車両の進路が道路の左半分のどの位置にあつたか、すなわ

ちその進路と対向車両との間隔も速度決定の重要な因子になると考えられ

る。・・・ 

交通整理の行なわれていない横断歩道においては、横断歩行者はきわめて強

い優先権を有し、いつ横断を開始してもよいと同時に、その横断のしかたに

関しても、必ずしも通常の速度でのみ歩行しなければならないものではなく、



  

 

  

 

走る方法で横断することも－それが現在の交通の実態からみて当該歩行者に

とり危険なときもあることは別として－別に禁ぜられているところではな

く、現にそのような横断も往々にして行なわれているのであるし、ことに小

児の場合、走つて横断することの多いことは、好むと好まざるとにかかわら

ずわれわれの経験上明らかなところである。そして、このように横断歩道上

における歩行者の自由な横断を許し、歩行者にきわめて強い優先権を認める

ことは、そもそも横断歩道なるものが歩行者の安全かつ自由な横断と車両の

円滑な交通との調節点として案出されたものであつて、横断歩道が設けられ

た場合には法はその附近で歩行者の横断を禁止する反面、横断歩道によつて

横断する場合には車両の直前または直後で横断してもよいこととし、その他

横断の方法につきなんら制限を規定せず、他方横断歩道を通過しようとする

車両等に対しては前記の一時停止義務のほか諸種の制限を設けていることに

徴しても明らかだというべきである。したがつて、以上のことを前提として

考えれば、横断歩道に近づく車両等の運転者としては、道路左側部分を通常

の歩度で横断する歩行者ばかりでなく、走つて横断する者（小児・幼児を含

む。）のあるであろうことの蓋然性が否定される状況にないかぎり、そのこと

をも考慮に入れて、これに対応する速度にまで自車の速度を減ずる義務があ

るといわなければならず、そのため車両等の運行にある程度の遅れを生じて

も、それは歩行者の安全保護のためにはやむをえないものとしなければなら

ない。・・・ 

たとえ幼児であつても、つねに本件の被害者のように団地内から走つてきて

右側歩道に出て、横断歩道入口附近でも全然立ち止らず、そのまま横断歩道

上を走り抜け、センターライン附近でも立ち止らないというような行動に出

るとは限らないから、本件の被害者が右のような行動を執つたことは必ずし

もしばしばあることとまではいえず、従つてそのような行動の行なわれる蓋

然性が非常に高いということはできないであろう。しかし、それにもかかわ

らず、幼児がかような危険な行動に出ることの蓋然性もまた否定しがたいこ

とは吾人の経験の教えるところであつて、しかも、前述のように本件事故現

場付近には多くの幼児が遊んでいたであろう状況が認められるとしてみる

と、本件の場合、そのような横断のしかたをする幼児のあることの蓋然性も

またある程度は存したというべきであつて、にわかに原判決のいうように例

外的、稀有という一語で片づけ去ることのできるものとは思われない。・・・ 

すでに述べたように横断歩道に近づく車両の運転者には、他の場所における

のと異なつて、横断歩道上で発生することのあるべき状況に備えて速度を調

節する義務が特に課せられているのであり、しかもその場合その状況発生の

蓋然性は必ずしも高度のものである必要はないのであるから、本件の場合、



  

 

  

 

 

 

  

被害者である幼児が前記のように左側横断歩道上に飛び出してくる蓋然性が

ある程度存したと認められる以上、被告人としてはそのことをも考慮に入れ

て速度を調節すベきであつたといわなければならない。また、以上説明した

ところと被告人が路線バスの運転手として日ごろ、事故現場を通過している

ことを合わせ考えると、自動車運転者たる被告人にとつてこのような歩行者

の出現を予見して減速することが不可能であつたとはいえないことも、多く

論ずるまでもないところである。 

被告人が具体的にどの程度に減速すべきであつたかを検討するのに、・・・本

件進行道路の車道幅員は約九メートルであつて、この車道に幅員約四メート

ルの横断歩道が設置され、車道の中心にセンターラインが引かれているので

被告人運転のワンマンバスが進行してきた道路左側部分の幅員は約四・五メ

ートルであること、ここを車幅約二・四五メートルの右バスが左側部分のや

や右寄りにセンターラインとの間に約九〇センチメートルの間隔を置いて進

行してきたことを認めることができる・・・。そして、このような状況のも

とにおいては、原判決が正当に計算したように「被告人が急制動によって横

断歩道の直前にて本件車両を一時停止し衝突を避けようとするならば、少く

とも時速を約二〇キロメートル（空走距離約五・五メートル、制動距離約二・

二メートル）以下に減速徐行して進行してこなければならなかつた」と判断

される。 

しかるに、関係証拠によれば、被告人は時速約四〇キロメートルで進行して

きたのに、本件横断歩道にさしかかる附近から約三五キロメートルに減速し

たことが認められるから、この程度の減速をもつてしては、前掲の減速する

を要する程度に比較して不充分であることは明らかであつて、被告人は前記

一に説明した速度調節義務に違背し、ひいて業務上の注意義務を怠つたもの

と解しなければならない。・・・ 

以上の次第で、本件人身事故については被告人に過失を認めるべきであ

る・・・。 



  

 

  

 

番号 Ｗ－２１ 

関連個所 ２．２．４オ（オ） 

裁判日付 広島高判昭和４７年３月２８日 

引用文献 判タ２７６号２７８頁 

事案の 

概要 

被告人が、午後７時３０分頃、普通貨物自動車を運転し、制限速度の６０ｋ

ｍ／ｈで、バス停留所先の南北に通ずる国道（幅員約９ｍ）を北方から南方

に向つて進行中、停留所付近に停車中の対向マイクロバスの前照灯（下向き）

の光ぼうを認め、同車と離合するため自車の前照灯を下向きにしたままで進

行を続けたが、同マイクロバスと間もなく離合することになるので早目に前

照灯を上向きにした瞬間、同バス左後方の国道中央部分から、同国道東側で

これと丁字型に交差している町道（幅員約３．５ｍ）へ向って横断しようと

しているねずみ色の作業服を着た被害者（６５歳）を前方約１６ｍに認め、

直ちにハンドルを左に切るとともに急制動の措置をとつたが及ばず同人に自

車右前部を衝突させた事案。速度調節義務違反、前方注視義務違反が問われ

たところ、裁判所は、被告人が被害者を認識した時点では事故の回避は不可

能であったとした上で、現場道路は人が通行することが全くあり得ないわけ

ではなく、また、対向バスの前照灯により視界不良であったことなどから、

被告人には制限速度を下回る速度に減速すべき義務があったとして過失を肯

定した。 

判旨 本件交差点附近は夜間極めて暗く、わずかに螢光灯が一基同所を照している

のみであり、かつ、同交差点附近に停車していたⅩ運転のマイクロバスの前

照灯（下抗き）の光ぼうのためか、被告人の車両の進行方向から見たときは、

同バスの左後方附近には右螢光灯の明りは殆んど及んでいないように感じら

れ、・・・被告人の車両を接近進行させてその可視距離を実験・・・したとこ

ろによつても、被告人の車両が右人物に約三三メートルに近づいた際、右バ

スの前照灯の光ぼうのため極めて見えにくい状態において、当該個所を注視

すればようやく人の立つているのがわかるといつた程度であり、被告人の車

両が時速約六〇キロメートルで進行していたことを考え合わせると、被告人

が南を約一六メートルに接近して始めて発見したのも、あながち被告人の前

方左右の不注視によるものとは断定できず、Ⅴが交差点を横断歩行している

状況であつたとしても同様であると考えられ、また、被告人は、前示のよう

にマイクロバスがその方向指示灯を点滅させていたことに気づいていなかつ

たのであるが、それだからといつて直ちに被告人が前方左右を注視しなかつ

たとも言い難く、結局、脇見することなく前方左右を注視していた旨の被告

人の原審公判廷における供述は十分信用することができる、従つて、被告人

に前方左右の注視義務を怠つた過失は認められないとした原判決の判断は、



  

 

  

 

 

 

  

結局において正当として是認しうる。 

そこで、さらに、被告人の速度調節（減速）義務違反の点について検討を進

めるに、そもそも夜間走行時における前照灯による障害物の見え方は、運転

者の視野が昼間とは異なつて狭くなつているうえに、対向車の前照灯による

眩しさなどのため非常に見えにくいものであるから、運転者としては、これ

らの事情を考慮し、自車の速度などにも十分の注意を払つて慎重なる運転を

することが要求される。これを本件についてみるに、時間的場所的関係から

して、被告人の進行していた国道には、人の通行が全くありえないような特

別の事情は存在せず、また、被告人は、前照灯を下向きにして進行していた

うえに、停車中の前記マイクロバスの前照灯（下向き）の光ぼうのため同バ

スの左後方附近は相当接近するまで極めて見えにくい状況にあり、現に被告

人は、衝突地点の約一六メートル手前まで接近してようやく被害者を発見し

ているのであるから、かゝる状況下においては、法定最高速度いつぱいの時

速六〇キロメートル前後で進行を続けることはまことに危険きわまりない運

転方法という外なく、被告人としては相当程度速度を落し、自己の進路前方

に障害物を発見したときには適宜これとの衝突を十分に回避しうる程度にま

で減速して進行すベき注意義務があると考えられ、これを夜間走行時におけ

る運転者の基本的注意義務というも過言ではない。しかして、かゝる程度の

減速義務が運転者に要求されるとしても、「高速度交通機関たる車両の機能は

著るしく減殺され、その社会的効用も著るしく喪失されるにいたる」とは思

われない。そうだとすれば、被告人のかゝる状況下における速度調節（減速）

義務は、運転者たる被告人に当初から要求されている基本的な注意義務であ

ると考えられ、かかる注意義務に被告人が違反して、時速約六〇キロメート

ルで進行して本件事故を惹起した以上、被害者の軽卒にして不注意な行動が、

被告人の罪責を軽減することにはなつても、信頼の原則の適用により被告人

の罪責を免れしめることにはならない。 



  

 

  

 

 

番号 Ｗ－２２ 

関連個所 ２．２．４オ（カ） 

裁判日付 大阪高判平成１５年２月２７日 

引用文献 無罪事例集９集２２０頁 

事案の 

概要 

被告人が、約２０～２５ｋｍ/ｈで走行中、渋滞する対向車線の車両の間を抜

けて右方から左方に横断してきた被害者を、右前方約４．８ｍの地点に認め、

急制動の措置を講じたが間に合わず衝突した事案。現場は、制限速度が４０

ｋｍ／ｈの片側一車線の道路であり、事故現場から数十ｍの地点には横断歩

道が設置されていた。速度調節違反及び前方注視義務違反の過失が問われた

が、裁判所は下記のとおりいずれの過失も否定した。 

判旨 本件道路は、最高速度が四〇キロメートル毎時とされており、それからする

と、上記被告人運転車両の進行速度は遥かに低速といえる上、本件道路が交

通頻繁であることからすると、そのような道路で自動車運転者に余りにも低

速での走行を義務づけることは、かえって、交通の渋滞を招くおそれもある

といわなければならない。さらにまた、本件事故現場のように、横断歩道が

数十メートルという比較的近距離にある道路にあっては、その安全を確かめ

ずに早足で一気に車道上を横断する歩行者がいるということは、通常想定し

難いところでもある。そうすると、たとえ、対向車線に車両が連なって停止

しているため、右前方の見通しが悪くなっていたとしても、他に特段の事情

も認められない本件においては、被告人に対し、かなり低いと思われる前記

自車の進行速度から更にそれ以下に落として進行するまでの義務を課するこ

とは相当でないというべきである。・・・ 

前方左右注視義務の違反について・・・被告人運転車両から被害者を発見し

得る距離及び被告人が被害者を発見できた地点から本件衝突地点までの距離

を基に、被告人の前方左右注視義務違反の過失の有無を検討するに、一般文

献の中には、時速二五キロメートル（秒速六・九四メートル）で乾燥アスフ

ァルト道路上を走行している普通乗用自動車の場合、その制動距離は、空走

時間を一秒（なお、被害者の前記横断の状況や当時五五歳という被告人の年

齢からすると、たとえ、被告人が職業運転手であることを考慮しても、空走

時間を最大限一秒とすることが必ずしも不合理であるとまではいえない。）と

すると、およそ一〇・三八（空走距離六・九四＋実制動距離三・四四）メー

トルとなるとするものがあり、これによれば、被告人にはもともと本件事故

を回避する可能性がなかったことになる。そうすると、この回避可能性を前

提に被告人に前方左右注視義務違反の過失があったとするには、証拠上合理

的な疑いを容れる余地がある。 



  

 

  

 

番号 Ｗ－２３ 

関連個所 ２．２．４カ（ア） 

裁判日付 水戸地判平成２０年１月１７日 

引用文献 判タ１２６５号３３９頁 

事案の 

概要 

被告人が、２５～３０ｋｍ／ｈで走行中、進路左方の住宅敷地内から道路に

進出してきていた被害者（当時６歳）を前方約８．５ｍの地点に初めて認め、

急制動の措置を講じたが間に合わず衝突した事案。前方注視義務違反及び速

度調節義務違反の過失が問われたが、裁判所は、事故直前の被害者の動きに

ついて、「疑わしきは被告人の利益に」の原則のもと、被害者が飛び出してき

た可能性があるとしつつ、被告人車両が停止可能地点を通過するまでに、被

害者を発見し、さらに急制動の措置が要求されるような状況にあることを認

識できたとは認められないなどとして前方注視義務違反を否定した。さらに、

速度調節義務違反についても、本件現場は、幅員約５ｍの直線道路であり、

制限速度の指定はなく、また、道路上に駐車車両などの障害物はなく、見通

し良好であり、事故当時も被害者以外の歩行者はなく、被害者の飛び出し等

を予見させるような事情は特になかったと指摘した上、このような道路状況

においては、２５～３０ｋｍ／ｈという速度は、進行方向左方に住宅が立ち

並んでいることや歩道が設けられていないことなどを考慮しても、決して速

すぎる速度とはいえないとして、速度調節義務も否定し、結論として過失を

否定した。 

判旨 被害児童がビーチボールで遊んでいたことを踏まえ，「疑わしきは被告人の利

益に」との原則に照らして判断すると，被害児童が・・・道路に飛び出した

可能性を否定することができないから，それを前提に被告人の過失の有無を

検討する。・・・ 

急制動の措置をとって本件事故を回避できたというためには，当時の状況下

において，被告人が，自車の急制動による停止距離（空走距離＋制動距離）

の範囲外で，被害児童を発見することが可能であり，しかも，上記時点にお

いて，被害児童が道路上に進出しようとしているなど，被告人において急制

動の措置を要求されるような状況にあったといえなければならない（なお，

検察官が指摘するように，道路付近に児童の姿を認めた場合，自動車運転者

は，児童が道路に進出することを予見し，事故の発生を未然に防止すべき注

意義務があるというべきであるが，直ちに急制動の措置をとる義務があると

いうことはできない。）。 

本件事故当時，被告人は，時速２５ないし３０ｋｍで進行していたものであ

るが，被告人に最も有利な時速３０ｋｍの速度を前提とすると，・・・反応時

間０．７５秒，摩擦係数０．７の場合，急制動による停止距離（空走距離＋



  

 

  

 

 

  

制動距離）は，１１．３１ｍである。ただし，反応時間は，人によって，あ

るいは状況によって変化し，危険を予知しない場合には平均約１秒とされて

いる（弁１０，１２）。そこで，反応時間を１秒として停止距離を計算すると，

１３．３９ｍとなる。・・・ 

被告人は，被害児童に衝突するまでほとんど減速せずに進行したのであり，

速度（時速３０ｋｍ）と距離（１３．３９ｍ）から計算すると，停止可能地

点を通過したのは，衝突の約１．６秒前である。・・・ 

衝突の約１．６秒前の時点で・・・被告人が，停止可能地点を通過するまで

に，被害児童を発見し，さらに，急制動の措置が要求されるような状況にあ

ることを認識できたとは認められない。したがって，被告人が前方注視を尽

くしていたとしても，飛び出した被害児童を発見して急制動の措置をとり，

本件事故を回避することはできなかった可能性がある。・・・ 

被告人が前方注視義務を怠ったことにより本件事故が発生したとの事実は，

合理的な疑いを差しはさむ余地がない程度に立証されたということはできな

い。・・・ 

本件事故の現場となった道路は，幅員約５ｍの直線道路であり，制限速度の

指定はない。道路上に駐車車両などの障害物はなく，見通しは良好である。

また，本件事故当時，被害児童以外の歩行者はなく，児童の飛び出し等を具

体的に予見させるような事情は特に存しなかった。 

このような道路状況においては，時速２５ないし３０ｋｍという速度は適切

なものであり，道路南側に住宅が建ち並んでいることや歩道が設けられてい

ないことなどを考慮しても，決して速すぎる速度とはいえないから，被告人

に，さらに減速すべき義務があったと認めることはできない。 

したがって，被告人が減速義務を怠ったことにより本件事故が発生したとの

事実を認めることはできない。 



  

 

  

 

 

番号 Ｗ－２４ 

関連個所 ２．２．４キ（ア） 

裁判日付 京都地判昭和４８年２月２１日 

引用文献 刑月５巻２号１５５頁 

事案の 

概要 

被告人が、約４０ｋｍ／ｈで走行中、進路前方を右方から左方に横断中の被

害者（当時９歳）に衝突させた事案。主位的に前方注視義務違反、予備的に

対向車の前照灯のげん惑による一時停止又は最徐行の義務違反の過失が問わ

れたが、裁判所はいずれの過失も否定した。 

判旨 被告人は、被害児童の姿を前方約三・四メートルという至近距離に迫つて、

道路中央付近にはじめて発見したというのであつて、それ以前の同児の動向

については何ら目撃した形跡がないから、特段の事情のない限り、被告人が

前方注視を怠つたとの疑いは濃厚である・・・。しかしながら、被告人の前

方注視義務違反の過失によつて本件事故が発生したとしてその責任を問うた

めには、被告人が右の義務を尽くしていたならば本件事故は回避できた筈で

あるということができなければならず、そのためには、当時の状況下におい

て、被告人が少くとも自車の制動距離（広義）の範囲外に被害者を発見する

ことが可能であり、しかも、右の時点において、被害者が道路の横断を開始

しているなど、被告人において急制動等何らかの措置を要求されるような状

況にあつたことが立証される必要があるところ、関係証拠を総合するも、本

件において、右の点が合理的疑いを差しはさむ余地がない程度に立証された

ということはできない。・・・ 

時速四〇キロメートル（秒速一一・一メートル）で走行していた場合の空走

距離を含めたいわゆる広義の制動距離は、当時の路面の摩擦係数を○・七と

すると約一七・七メートルと推算できる（１１１×０．８＋２５９×０．７

分の４０の２乗）から、被告人が遅くとも・・・衝突地点・・・の一七・七

メートル手前・・・の地点（以下これを回避可能地点という）において急停

止の措置をとつていたならば、本件事故は確実に回避された筈であるという

ことができるわけであり・・・回避可能地点から衝突地点までの一七・七メ

ートルを走行するのに要した時間は約一・六秒と算出できる・・・。・・・ 

鑑定書を参酌すると、被害児童（本件事故当時八年一〇月）が・・・走り出

たとすれば、その速度は平均すると、疾走最高速度のおよそ半分の秒速約三

メートルである・・・が、本件被害者のような児童は身体反応時間として一

ないし一・二秒を要するというのである。 



  

 

  

 

 

  

右によれば、被害児童が東側非舗装路上で横断を決意してから衝突地点に達

するまで少くとも二・三秒ないし二・五秒を要するということになり・・・

被告人車が前記回避可能地点にあつた時点（衝突の一・六秒前）において、

同児は少くとも横断の決意を終えて舗装路上に踏み出す直前（○・三秒前）

の状態にあつたということができるかのようであるが、右は同児が東側非舗

装路上で停止した状態から横断を開始したとの前提に立つものであつて、後

記・・・に詳述するところに照らすと、右の前提自体が果して合理的な疑い

を差しはさむ余地がないものかどうか疑問があるのみならず、仮りにこれを

是認するとしても、右の身体反応時間中にある者が常に道路横断というつぎ

の動作を第三者に推知させるような外形的挙動を示すことの確証はないか

ら、被告人が右回避可能地点で非舗装路上に被害児童を発見していたとして

も、直ちに急停止等の措置を講ずる必要のある状況であつたというには足り

ない。・・・ 

被告人が対向車の前照灯の光に眩惑されて視力を奪われ前方注視が困難にな

つたとの事実については、被告人は警察の捜査段階で右事実を自供していた

けれども・・・本件のような大事故直後の被告人の心理状態等をも考慮する

と、右自供のみをもつて前記事実を認めるには足りないものといわざるを得

ない。のみならず、仮りに右の自供が真実であるとしても、被告人の述べて

いるところによれば、被告人が最初に対向車の前照灯の光によつて眩惑され

た・・・地点から衝突地点までの距離は約一二・八メートルであり、右はす

でに前記回避可能地点を通過した後の位置にあるから、仮りに被告人が・・・

直ちに急停止の措置をとつていたとしても、確実に本件事故を回避しえたも

のとは認められない 



  

 

  

 

番号 Ｗ－２５ 

関連個所 ２．３．３ア（ア） 

裁判日付 盛岡地判平成２８年１２月１３日 

引用文献 公刊物未登載 ＬＬＩ／ＤＢ判例秘書登載（Ｌ０７１５１０１２） 

事案の 

概要 

被告人が、午後８時４８分頃、約２０～３０ｋｍ/ｈで進行中、道路前方に横

臥していた被害者に気付かず衝突させた事案。現場道路は降雪のため進路前

方の見通しが悪く、道路にも積雪があり滑走しやすい状況にあった。運転中

止義務、速度調節義務違反及び前方注視義務違反（被害者不発見）の過失が

問われたが、裁判所は、下記のとおり過失を否定した。 

判旨 被害者の姿勢については横臥等の可能性があった。したがって，以下はそれ

を前提に（横臥等の方が被告人の視認が困難であるため，被告人に有利であ

る。），被告人の過失（結果回避可能性）について検討する。・・・ 

自動車運転者の立場からすると，本件現場付近において，歩行中の人間が存

在することは一応想定できるにしても，夜間車道上に横臥等の姿勢でいる人

間が存在することなどは通常想定できない事態であることも指摘できる。・・・ 

照射実験は，降雪や積雪がない状態において実施された・・・。ところが，

本件事故発生の当時・・・，本件現場付近は降雪のため進路前方の見通しが

悪かった・・・。しかも，既に説示したとおり，当時，本件現場では雪の降

り方が激しくなった可能性がある・・・。・・・視界も相当程度悪化したこと

がうかがわれる。以上によれば，上記照射実験の視認状況よりも，事故発生

時の本件現場付近における被告人の視認状況は格段に悪かったというべきで

ある。 

しかも，上記照射実験は，被告人が，うつ伏せの状態の仮想被害者が存在す

ることを認識した上で，理論上視認可能な限界地点を実験した結果にすぎな

い・・・。現実に進行している車両の運転者に対し，本件現場のような通常

横臥等の姿勢の人間が存在することなど想定不可能な場所において，上記理

論上視認可能な限界地点において直ちに被害者を認識すべきであるとの義務

を課すことがそもそも相当でないことも指摘できる。 

加えて，検察官は，仮想被害者を「物」として視認することができた地点に

ついて言及するが，本件の事故発生状況等を踏まえると，「人」ではなく「物」

を認識した時点で直ちに制動措置を講じることが自動車運転過失致死罪にお

ける注意義務を構成するとは認め難いことも指摘できる。 

以上を総合すると，上記照射実験の結果から被告人の視認状況を推定するの

は無理がある。・・・ 

検察官が主張する点は，いずれも被告人が衝突を回避することが可能な地点

において，被害者を発見可能であったことを裏付けるものとはいい難い。他



  

 

  

 

  

に，検察官の被告人の視認状況に関する主張を裏付けるに足りる事情は，証

拠上認め難い。結局，そもそも被告人が，横臥等の姿勢の被害者をどの程度

手前の地点で視認，認識できたかについては，本件全証拠によっても認定困

難であり，かえって，被害者から２０．３メートル手前の地点よりも相当程

度被害者に接近した地点でなければ，被害者を視認できなかった可能性もあ

る。 

検察官は，自動車運転者には，走行中，降雪等のため，進路前方の見通しが

遮られて進路前方の安全確認が十分にできなくなった場合には，その見通し

状況や道路状況に応じ，安全に停止しうる程度にまで減速し，降雪により視

界が遮られ，進路前方の見通しが極めて悪い場合などには，速やかに停車し

て見通しが回復するまで運転を中止する義務があるところ，被告人は本件現

場付近において停車させる措置を取らなかったとして，運転中止ないし減速

義務違反についても主張する・・・。その上で，検察官は，被告人が視界が

悪化したと説明した地点（被害者の２５．５メートル手前ないし６５．１メ

ートル手前）で，被告人には運転中止ないし減速義務があった旨主張する・・・。 

しかしながら，視界が悪化した瞬間に直ちに運転を中止する義務が生じると

は認め難い上，本件全証拠を検討しても，被告人が進路前方の視界が閉ざさ

れた状態に陥ったまま長時間走行を続けたとの事実も認め難く，当時本件現

場の道路において，関係機関による通行禁止措置がとられたなどの事情も見

受けられない。しかも，既に説示したとおり，夜間，本件現場付近道路にお

いて横臥等（しゃがんでいた又は四つんばいの場合でも同様）の姿勢でいる

人間が存在することは通常想定できない事態である。一般論として，自動車

運転者には，検察官が主張するような運転中止ないし減速義務が存在すると

しても，上記のような通常想定できない事態にまで常に対応できるように措

置（運転中止ないし減速措置）を講じる義務まで負うとは認め難い。 

以上を総合すると，被告人において，本件のような通常想定できない事態（夜

間，本件現場付近道路において横臥等［しゃがんでいた又は四つんばいの場

合でも同様］の姿勢でいる人間が存在するという事態）にまで常に対応でき

るように措置（運転中止ないし時速約２０キロメートルないし３０キロメー

トルよりも減速する措置）を講じる義務があったとは認め難い。なお，検察

官が主張するような運転中止ないし減速義務を本件のような事案にまで拡大

適用した場合，自動車運転者に過重な義務を負わせることになり，降雪下に

おける自動車の運転を過剰に制限し，萎縮させることになりかねず，ひいて

は降雪地域の住民の日常生活にも相応の支障を生じさせかねないことも指摘

しておく。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｗ－２６ 

関連個所 ２．３．３ア（イ） 

裁判日付 東京高判平成２９年３月２３日 

引用文献 公刊物未登載 ＬＬＩ／ＤＢ判例秘書登載（Ｌ０７２２０４４０） 

事案の 

概要 

被告人が、信号機により交通整理の行われている交差点に向かい、片側３車

線の道路において、先行する大型貨物自動車と普通自動車の後方の第３車両

通行帯を約６０ｋｍ／ｈで進行中、同交差点対面信号が青色であったものの

第２車両通行帯を進行していた当該大型貨物自動車が交差点手前で急減速、

徐行し、また、第３車両通行帯を走行していた当該普通自動車も徐行してい

るのを認めたものの、減速せずに進行し同交差点に進入し、前記大型貨物自

動車の右側方を通過し、さらに左に進路変更して進行した際、先に発生して

いた交通事故により道路上に横臥していた被害者を轢過した事案。先行車両

が急減速したことからその前方で人身事故を含む何らかの異常事態の発生を

予測し、かつ、先行車両により見通しが遮られていたのであるから、直ちに

減速し、進路の安全を確認し、前方の異常事態の有無を確認しながら進行す

べき義務があったのにこれを怠った過失が問われたところ、裁判所は、下記

のとおり過失を肯定した。 

判旨 被告人は，対面信号が青色であるにもかかわらず，Ｃ車が急減速し，徐行し

て進行したのみならず，第３車線に移動して時速約５ｋｍという遅い速度で

進行していた先行車の存在にも気づいたのであるから，直ちに減速して速度

を調整し，進路前方左右の安全を確認し，先行車及びＣ車の前方交差点にお

ける異常事態の発生の有無内容を確認しながら進行すべき自動車の運転上必

要な注意義務を負っていたといえる。このような注意義務を尽くしていれば，

本件事故を回避できたことは明らかである。それにもかかわらず，被告人車

は直ちに減速などせず，前方左右の安全確認不十分のまま，時速約６０ｋｍ

で進行した落ち度のある行為により，本件交差点内に進入して，Ｃ車の右方

を通過して，左に進路変更し，その前方に進出した際，同所に転倒横臥して

いた被害者の頭顔部を轢過したものと認められるのであって，被告人には自

動車の運転上必要な注意義務を怠った過失があると認められる。 



  

 

  

 

番号 Ｗ－２７ 

関連個所 ２．３．３ア（ウ） 

裁判日付 大阪地判令和４年３月２５日 

引用文献 公刊物未登載 ＬＬＩ／ＤＢ判例秘書登載（Ｌ０７７５０６０９） 

事案の 

概要 

被告人が、片側 2 車線の道路の第２車両通行帯を約４４ｋｍ／ｈで進行中、

対向車線で発生した事故により自車前方にうつ伏せに横臥していた被害者を

認めたが、急制動の措置を講じる間もなく同人を轢過した事案。前方注視義

務違反（被害者の発見遅滞）の過失が問われたが、裁判所は、車道上に横臥

する被害者の視認可能地点や摩擦係数について特定し難いことから被告人に

有利な数値を採用した（検察官の主張は最小でも０．６というものであった

が、裁判所は０．４を採用した）上、事故を回避するためには視認可能地点

に至ったのち最大でも０．２秒ほどのごくわずかな時間で急制動の措置を講

じる必要があり、夜間かつ雨天の悪条件で、このような一瞬の前方の物体と

の衝突の危険を察知することは困難であったとして過失を否定した。 

判旨 検察官は、・・・被告人は、被害者の約４０ｍ手前の地点において、前方に人

である可能性のある大きな物体を十分発見できたと主張している。しかしな

がら、・・・当時の被告人車両の前照灯の照射距離が実際に４０ｍにまで達し

ていたかどうかは証拠上、不明であるし、視認可能地点を具体的に３５ｍ手

前と算定する・・・Ｃ意見・・・も不合理とまでは言い切れない・・・。・・・

本件においては、視認可能地点については、被告人に最大限有利に、相応の

合理性を備えたＣ意見によらざるを得ないから、以下、これを前提に轢過の

回避可能性を判断していくこととする。 

検察官は、・・・急制動実験の結果・・・に基づき、被告人車両の停止距離を

算定するに当たって用いるべき摩擦係数を０．６６、少なくとも０．６と主

張している。しかしながら、・・・実験時と本件事故時とでは前提条件に違い

があり、それらは、摩擦係数の算出に当たり無視できない影響を及ぼし得る

ものであるから、・・・摩擦係数が０．６以上であったと認めるには合理的な

疑いが残るといわざるを得ない。 

他方で、弁護人は、Ｃ意見に基づき、本件事故時の被告人車両の停止距離を

算定する前提となる摩擦係数は、一般的な交通事故解析で現在も用いられて

いる湿潤路面走行時の０．４ないし０．５が採用されるべきである旨主張し

ている。・・・ 

検察官において、本件で停止距離を算定するに当たって適用されるべき摩擦

係数についての的確な立証を尽くしていない本件においては、やはり、Ｃ意

見においても、一般的な交通事故解析で現在も用いられている旨述べられて

いる湿潤路面における普通自動車の摩擦係数の標準的数値を用いざるを得



  

 

  

 

 

  

ず、本件事故時の被告人車両の摩擦係数は、証拠上最も被告人に有利な値で

ある０．４を採用するほかない。・・・ 

被告人車両の摩擦係数は０．４と認められるから、停止時間を被告人に最大

限有利に１．０秒とするとその停止距離は約３２．４ｍとなる。前述したと

おり、前方の物体が人かもしれないと認識し得た地点は被害者の手前約３５

ｍよりも更に被害者寄りの地点であるから、その差は最大でもわずか約２．

６ｍであり、時速４４．９ｋｍで走行していた場合でも最大で０．２秒ほど

のごくわずかな時間的余裕しかない。夜間かつ雨天という悪条件の下、前方

以外の状況にも一定の注意を払いながら運転する必要があった中で、このよ

うな一瞬のうちに視認性の悪い前方の物体との衝突の危険性を察知するのは

相当な困難を伴うものであるから、検察官の主張を前提としても、被告人に

おいて前方等を注視するなどしていたとしても、本件事故を回避することが

可能であったと認めるには合理的な疑いを容れる余地が残る。 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

交通整理の行われていない交差点を

直進する事例の裁判例 
 

  



  

 

  

 

番号 Ｘ－１ 

関連個所 ３．２．３ⅰＡ 

裁判日付 最判昭和４３年１２月１７日 

引用文献 刑集２２巻１３号１５２５頁 

事案の 

概要 

自動車運転の業務に従事する被告人が、軽四輪乗用自動車を運転して、交通

整理が行われておらず、かつ、左右の見とおしがきかない交差点に約２０ｋ

ｍ／ｈでさしかかり、交差点の手前１２．３メ－トルのところで約１０ｋｍ

／ｈに減速し進行したうえで、交差点手前１．６メ－トルの地点で交差道路

右方側を確認したところ、右方側交差点手前５．３メ－トル離れたところに

自動車が一台駐車しているほか、車両等の存在を認めなかったため左側に注

意しつつ交差点に進入したところ、被害者Ａの運転する普通乗用自動車が３

０ｋｍ／ｈ以上の速度で徐行も一時停止義務にも違反し交差点に進入してき

たことから、接触した事案。交差道路の入口に一時停止の道路標識および停

止線の表示がある場合の通行道路の運転者としては、その停止線付近に交差

点に入ろうとする車両等が存在しないことを確かめた後、速やかに交差点に

進入すれば足り、Ａのようにあえて交通法規に違反して、高速度で、交差点

を突破しようとする車両のあり得ることまでも予想して、他方の道路に対す

る安全を確認し、もって事故の発生を未然に防止すべき注意義務はないと判

断した。 

判旨 東西道路からの本件交差点への入口には、前記のとおり一時停止の道路標識

および停止線の表示があるのであるから、Ａ（被害者）はもとより、車両の

運転者は、すべてここで一時停止をしなければならないのである（道路交通

法４３条本文、１１９条１項２号参照）。ところで、被告人が、前記のとおり

右方を望見したときには、右停止線付近には、交差点にはいろうとする車両

等は存在しなかったのであり、また、右望見によっては現認することができ

なかった車両等は存在しなかったのであり、また、右望見によっては現認す

ることができなかった車両等は交差点にはいるに先だち、右交通法規にした

がって、一時停止し、その後で発進するのであるから、被告人がそのまま交

差点に進入すると、被告人の自動車は、右車両等が交差点の中心付近に進入

して来るまでの間に、交差点の中心線を通過しているはずである。また、仮

に中心線を過ぎていなかったとしても、右車両等より先に交差点にはいって

いることはまちがいないから、右車両等は、被告人の自動車の進行をさまた

げてはならないのである（道路交通法３５条１項、１２０条１項２号参

照）。・・・ 

このようにみてくると、本件被告人のように、他方の道路の交差点の入口に



  

 

  

 

 

  

一時停止の道路標識および停止線の表示のある交差点に侵入しようとする自

動車運転者としては、その停止線付近に交差点にはいろうとすう車両等が存

在しないことを確かめた後、すみやかに交差点に進入すれば足り、本件Ａの

ようにあえて、交通法規に違反して、高速度で、交差点を突破しようとする

車両のありうることまでも予想して、他方の道路に対する安全を確認し、も

って事故の発生を未然に防止すべき注意義務はないものと解するのが相当で

ある。 



  

 

  

 

番号 Ｘ－２ 

関連個所 ３．２．３ⅰＡ 

裁判日付 札幌高判昭和４７年１２月２６日 

引用文献 刑事裁判資料２３９号５５頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車は、信号機や一時停止等の標識が設置され

ておらず、見とおしが悪い交差点に約２５ｋｍ／ｈに減速し、交差点手前約

４メ－トルにさしかかった際、被告人は右斜前方約１９・７メ－トルの地点

（交差点西端の西方約１３メ－トルの地点で衝突地点までは約１７メ－ト

ル）を約４０～５０ｋｍ／ｈで進行してくるＡ車を発見したが、そのまま約

４．５メ－トル進行し交差点に進入する付近で約２０ｋｍ／ｈに減速し、さ

らに約５．５メ－トル進行し交差点中心付近にさしかかった際、右方道路か

ら約３５ｋｍ／ｈで進行してきたＡ車の前部と被告人車の右前輪部分が衝突

した。被告人の交差点進入時の徐行義務違反の有無が問題となった。裁判所

は、Ａ車のように前方左右の安全を確認しないまま高速で交差点に進入する

車両のありうることを予想し、いつでもこれに対処できるように減速徐行し

て運転すべき注意義務はないと判断した。 

判旨 単に約２５ｋｍ／ｈに減速したにすぎない被告人が道路交通法上の徐行義務

に違反していることは明瞭である。本件の場合、前記徐行義務にしても、な

おＡ車に一時停止ないし徐行等の行為に出ることを期待しうる状況が、他に

存在したか否かについてみると、冒頭において認定した各事実および関係証

拠によれば、被告人が進行した本件道路は幅員約６メ－トルの比較的整備さ

れた平坦な道道であるが、これに対し、Ａ車の進行して来た道路は、交差点

の西側幅員が約５メ－トル、その東側の幅員が約４メ－トルの整備良好とは

いえない若干凹凸のある町道で、道道と交差する西側部分は約３度の上り勾

配となっていること、道道と町道の交通量はいずれも比較的少ないが、その

割合は７対３或いはそれ以上の比率で道道の方が多く、右双方道路から交差

点に進入する車両の通行方法をみても、道道の通行車両がその通過に際し多

少減速するに過ぎないのに対し、交差点西方の町道に進入する車両は上り勾

配で見通しが悪いことも加わり、ほとんどすべて一時停止ないし徐行してい

ること、本件の場合、被告人は砂煙りを上げて交差点に進入するＡ車の存在

に気付いてはいたが、その際の位置関係は、被告人車が交差点の手前約４５

メ－トルの地点にあったのに対し、Ａ車は未だ同交差点西方約１３０メ－ト

ルの付近を走行していたにすぎず、かつ、双方車両の速度がほぼ約４０～５

０ｋｍ／ｈと等しいことから、被告人としては自車が先に交差点を通過でき



  

 

  

 

 

 

 

 

  

るものと判断していたこと、そして被告人は徐行義務こそ完全には尽くして

いないが、交差点の約３０メ－トル手前で約２５ｋｍ／ｈに減速し、交差点

に進入する際にはさらに約２０ｋｍ／ｈに下げていること、これに対し、Ａ

車は交差点約１３メートル手前まで４０～５０ｋｍ／ｈの高速で進行し、交

差点に進入する直前の段階でも約３５キロメートルに減速したにすぎず、し

かもＡは前方左右の安全確認を十分に尽くせば交差点より少なくても約１３

メ－トルの手前で被告人車を発見しえたにもかかわらず、同人は被告人車の

衝突直前まで被告人車に全く気づいていないこと、以上のような事実関係が

あることが明らかである。 

そしてこのような交差点付近の道路の事情、交通量、同所付近における交通

状況、被告人車とＡ車の進行状況等を総合して判断すると、本件事故の原因

はほぼ全面的に、Ａ車が徐行義務ならびに前方左右の安全確認義務を全く怠

り、高速で交差点に進入して来た点に存することは明らかであり、且つ被告

人としては、本件交差点に進入するにあたり、Ａ車が徐行ないし一時停止の

措置にでるであろうことを信頼し、単に毎時２０ないし２５キロメ－トルに

減速したに止まったとしても、無理からぬものがあったといわねばならず、

結局本件の場合、Ａ車のように前方左右の安全を確認しないまま高速で交差

点に進入する車両のありうることまで予想し、いつでもこれに対処できるよ

うに減速徐行して運転すべき注意義務が被告人に存したと解するのは相当で

ない。 

 



  

 

  

 

 

 

  

番号 Ｘ－３ 

関連個所 ３．２．３ⅰＡ 

裁判日付 大阪高判昭和４８年４月２６日 

引用文献 刑事裁判資料２３９号２０７頁 

事案の 

概要 

被告人が、交通整理の行われていない左右の見とおしの困難な交差点を１０

ｋｍ／ｈで直進しようとした際、左方道路から進行してきたＡ車両に自車を

衝突させた事案。被告人はカ－ブミラ－によって交差点に進入する前に南北

道路を左方から交差点に向かって進行して来るＡ車に気付いていたことか

ら、交差点進入前に一時停止して出会頭の衝突等の危険の発生を未然に防止

すべき注意義務があるとして、信頼の原則の適用を否定し、同注意義務違反

を認定した。 

判旨 信頼の原則を適用しているので検討するに、Ａは前記カ－ブミラ－により東

西道路の交通状況が察知できたのに、東西道路の交通の安全を確認すること

なく、時速約四〇キロメ－トルの速度で北から本件交差点に進入したことが

認められるから、同人に重大な過失があることは明らかであるが、被告人に

も前記のとおり本件交差点に進入するにあたり、左右道路の交通の安全を確

認し交差点における出合頭の衝突等の危険の発生を未然に防止すべき業務上

の注意義務があるのにこれを怠った過失があり、両者の過失が相俟って本件

事故発生の原因をなしていると考えられるから、本件につき信頼の原則を適

用する余地はないというべきである。 

 



  

 

  

 

  

番号 Ｘ－４ 

関連個所 ３．２．３ⅰＡ 

裁判日付 最判昭和４８年１２月２５日 

引用文献 最高裁判所裁判集刑事１９０号１０２１頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が左右の見とおしの困難な交差点を直進す

るにあたり、一時停止の道路標識に従い、交差点手前で一時停止したが、左

方道路の交通の安全を確認しないで約１０ｋｍ／ｈで交差点に進入したとこ

ろ、被害者Ａが運転する普通貨物自動車が制限速度である４０ｋｍ／ｈを超

過する約５０ｋｍ／ｈで進入してきたため衝突した事案。裁判所は、被告人

について、交通法規に違反して高速度で交差点に進入しようとする車両のあ

りうることまで予想した安全確認をすべき業務上の注意義務はないと判断し

た。 

判旨 本件のように交通整理の行なわれていない、見とおしの悪い交差点で、交差

する双方の道路の幅員がほぼ等しいような場合において、一時停止の標識に

従つて停止線上で一時停止した車両が発進進行しようとする際には、自動車

運転者としては、特別な事情がないかぎり、これと交差する道路から交差点

に進入しようとする他の車両が交通法規を守り、交差点で徐行することを信

頼して運転すれば足りるのであつて、本件Ａ車のように、あえて交通法規に

違反し、高速度で交差点に進入しようとする車両のありうることまでも予想

してこれと交差する道路の交通の安全を確認し、もつて事故の発生を未然に

防止すべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当である。 



  

 

  

 

  

番号 Ｘ－５ 

関連個所 ３．２．３ⅰＡ 

裁判日付 新潟地方裁判所新発田支部昭和４９年３月８日 

引用文献 判例時報７５７号１２７頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が対面する信号が赤色灯火の点滅であり、

交差道路が黄色灯火の点滅である交差点について、約１０ｋｍ／ｈで進入し

たところ、被害者Ａが運転する普通乗用自動車が約８０ｋｍ／ｈで進入した

ことから衝突した事案。被告人が一時停止したか否か、左右の安全確認義務

違反の有無が争点になったものの、裁判所は、一時停止義務違反の立証がな

いとして被告人が一時停止義務を履行したことを前提にその他の業務上の注

意義務については信頼の原則を適用し、被告人の注意義務違反を否定した。 

判旨 交通整理の行われていない交差点で、しかも左右の見とおしの悪い、かつ交

差する道路の幅員が一方が他方に比し、明らかに広いとは認められない交差

点において自動車運転者が一時停止の標識にしたがって交差点直前で一時停

止し発進進行しようとする場合には、これと交差する道路から交差点に進入

しようとする他の車両が交通法規を守り、交差点で徐行することを信頼して

運転すれば足りるのであって、交通法規に違反し高速度で交差点に進入しよ

うとする車両のあり得ることまでも予想してこれと交差する道路の交通の安

全を確認し、もって事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はない

とするのが最高裁判所の判例（最第三小昭和四八年十二月二十五日判決）で

あり、これを本件についてみるに、本件は交差点における対面する信号の一

方が赤の点滅信号による停止であることの二点において右最高裁判決と相違

するものの、前者については前記説示の如く「交通整理の行われていない交

差点」に該ると解すべきであり、後者については一時停止という点では何ら

相違がないから結局は全く同種の事案であるというべきである。そうすれば、

本件は被告人に対し将に信頼の原則を適用すべき事案に該ると解するのが相

当である。 



  

 

  

 

  

番号 Ｘ－６ 

関連個所 ３．２．３ⅰＡ 

裁判日付 東京高判昭和５６年２月９日 

引用文献 刑事裁判月報１３巻１～２号７２頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が、一時停止の標識に従って一時停止した

後、左右の交通の安全を確認しないで約５ｋｍ／ｈで見とおしの困難な交差

点に進入したところ、優先道路である交差道路から同交差点に進入した被害

者Ａが運転する原動機付自転車に衝突した事案。被告人には、優先道路に対

して格段に慎重な安全確認義務があるとして、その安全確認義務違反を認め

た。 

判旨 道路交通法は、優先道路を通行している車両等が左右の見とおしのきかない

交差点に入ろうとする場合に徐行義務を免除し（四二条一号）、また、非優先

道路を通行している車両等が優先道路と交わる交通整理の行なわれていない

交差点に至った場合には、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をして

はならない旨規定しているのであり（三六条二項）、本件のように交差道路が

優先道路でありその幅員も比較的広い交差点にさしかかった自動車運転者と

しては、一時停止の標識に従い所定の位置に車両を停止させるべきことはい

うまでもないが、ついで自車を発進させるにあたっては、進路前方左右の安

全を確認し、自車の進行が交差道路上の交通に危険を及ぼすことのないよう

十分配慮をして、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を負う。

ことに、被告人の通行してきた南北道路は左右の見とおしが悪く、一時停止

線上からの左方の見とおしもブロック塀にさえぎられて困難な状態にあった

のであるから、一時停止後の発進進行にあたっては格段に慎重な安全確認義

務が求められる。しかるに、被告人は、一時停止はしたものの、当時交通が

閑散であったことに気を許し左方道路の安全を確認しないで時速約五キロメ

－トルで本件交差点に進入したために左方道路からのＡ運転の原動機付自転

車に衝突したのであるから、被告人に過失のあることが明らかである。 

もっとも、Ａは指定最高速度を時速一〇ないし二〇キロメ－トル超過してお

り、この点に同人の落度があることは否定できないが、本件のような優先道

路で幅員が比較的広く交通量の少ない交差道路を右の程度の速度で走行する

車両のあることは通常予想しえないわけではないから、被告人としてもこの

ことを予測したうえ安全を確認すべき注意義務があるといわなければならな

い。 



  

 

  

 

  

番号 Ｘ－７ 

関連個所 ３．２．３ⅰＡ 

裁判日付 吹田簡易裁判所判決昭和５６年１２月１１日  

引用文献 判例時報１０５１号１６７頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が、見とおしの悪い交差点に一時停止の標

識に従い一時停止したうえ、約１０ｋｍ／ｈで進入した際、被害者Ａが運転

する普通乗用自動車が約２５ｋｍ／ｈで交差道路より同交差点に進入してき

たため衝突した事案。一時停止したうえで左右道路の交通の安全を確認すべ

き注意義務があるのにそれを怠ったとして注意義務違反に問われたが、裁判

所は、被告人の本件交差点の通過方法について、交差道路を通行する車両に

注意しなかったこと、安全な速度と方法で運転しなかったことについて証明

不十分であると判断し、同注意義務違反を否定している。 

判旨 本件についてみるに、被告人は本件交差点手前の停止線を発進後、右左右の

順に左右を確認しつつ交差点南端にさしかかり（このときの同車の速度が時

速一〇キロメ－トル程度に達していたとしても、当時は深夜で交差道路の交

通量も閑散であったこと、前記のように北進するにつれて左右の展望が広が

ること、更に本件交差点の幅員などに徴して右程度に至るまでの進行速度を

もって徐行となすに妨げないと考える）Ｘ車を同車が徐行していたならば被

告車がそのまま進行しても十分安全に交差点を通過し得た筈の距離を有する

地点に発見した可能性もあることは前記のとおりであるからさような場合の

被告人の本件交差点の通過方法に非難を加えることは当を得ない。 

なお《証拠略》を綜合すると被告車が一時停止をし発進して交差点にさしか

かる間に右方道路から一台のタクシ－がかなりの速度で直進通過したことが

認められるが、当時の時間帯から考えて右事実をもって直ちに後続車の存在

を予測しなければならない事情とみるべき必然性もなく、又後続車に対しそ

れが徐行すべきことの信頼が失われるべきものでもない。 

本件ではＸの被告車発見時の位置関係からみてＸの方が被害車の発見が遅れ

たことが推測できるのであって、そうすると本件衝突事故は結局Ｘの左方の

安全不確認、徐行義務違反等の一方的過失に基くものであることを思わしめ

る。 

以上の次第で、被告人が本件交差点を通過するに当り交差道路を通行する車

両に注意しなかったことや、できる限り安全な速度と方法で運転しなかった

ことについては結局証明不十分といわなければならない。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｘ－８ 

関連個所 ３．２．３ⅰＡ 

裁判日付 福岡高判昭和５９年５月９日 

引用文献 高等裁判所刑事裁判速報集昭和５９年５０２頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が、見とおしが全くきかず、交差道路が優

先道路である交差点に進入するにあたり、一時停止し進入したものの、交差

道路から同交差点に進入した原動機付普通乗用自動車に衝突した事案。裁判

所は、交差道路が優先道路であり、見とおしが全くきかない道路状況におい

ては、最徐行して安全を確認すべき義務があるとして、被告人に交差点内に

おける衝突事故を未然に防止すべき注意義務違反を認めた。 

判旨 被告車は交差点の手前で一時停止したあと最徐行して左右道路の安全を確認

して進行し，交差点内における衝突事故を未然に防止すべき注意義務を負う

ことはいうまでもなく，被告車が右の注意義務を遵守していれば，右方道路

から進行してくるＶ車を認めて停止することにより衝突せずにすんだ筈であ

るところ，当該関係証拠に現われるところによれば，被告車は右交差点の少

し手前で標識に従って一時停止したあと，交差点に入る直前に再び停止して

前記カ－ブミラ－で右方の道路状況を見たところ，車両を認めなかったので

そのまま交差点に進入し，その後Ｖ車には全く気づかないで，交差点の中央

から約１．２メ－トル北に入った地点で被告車右前部をＶ車に衝突させて同

人を路上に転倒させ，更に約１．３メ－トル進行して停車したことが認めら

れる。したがって，被告人が前記注意義務を怠ったことは否定できないとこ

ろである。・・・ 

交通整理の行われていない交差点においては，車両はその通行している道路

が優先道路である場合を除き，交差道路が優先道路であるときは，当該交差

道路を通行する車両等の進行を妨害してはならないものであり（道路交通法

３６条２項），前記の如き道路状況の下では，甲道路より交差点に進行するに

あたっては，その手前で一時停止するだけでなく，カ－ブミラ－によって右

方道路からの車両の有無を見きわめ，車両がないときには最徐行（同法３６

条３項は，交通整理の行われていない交差点に入る場合，交差道路が優先道

路であるときの徐行を義務づけているが，本件の如き具体的状況の下では最

徐行して安全を確認すべき義務がある。）して交差点に進入することができる

が，その際たえず右方道路の車両の有無に気を配り，これを肉眼で発見した

ときには直ちに停止して同車両の通過を待ち，その後再び発進するのが相当

であって，右所論は採用するに由ない。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｘ－９ 

関連個所 ３．２．３ⅰＡ 

裁判日付 福岡高判平成３年１２月１２日 

引用文献 判例タイムズ７９６号２６１頁 

事案の 

概要 

交差道路が優先道路である交差点に、被告人が運転する軽四輪貨物自動車が、

一時停止し左右確認したうえで１０～１５ｋｍ／ｈで進入したところ、被害

者Ａが運転する自動二輪車が６５ｋｍ／ｈで同交差点に進入したことから衝

突した事案。 

被告人に左方から接近してくる車両があるときは、その動向に応じ、いつで

も停止できるような速度と方法で運転すべき業務上の注意義務があることを

前提に、被告人が一時停止の左右確認後、再度左方を確認することなく発進

したことについて、同注意義務違反を認定した。 

判旨 被告人は、道路交通法三六条二・三項により、自車に優先する交差道路を進

行してくる被害車両の進行を妨げてはならない義務があり、農道出口付近で

一時停止後発進し、同交差点を進行するに際しては、左右道路上を進行して

くる車両の有無並びにその運転状況等を十分に確認したうえで発進進行すべ

きであり、特に被害車両が進行してきた左方道路は、被告人車両の一時停止

地点より見ると左方にカ－ブしやや下り勾配の形状になっているため、見通

しが約四四・三メ－トルとより悪い状況になっていたのであるから、このよ

うな交差点に進入する場合には、交差点の手前で一時停止し、左方の道路の

状況を、次いで右方の道路の状況をそれぞれ見て進行してくる車両のないこ

とを確認しても、右方を確認している間に、左方から交差点に接近してくる

車両が見通し可能の範囲内に現れるとともに、その車の速度いかんによって

は同車が交差点間近に近接していて、漫然自車を交差道路に進出させれば、

これと衝突する危険が十分予測できるのであるから、事故の発生を回避する

ためには、一時停車後、左方、次いで右方の道路の状況を確認するだけでは

足りず、改めてもう一度左方から接近してくる車両の有無を確認して進行を

開始するとともに、左方から接近してくる車両があるときは、その動向に応

じ、いつでも停止できるような速度と方法で運転すべき業務上の注意義務が

あるというべきである。しかるところ、被告人は、前記のとおり、一時停車

後、左方、次いで右方の道路の状況を確認したのみで、接近して来る車両は

ないものと考え、改めてもう一度左方の道路の状況を確認せず、かつ発進後

も左方への注意を怠ったがため、被害車両の接近を見落とし、本件事故が生

じたのであって、この点に被告人の過失があったといわなければならない。 



  

 

  

 

  

番号 Ｘ－１０ 

関連個所 ３．２．３ⅰＡ 

裁判日付 令和２年１０月１４日 

引用文献 ＬＬＩ／ＤＢ Ｌ０７５３２００６ 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が交差道路が優先道路である交差点に、一

時停止したうえ、クリ－プ現象を利用して低速度（約５ｋｍ／ｈ）で侵入し、

第１車両通行帯内で停車したところ、被害者Ａが運転する普通自動二輪車が、

約７５ｋｍ／ｈで同交差点に交差道路から進入し、被告人車に驚愕、転倒し

た事案。交差点に進入する際、小刻みに発進停止を繰り返して安全を確認し

ながら進行すべき注意義務が問題になったが、裁判所は小刻みに発進停止を

繰り返すことまでの注意義務の存在を否定し、被告人の右方の安全を確認し

て進行すべき注意義務違反を否定した。 

判旨 検察官は，被告人は上記注意義務に加えて，「小刻みに発進停止を繰り返す」

注意義務を負う旨主張する。そこで検討すると，前記認定のとおり，被告人

進行道路から本件交差点内に進入しようとすると，本件交差道路の右方の見

通しは悪く，本件交差点内に進入するにしたがって右方道路の状況は徐々に

見通すことができるようになる。このような本件交差点の状況に照らすと，

被告人進行道路から本件交差点に進入する際，小刻みに発進停止を繰り返す

ことは本件交差道路右方の安全確認義務の履行態様の一つとして考えられ

る。しかしながら，被告人進行道路から本件交差道路右方の安全確認を行う

方法としては，最徐行しながら目視等することも含め，種々の確認方法が考

えられるところであり，小刻みに発進停止を繰り返すことに限られるもので

はない。・・・ 

被告人が，本件交差道路の右方の安全を確認して進行すべき注意義務を尽く

していなかったとは認められない。 



  

 

  

 

 

 

 

  

番号 Ｘ－１１ 

関連個所 ３．２．３ⅰＢ 

裁判日付 東京高判昭和６１年２月２４日 

引用文献 高等裁判所刑事裁判速報集昭和６１年５７頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が、優先道路である通行道路から約４０ｋ

ｍ／ｈで一時停止することなく交差点に進入したところ、被害者Ａが運転す

る普通乗用自動車が一時停止することなく交差道路から２５ｋｍ／ｈで同交

差点に進入したため衝突した事案。 

被告人は、速度調節義務違反及び安全確認義務違反に問われたが、裁判所は、

優先道路を通行する被告人に対して一般的に速度調節義務及び安全確認義務

を課すことはできず、また衝突回避可能地点でＡ車を発見したともいえない

ことから、安全確認義務違反の過失はないと認定した。 

判旨 本件事故は、もつぱら被害者Ａ車が優先道路を進行する被告人車の進路を妨

害したがために生じたものと認めるほかはないのであつて、被告人に原判示

の注意義務違反があるとした原判決には、証拠の評価、判断を誤つた結果過

失責任についての法律的判断の基礎となる事実を誤認し、無罪たるべき被告

人に対し、業務上過失傷害の成立を認めた点において事実誤認及び法令適用

の誤りがあり、右の誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかである。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｘ－１２ 

関連個所 ３．２．３ⅰＢ 

裁判日付 名古屋地判平成３０年３月７日 

引用文献 ２０１８ＷＬＪＰＣＡ０３０７６００１ 

事案の 

概要 

被告人は、大型貨物自動車を運転し、幅員約７メ－トルである優先道路を進

行し、約５０ｋｍ／ｈで交差点に進入したところ、被害者Ａ（８３歳）が運

転する自転車が幅員約３．４メ－トルの交差道路から当該交差点に進入し、

衝突した事案。被告人について、交差道路を通行する車両等に特に注意し、

かつ、できる限り安全な速度と方法で進行する義務があることを前提に、停

止可能距離より手前で急制動の措置をとる義務違反が問題になったものの同

義務違反はないと認定した。 

 

判旨 優先道路を走行していたから，前記のような道路交通法上の義務を踏まえれ

ば，検察官及び弁護人の一致するとおり，本件交差点に向けて進行する被害

者の姿を確認したとしても，現場の状況や被害者自転車の走行状況等に照ら

し，被告人車両が迫っているにもかかわらず被害者自転車が東西道路の車道

部分に進出してくることが現実に予測されるのでない限り，急制動の措置を

とる義務は生じないというべきである。・・・被害者の進行状況を前提とする

と，停止可能距離の手前で被告人に急制動の措置をとる義務が生じていたと

はいえず，被告人に過失は認められない。 

その他，被害者の進行状況には，速度や進行経路等様々な態様が考え得るが，

十分にあり得る態様である前記進行状況によって過失が認められない以上，

公訴事実にある被告人の過失を認定することはできない。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｘ－１３ 

関連個所 ３．２．３ⅱＡ 

裁判日付 宮崎家庭裁判所都城支部昭和４８年５月３０日 

引用文献 家月２６巻１号９４頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が約６０ｋｍ／ｈで幅員６メ－トルかつ中

央線のある優先道路から見とおしのよい交差点に進入した際、被害者Ａが運

転する原付自転車が交差道路に４０ｋｍ／ｈよりはやや遅い速度で徐行又は

一時停止なく進入したことから、衝突した事案。裁判所は、優先道路の車両

の進行を妨害してはならない義務にあえて違反して飛び出してくる車両のあ

ることまで予見すべき業務上の注意義務はないとして注意義務違反を否定し

た。 

判旨 被害者Ａとしては本件交差点は交通整理の行われていない交差点で、交差道

路は優先道路であるから、交差道路を進行する被告人の車両の進行を妨害し

てはならず、交差点に入ろうとする場合においては徐行し、加えて右折する

場合においては交差道路を直進しようとしていた被告人の車両を妨害しては

ならない道交法上の義務（同法三六条二、三項、三七条）を負つているので

あるから、前認定のとおりの道路状況のもとでは、被告人としては、右折車

がかかる道交法上の義務に従つて右折するであろうことを信頼して運転進行

すれば足り、あえて右義務に違反して飛び出してくる車両のあることまで予

見すべき業務上の注意義務は負わないものと解するのが相当である。 



  

 

  

 

  

番号 Ｘ－１４ 

関連個所 ３．２．３ⅱＡ 

裁判日付 東京高判昭和５５年３月４日 

引用文献 刑事裁判月報１２巻３号６９頁 

事案の 

概要 

制限速度４０ｋｍ／ｈであり優先道路である通行道路を７０ｋｍ／ｈで走行

していた被告人車が交差点に進入し、一時停止義務を無視して２０～３０ｋ

ｍ／ｈで同交差点に進入した被害者Ａ車と衝突した事案。裁判所は、交差道

路の車両が一時停止することなく交差点に進入してくることが窺われる場合

等であって、当該車両がそのまま進行を続けることにより衝突が必至である

というような特別な事情があるときは、優先道路を進行していたとしても衝

突の危険を回避すべき義務があるとして被告人に信頼の原則の適用を否定し

注意義務違反を認定した。 

 

判旨 本件における被告人車両の進行道路は道路交通法上の優先道路であり、その

一方、相手方車両の進行してきた交差道路には交差点入口手前に一時停止の

道路標識が設けられ、かつ、一時停止線が標示されているものであるから、

通常このような場合、優先道路上の車両の運転者としては、相手方車両が交

差点入口付近で一時停止し、かつ自車の進行を妨害するような行動に出るこ

とはないと予想するのが自然であろう。しかし右はあくまで通常の場合にお

いてである。例外的に、相手方が一時停止することなく交差点へ進入してく

る明らかな気配の窺われる場合等であつて、両車両がそのまま進行を続ける

においては衝突の危険必至であるというような特別の事情があるときには、

右の予想乃至期待の前提は既に失われており、優先道路の進行車両といえど

も危険を察知し、すすんでは臨機の措置にでて結果を回避すべき義務を負う

ものである。 



  

 

  

 

  

番号 Ｘ－１５ 

関連個所 ３．２．３ⅱＡ 

裁判日付 千葉地裁松戸支部平成２１年１１月１１日 

引用文献 ＴＫＣ ２５４６３７３７ 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が明らかに優先性が認められる農免道路か

ら５０ｋｍ／ｈで交差点に進入したところ、支線農道である交差道路から一

時停止したうえで１０ｋｍ／ｈで同交差点に進入した被害者Ａの軽貨物自動

車と衝突した事案。被告人が、交差道路進入前に一時停止しているＡ車を認

識していたことから、動静注視義務、速度調節義務違反及び安全確認義務違

反に問われたが、裁判所は各義務が存在しないものと判断した。 

判旨 農免道路通行者において一時停止標識に従わずに支線農道から農免道路に進

出を予期して急制動を採る通行形態は行われていない上、そもそも急制動義

務を義務づけることは現実の道路交通から実行不能な走行方法であって、急

制動義務自体存在しないといえるのである。・・・ 

前記認定によれば、被告人のＡ車に気づいた位置は、交差点約２２０メ－ト

ル手前、６０メ－トル手前、１４．４メ－トル手前の各地点であるが、１４．

４メ－トル手前の地点では停止距離に及ばず、６０メ－トル手前の地点では

時速約５０キロメ－トルでの停止距離３５．７６メ－トルからして減速、或

いは急制動の措置を講ずればサンバ－との衝突は回避し得るものの、これら

減速、或いは急制動の義務が立証されていないのである。 

Ａ車の停止位置から衝突地点までの加速曲線を加えた速度は、前記５（３）

で詳述したとおり分明ではないものの、同車発進、進行時に被告人の前記各

義務の存在が証明されていないのであるから、仮想的にＡ車の平均時速は算

出不可能ではないものの格別に価値も有せず、Ａ車の速度如何は認定結果に

何ら消長を及ぼさないものといえる。 

以上によれば、検察官の構成する注意義務自体が被告人にあるものとは認め

られないのである。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｘ－１６ 

関連個所 ３．２．３ⅱＡ 

裁判日付 名古屋地判平成３０年３月７日 

引用文献 ＬＬＩ／ＤＢ Ｌ０７３５０２３０ 

事案の 

概要 

被告人が運転する大型貨物自動車が優先道路から交差点に約５０ｋｍ／ｈで

進入したところ、同交差点を自転車で横断中の被害者Ａに気づかず、衝突し

た事案。前方左右を注視し、進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運

転上の注意義務違反が問題となったが、裁判所は被告人に過失が認められる

ためには、停止可能距離よりも手前で急制動の措置をとる義務が生じる必要

があるところ、現場の状況などから、被告人車両が迫っているにもかかわら

ずＡ車が交差道路から進出していることが現実に予測されるものではない限

り、同義務は生じないとして、被告人の注意義務違反を否定した。 

判旨 被告人は優先道路を走行していたから，前記のような道路交通法上の義務を

踏まえれば，検察官及び弁護人の一致するとおり，本件交差点に向けて進行

する被害者の姿を確認したとしても，現場の状況や被害者自転車の走行状況

等に照らし，被告人車両が迫っているにもかかわらず被害者自転車が東西道

路の車道部分に進出してくることが現実に予測されるのでない限り，急制動

の措置をとる義務は生じないというべきである。・・・ 

被害者の進行状況には，速度や進行経路等様々な態様が考え得るが，十分に

あり得る態様である前記進行状況によって過失が認められない以上，公訴事

実にある被告人の過失を認定することはできない 

 



  

 

  

 

番号 Ｘ－１７ 

関連個所 ３．２．３ⅱＢ 

裁判日付 高松高判昭和３０年９月１２日 

引用文献 高等裁判所刑事裁判特報２巻２２号１１４５頁 

事案の 

概要 

通行道路の幅員が交差道路の幅員より広い交差点について、被告人が運転す

る自動車が４０ｋｍ／ｈで同交差点に進入したところ、被害者Ａが運転する

自動車が交差道路を一時停止も徐行もすることなく同交差点に進入した事

例。自動車運転者は衝突する危険があるならば直ちに速力を減じ何時にても

停車その他の措置により自動車を衝突より免れしめて危険の発生を未然に防

止すべき業務上周到な注意義務があるとして、同義務違反を認定した。 

判旨 道路交通取締法第十八条第一項に車馬又は軌道車は狭い道路から広い道路に

入ろうとするときは、前二条の規定にかかわらず一時停車するか又は徐行し

て広い道路に在る車馬又は軌道車に進路を譲らなければならない旨規定され

て居ること、並に被害者が狭い道路でおる榎町方面から広い道路である市役

所前の交叉点に出ようとしていたのであるから、前方に進み来る自動車があ

るならば当然一時停車するか徐行するのに借置に出で衝突の危険を未然に防

止すべき注意義務があつたのにもかかわらずその挙に出ず漫然前進したこと

は所論の通りである。しかし右は被害者は力向指示器その他による被告人の

自動車の進路に対する注意を怠り、被告人の自動車は右折して自己の前面方

面に進行し来ることに気付かず真直に榎町方面に入り来るものと即断した結

果前記の措置に出でなかつたものであることは同人の原審における証人とし

ての供述に徴して明らかである。そして人には過失のあり得ることは前段に

も述べた通りで榎町方面から見た場合原審検証調書添付図面（イ）点附近を

南進する自動車が榎町方面に進行するものか或は右折して南堀端方面に進行

するのか時として不注意の為判断を誤る場合がないとはいえないのであるか

ら、榎町方面から北進する相手方自動車が前記義務規定を遵守して一時停車

又は徐行するか等相手方の動向を注視し万一相手方自記車がこれを怠り漫然

進行し来る態勢を認めるならば、たとえそれが相手方の不当な運転であるに

もせよ、乗客運搬という尊い人命を荷つて運転の業務に従事している以上、

直ちにこれに応じて警音器その他により相手方自動車に警告を発するのは勿

論極力衝突を未然に防止するよう細心の注意義務があることは当然であつ

て、狭い道から広い道路に入り来る相手方自動車は当然一時停車又は徐行す

るのであるから自己に於ては相手方自動車の動静に注意することなく減速も

せず漫然進行して差支ないものとは到底解し得ないのである。然るに被告人

は被害者の自動車の動向に注意することなく、被害者の自動車は一時停車又

は徐行するものと軽断したのみならず仮りに被害者に於て右措置に出でなく



  

 

  

 

 

  

とも自己の自動車が被害者の自動車より先に交叉点を廻り切れるものと軽信

し、以つて相手方自動車に対する警告をも為さずかつ何等減速もせず時速四

十粁の速力で漫然進行し以つて本件衝突に及んだのであるから、本件は被害

者と被告人の双方の過失の競合に基き発生したものであることは極めて明瞭

であり、被害者に所論の不当運転があつたからといつて被告人に過失の責な

しと為すを得ないのである。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｘ－１８ 

関連個所 ３．２．３ⅱＢ 

裁判日付 仙台高判昭和３２年９月１０日 

引用文献 高等裁判所刑事裁判特報４巻２０号５１５頁 

事案の 

概要 

被告人が貨物用小型自動三輪車を約２０ｋｍ／ｈで運転し、交差点に進入す

る約７．３６メ－トルの地点において、被害者が運転する貨物用小型自動三

輪車が交差道路を進行し、同交差点まで約５．４５メ－トルまで迫っている

ことを発見したものの、そのまま約２０ｋｍ／ｈで同交差点に進入し、被害

者の三輪車と衝突した事案。裁判所は、広い道路にある先行順位の運転者に

対して、一時停止又は減速すべき義務を免除したものはないとして、同義務

違反を認定した。 

判旨 この点について論旨は、道路交通取締法一八条の規定を引用して被害者の車

は狭い駅前通り（六・六三メ－トル）から広い仲町通り（九・八メ－トル）

に入ろうとしたのであるから、当然一時停車または徐行して広い仲町通りに

在る被告人の車に進路を譲らなければならないとし、被告人が被害者の方で

さような措置に出るものとしてそのまま進行したことは運転者の常識上当然

のことであつて、この場合被告人に原判示の注意を要求することは不可能で

あると主張する。しかしながら右の規定は安全交通の建前上車馬または軌道

車の通行順位を一応定め、規定違反の所為に対しては罰金または科料の制裁

を以て臨んでいるのであるが－従つて本件において被害者については既にこ

の法規を無視した点において過失が認められるであろうが」そうかといつて

広い道路に在る先行順位の運転者に対し運転上必要な注意義務を免除し常に

一時停車の要もなく減速すべき義務もないとしたものと解すべきではない。

いかに先行順位にある者といえども右法規を無視して進行路上に侵入した車

（このような車馬のあるべきことは通常予想されることである）に対しては

たとい故意にではないにしろ衝突させてよいという道理はないのであつて、

かような交通法規を守らない車馬との衝突もこれを避止する為警笛吹鳴、減

速乃至一時停車をなしうるよう注意すべき義務があるものというべきであ

る。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｘ－１９ 

関連個所 ３．２．３ⅱＢ 

裁判日付 行橋簡易裁判所昭和３５年２月２５日 

引用文献 下級裁判所刑事裁判例集２巻２号２２８頁 

事案の 

概要 

夜間、自動車を運転して国道上を進行中、狭い道路から国道上を右側から左

側に横断しようとした自転車と衝突した事案につき、自動車運転者の過失を

否定した事例。被告人は、左右の注視、減速等事故防止のための運転者とし

ての充分な注意義務違反が問題になったものの裁判所は同義務違反を否定し

た。 

判旨 而して、交通法規は本件の如き完全な暗黒の道路を走る場合運転者に対し前

方注視の義務を強く要求して居るのであるが当初より前照燈の光芒の領域内

に在る者の行動なら仮令え照射方向を下向きに切替えた後と雖もその行動に

注視し事故防止に万全の措置を講ずる義務あること勿論なるも照射の領域外

である左右百米余斜前方の燈火の行動にまで一々注意し不意に道路に突入す

るやも計られないことを念頭に置いて数限りなく左右に存在する横道に間断

なく注意を払いつつ徐行を求むるは運転者に不能を強いるものと謂わねばな

らない。 

要するにＶとしては被告人操縦の車の前照燈の光芒が容易に望見せられたの

であるから之が動静に注意し法規に従い一時停車し安全を確認したる上進行

すべき注意義務あるに不拘一時停車、安全確認を怠り法規を無視して斜に横

断し加うるに酒気を常びていた為めの注意力の散漫と相俟つて本件事故を惹

起したもので被告人の過失に基くものとは認められない、よつて刑事訴訟法

第三三六条に則り主文の通り判決する。 

 



  

 

  

 

 

 

  

番号 Ｘ－２０ 

関連個所 ３．２．３ⅱＢ 

裁判日付 福岡高等裁判所昭和４３年５月３１日 

引用文献 刑事裁判資料１９８号３３７頁 

事案の 

概要 

被告人が交差道路より幅員が広く優先通行が認められている通行道路から交

差点に進入したところ、幅員が狭い交差道路から同交差点に進入した被害者

Ａの車両と衝突した事案。 

被告人に衝突接触等の危険の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務違反

を認定した。 

判旨 法規の上で優先通行が認められている車両の進行を妨げることなく、その前

面を通過できるものと誤認して敢て同時に交差点に進入しようとするものが

ある場合（それは決して経験則上予想できないところではない）その車両こ

そ道路交通法第三五条第三六条の各第三項の規定に違反し処罰の対象とこそ

なれ、当方には無関係であるとして前記業務上の注意義務が免除されると速

断すべきではなく、ましてや現に右方の道路から車両が右規定に従わずに自

車と同時に交差点に進入しようとして進行してくるのを認めた場合には、出

合いがしらの衝突接触等の危険の発生が予測のほかでない限りは、通行順位

の優先に拘泥することなく、すみやかに結果の発生を防止するための前記機

宜の措置をとらなければならないと解するのが相当であり、最高裁判所が論

旨引用の判決で示した「信頼の原則」も決してかような場合まで免責される

という趣旨ではないと思料される。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｘ－２１ 

関連個所 ３．２．３ⅱＢ 

裁判日付 最判昭和４５年１１月１７日 

引用文献 最高裁判所刑事判例集２４巻１２号１６２２頁 

事案の 

概要 

普通貨物自動車を運転する被告人が幅員約５、６メ－トルの通行道路から約

５０～６０ｋｍ／ｈで交差点に進入したところ、被害者Ａが運転する自動二

輪車が幅員約２メ－トルの農道から約２５～３０ｋｍ／ｈで同交差点に進入

したことから衝突した事案。 

被告人に、本件Ａのようにあえて交通法規に違反して、交差点に入り、被告

人車前で右折する車両のありうることまで予想し減速徐行する義務はないと

して注意義務違反を否定した。 

判旨 本件被告人のように、交差する道路（優先道路を除く。）の幅員より明らかに

広い幅員の道路から、交通整理の行なわれていない交差点にはいろうとする

自動車運転者としては、その時点において、自己が道路交通法一七条三項に

違反して道路の中央から右の部分を通行していたとしても、右の交差する道

路から交差点にはいろうとする車両等が交差点の入口で徐行し、かつ、自車

の進行を妨げないように一時停止するなどの措置に出るであろうことを信頼

して交差点にはいれば足り、本件Ａのように、あえて交通法規に違反して、

交差点にはいり、自車の前で右折する車両のありうることまでも予想して、

減速徐行するなどの注意義務はないものと解するのが相当である。 



  

 

  

 

 

 

  

番号 Ｘ－２２ 

関連個所 ３．２．３ⅱＢ 

裁判日付 最判昭和４５年１２月２２日 

引用文献 最高裁判所裁判集刑事 １７８号１１０９頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が約８０ｋｍ／ｈで交差道路より明らかに

幅員の広い通行道路から交差点に進入し、被害者Ａが運転する原動機付自転

車と衝突した事案。交差道路よりも幅員が明らかに広い通行道路の運転者は

交差する右方の道路から交差点にはいろうとする車両等が交差点の入口で徐

行し、かつ、自車の進行を妨げないように一時停止するなどの措置に出るで

あろうことを信頼して交差点にはいれば足り、本件被害者のように、あえて

交通法規に違反して、交差点にはいり、無謀に自車の前を横切る車両のあり

うることまでも予想して、減速徐行するなどの注意義務はないとして、被告

人の注意義務違反を否定した。 

判旨 本件被告人のように、交差する左方の道路で、しかも、交差する道路（優先

道路を除く。）の幅員より明らかに広い幅員の道路から、交通整理の行なわれ

ていない交差点にはいろうとする自動車運転者としては、その時点において、

自己が道路交通法六八条に違反して時速八〇キロメ－トルで運転をしていた

としても、交差する右方の道路から交差点にはいろうとする車両等が交差点

の入口で徐行し、かつ、自車の進行を妨げないように一時停止するなどの措

置に出るであろうことを信頼して交差点にはいれば足り、本件被害者のよう

に、あえて交通法規に違反して、交差点にはいり、無謀に自車の前を横切る

車両のありうることまでも予想して、減速徐行するなどの注意義務はないも

のと解するのが相当である。 



  

 

  

 

 

 

  

番号 Ｘ－２３ 

関連個所 ３．２．３ⅱＢ 

裁判日付 東京高判５６年２月１８日 

引用文献 刑事裁判月報１３巻１・２号８６頁 

事案の 

概要 

交差道路よりも通行道路の幅員が明らかに広い交差点に被告人が運転する大

型貨物自動車が制限速度４０ｋｍ／ｈを超える８０ｋｍ／ｈで進入し、被害

者Ａの自転車に衝突した事案 

Ａに左右の道路の安全を確認して交差点に進入すべき注意義務の違反がある

としながらも制限速度を著しく超過していたことから信頼の原則の適用を否

定し、過失を認定した。 

判旨 制限速度を一〇キロメ－トルないし二〇キロメ－トル毎時をこえる速度で走

行する自動車のあることが稀有でないにしても、被告人は、昼食時に近かか

つたことや交通が閑散であつたことに気を許し制限速度を四五キロメ－トル

毎時も上廻る高速度で疾走したのである。そして、右斜め前方約五〇・八メ

－トルの交差点内の位置（衝突地点までは約四四・五メ－トル）に被害者Ａ

を発見しているのであるから、被告人が制限速度内かこれをこえても二〇キ

ロメ－トル毎時超過の程度の速度で走行していたとすれば、急制動の措置を

講ずることによつて容易に衝突事故を避け得たと思われる。 

これを要するに、制限速度の倍以上の著るしい高速度で交差点を突破しよう

とした被告人に過失のあることが明らかであり、このような場合にまで信頼

の原則を適用することはできない。 



  

 

  

 

  

番号 Ｘ－２４ 

関連個所 ３．２．３ⅱＣ 

裁判日付 東京高判令和２年６月３日 

引用文献 高等裁判所刑事裁判速報集令和２年１７３頁 

事案の 

概要 

交差道路が優先道路である交差点に、被告人が運転する自動車が一時停止の

うえ５ｋｍ／ｈで進入したところ、交差道路を進行してきた被害者Ａの運転

する自動車に衝突した事案 

※原判決の事実認定を非難し、原判決を破棄差し戻した事例 

判旨 被害車両が優先道路上を走行していたことが前提となるが，被告人車両が交

差点に進入する段階での被害車両の位置に関する説示はなく，判決文を実質

的に検討してもこの前提が認められるかどうかが検討されていない。原判決

は，本件交差点の優先道路に入る被害車両の走行経路いかんにかかわらず，

被告人の負うべき注意義務の内容・程度は変わらないとも説示しているが，

前記の点を正しく解明していない以上，そのようにいうこともできない。 

 



  

 

  

 

 

 

  

番号 Ｘ－２５ 

関連個所 ３．２．ⅱＣ 

裁判日付 東京高判令和３年７月１３日 

引用文献 高等裁判所刑事裁判速報集令和３年２１７頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が一時停止のうえ１５ｋｍ／ｈで交差点に

進入したところ、優先道路である交差道路から被害者Ａが運転する大型自動

二輪車が進入してきたため、衝突した事案。 

 

 

判旨 （高裁では、主に原審における訴訟手続きの法令違反が争われており、詳細

な事故態様や過失についての判断は、判決の中で示されていない） 



  

 

  

 

 

 

  

番号 Ｘ－２６ 

関連個所 ３．２．３ⅱＣ 

裁判日付 東京高判昭和５６年７月２８日 

引用文献 判例時報１０２７号１３２頁 

事案の 

概要 

交差道路が優先道路である交差点に被告人が運転する普通乗用自動車が２～

３ｋｍ／ｈで徐行して右折のため同交差点に進入したところ、被害者Ａが運

転する原動機付自転車が優先道路側から３０ｋｍ／ｈで交差点に進入したた

め衝突した事案。被告人が右前方約４１メ－トルの地点にＡ車を認めていた

ことから、Ａ車の動静に注意し、交通の安全を確認してから同交差点に進入

し、衝突事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるとして、同

義務違反を認定した。 

 

判旨 （罪となるべき事実） 

被告人は、自動車運転の業務に従事するものであるが、昭和四八年一二月一

〇日午後四時五〇分ころ、普通乗用自動車を運転して東京都調布市国領駅方

面から同市国領一丁目四七番地先の交通整理の行われていない交差点に通ず

る幅員約五・五メ－トルの道路を北進し、同交差点で、右道路と丁字型に交

差する国道二〇号線（以下、「甲州街道」という。中央線を有し、車道の幅員

約一三メ－トル、その両側に歩道があり、南側歩道の幅員は二・五メ－トル）

の新宿方面へ向けて右折進行するにあたり、被告人車の先端が前記甲州街道

の車道上にまで達しない位置で、右方の新宿方面から同交差点へ向け時速約

三〇キロメ－トルで進行してくるＶ（当時二一年）運転の第一種原動機付自

転車をその点灯された前照灯の動きにより右前方約四一メ－トルの地点に認

めたのであるから、甲州街道右方の見通しがきく前記地点に停止しＶ車の動

静に注意し、同車との交通の安全を確認してから同交差点に進入し、もって

同車との衝突事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに、

これを怠り、同車の動静を注視せず、同車との安全を確認しないまま時速二

ないし三キロメ－トルで進行し、自車前部を約二メ－トル余り甲州街道車道

内に進出させて停止した過失により、自車右前部を、Ｖ運転車両のフロント

フォ－ク左側等に衝突させて同車を転倒させ、よって、Ｖに加療約一か月間

を要する左大腿・下腿打撲、膝関節部位挫創の傷害を負わせたものである。 

※一審原審とも判旨不明 



  

 

  

 

 

 

 

  

番号 Ｘ－２７ 

関連個所 ３．２．３ⅱＣ 

裁判日付 東京高判昭和６０年５月２７日 

引用文献 高等裁判所刑事裁判速報集昭和６０年１４８頁 

事案の 

概要 

交差道路が優先道路の交差点に、被告人が運転する普通乗用自動車が一時停

止のうえ８ｋｍ／ｈで右折進入したところ、交差道路から被害者Ａが運転す

る自動二輪車が７０ｋｍ／ｈで進入したため衝突した事案。裁判所は、優先

道路に進入しようとする運転者には、Ａ車が指定の最高速度を遵守するもの

と軽信することは許されず、Ａ車の実際の速度等の進行状況等その動静を注

視してその安全を確認したうえで発進して右折すべき注意義務があるとし

て、同注意義務違反を認定した。 

 

判旨 右のような事実関係のもとにおいては，交通整理の行われていない交差点で

優先道路に進入して右折進行しようとする自動車の運転者が右方約７５．５

メ－トルの地点に交差点に向けて進行してくる車両を認めたときは，同車が

指定の最高速度を遵守するものと軽信することは許されず，同車の実際の速

度等の進行状況等その動静を注視してその安全を確認したうえで発進して右

折すべき注意義務を負うことは明らかである。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｘ－２８ 

関連個所 ３．２．３ⅱＣ 

裁判日付 東京地判平成１８年９月２５日 

引用文献 ２００６ＷＬＪＰＣＡ０９２５０００２ 

事案の 

概要 

交差道路が優先道路である交差点に、被告人が運転するタクシーが一時停止

のうえ、５ｋｍ／ｈで右折進入したところ、優先道路である左方道路から同

交差点に進入してきた車両があったため、同交差点内で一時停止したところ、

被害者Ａが運転する普通自動二輪車が優先道路である右方道路より制限速度

を超過し同交差点に進入してきたため衝突した事案。 

被害者Ａの異常な運転について被告人に予見可能性・予見義務はないとして、

発進後同中央線手前で一時停止することなく速やかに右折を完了しうること

を確認した上で進行し、そうでない場合には右折進行を控えるべき業務上の

注意義務はない判断した。 

判旨 被告人は、本件交差点進入前に右方の安全を十分確認し、三田方向から本件

交差点に向かって進行してくる車両が存在しなかったことから本件交差点内

に進入しており、少なくとも右方から進行する車両の進行を妨害しないよう

配慮を尽くしていること、本件交差点の日比谷通りからの見通しは夜間であ

ってもかなり良好であり、日比谷通りを進行する車両が本件交差点内に一時

停止している被告人車を発見することは、かなり遠方からでも容易であった

こと、被告人は、本件交差点内において、被告人車右後方の歩道側車線上に、

被害者Ａ車が安全に通過できる余地を残して停止していることなどの本件に

おける事実関係の下においては、被告人は、２回目の一時停止場所から再び

発進する時点において、前記４（１）で認定したような通常予想できない異

常な走行をしていた被害者Ａ車が、右折すべく日比谷通り中央線手前付近で

一時停止した被告人車に衝突する可能性があることまで予見することはでき

なかったというべきである。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｘ－２９ 

関連個所 ３．２．３ⅱＤ 

裁判日付 小倉簡裁昭和４６年５月６日 

引用文献 刑事裁判月報３巻５号６４９頁 

事案の 

概要 

交差道路の幅員が明らかに広い交差点に、被告人が運転する軽四輪貨物自動

車が一時停止のうえ７～８ｋｍ／ｈで進入したところ、被害者Ａが運転する

普通乗用自動車が５０ｋｍ／ｈ以上で交差点に進入したため衝突した事案。

裁判所は、被告人のＡ車の通過を待ったうえで交差点に進入すべき業務上の

注意義務違反を否定した。 

判旨 被告人が交差点の直前で一時停止後発進するに当り、右方を見て南北道路の

車輛がいまだ交差点に入ろうとしておらず、自車が先に交差点に進入しても

これらの車輛の進行を妨げることはないと考えたことは（右方道路の状況に

対する十分な確認をせず、かつ運転経験の浅いことにより、自己の認識と客

観的事実との間にかなりくいちがいがあつたとしても）、その限りにおいて、

何ら自動車運転者としての客観的な注意義務に欠けるところはない、と認め

るのが相当である。 



  

 

  

 

  

番号 Ｘ－３０ 

関連個所 ３．２．３ⅱＤ 

裁判日付 大舘簡裁昭和４６年８月１０日 

引用文献 刑事裁判月報３巻８号１１０９頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する軽四輪貨物自動車が１０ｋｍ／ｈで一時停止してから交差

点に進入したところ、優先道路である交差道路から制限速度６０ｋｍ／ｈの

ところ７０ｋｍ／ｈ以上の速度で同交差点に進入した被害者Ａの運転する普

通貨物自動車と衝突した事案。裁判所は、Ａ車があえて交通法規を無視し、

法定の速度を超え、前方不注視のまま、交差点に進入してくることまでを予

想し、同交差点への進入を見合わせる義務はないとして、事故の発生を未然

に防止すべき業務上の注意義務違反はないと判断した。 

判旨 被告人にも過失があつた否かにつきさらに検討してみると、本件のように交

通整理の行われていない交差点に被告人車両が時速一〇キロメ－トルで右折

のため進入するに際し、被害者Ａがかような法規違反の運転をしており、又

なし続けるであろうと予見することは特別の事情のないかぎり不可能という

ほかなく、被告人としては被害者Ａ車両が交通法規を守り自車との衝突を回

避するため適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足るものであつて、

被害者Ａ車両があえて交通法規を無視し、法定の速度を超え、前方不注視の

まま、しかも同法第三五条第一項の義務にも反して交差点に進入して来るこ

とまでをも予想し、事故の発生を慮つて交差点に進入することを見合わせる

べき義務はないというほかはない。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｘ－３１ 

関連個所 ３．２．３ⅱＥａ 

裁判日付 東京高判昭和６２年２月２６日 

引用文献 判例タイムズ６４２号２５９頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が３８ｋｍ／ｈで交差点に進入したとこ

ろ、交差道路を被害者Ａが運転する普通乗用自動車が一時停止義務を守らず

６０ｋｍ／ｈで同交差点に進入してきたため衝突。 

裁判所は、被告人には、交差道路の安全を確認すべき注意義務があったとし

て同義務違反を認定した。 

判旨 被告人車の進行していた甲道路が乙道路に対して法規上優先を主張し得る道

路であるというものでもないことをあわせ考えると、被告人は本件交差点に

進入するに当つて前示の被害者Ａ車のような運転態様の車両が同交差点に進

入してくることはあり得ないものと信頼して左方に対する注視を十分尽くさ

ないまま進行することが許される状況にあつたものとはいえず、被告人が前

記（５）ないし（６）の地点において左方道路の安全を確認しなかつた結果

Ａ車の発見が遅れこれに対応する措置を講じ得なかつたこともまた本件事故

の原因をなしたものというほかなく、この点において被告人もまた本件事故

につき業務上過失傷害の責任を免れないものというべきである。 



  

 

  

 

  

番号 Ｘ－３２ 

関連個所 ３．２．３ⅱＥｂ 

裁判日付 新潟地方裁判所新発田支部昭和４１年１０月３１日／東京高等裁判所昭和４

２年４月１３日 

引用文献 高等裁判所刑事判例集２０巻３号２６７頁 

事案の 

概要 

被告人は、幅員約３メ－トルの非舗装道路を約２５ｋｍ／ｈの速度で自動三

輪車を運転進行し、幅員２、３メ－トルの右方の交差道路から交差点に進入

してきた被害者Ａの原動機付自転車と衝突した事案。 

地方裁判所及び高等裁判所とも道路交通法上、交差点における通行順位を一

応定めているものの、それをもって交差点に進入するにあたり右方から来る

車両の有無及びその動静に注意を払うべき義務が免除されるわけではないと

して被告人に速やかに結果の発生を防止するため減速、停止その他機宜の措

置を講ずべき注意義務違反を認定した。 

判旨 道路交通法第三十五条第三項の規定が交通安全を図る見地から交通整理の行

なわれていない交差点における通行順位を一応定め、規定違反の所為に対し

罰則をもつて臨んでいるとしても、その故をもつて交差点に進入するにあた

り右方から来る車両の有無及びその動静に注意を払うべき義務が免除されて

いるものと解すべきいわれはなく、更に、右方から自車と同時に交差点に入

ろうとする車両が右規定を遵守せず漫然進行して来る態勢にあることを認め

た場合には、いかに先行順位にある車両の運転者であつても、いやしくも衝

突、接触等の危険の発生が予測される限り、所論先行順位等の如何にかかわ

りなく、速やかに結果の発生を防止するため減速、停止その他機宜の措置を

講ずべき注意義務のあることは、道路における危険の防止と交通の安全を根

本目的とする道路交通法の律意に徴し当然であるといわなければならない。 

 



  

 

  

 

  

番号 Ｘ－３３ 

関連個所 ３．２．３ⅱＥｂ 

裁判日付 大阪高判昭和４６年９月３日 

引用文献 高等裁判所刑事判例集２４巻３号５１６頁 

事案の 

概要 

被告人の運転する普通貨物自動車が制限速度４０ｋｍ／ｈのところ６０ｋｍ

／ｈで交差点に進入し、被害者Ａが運転する小型四輪乗用自動車が４０ｋｍ

／ｈで同交差点に進入したため衝突した事案。 

裁判所は被告人に事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務違反を認

定した。 

 

判旨 被告人が被害者Ａ車を発見した右時点においては、両車が従来の進路と速度

を維持する限り、交差点中央部において衝突することは必定であつて、この

ことは容易に認徴、予見しえたものと認められ、またすでに交差点中心部の

手前約三二メ－トルの地点に達し、被告人車に比べて約一七メ－トルも同部

に接近していた被害者Ａ車において、被告人車のためにその進路を妨害しな

い措置をとるであろうことを信頼しがたい状況であつたと認められ、他面被

告人車においては、直ちに減速徐行して衝突事故を回避する措置を容易にと

りえたものと認められる。しかして、かかる状況のものとおいては、被告人

車が優先通行権を有していたとはいうものの、安易に劣位通行車たる被害者

Ａ車の減速徐行のみを信頼することは許されないと解すべく、被告人として

は、交差点内での衝突事故を避けるため、被害者Ａ車の動静を注視確認し、

減速徐行して交差点内に進入し、もつて事故の発生を未然に防止すベき業務

上の注意義務があるものと認むベきである。しかるに被告人は、これを怠り

漫然、被害者Ａ車の動静を注視確認することなく、同速度のまま進行してい

ること右にみたとおりであるから、本件につき被告人の過失責任は否定しが

たいところである。 



  

 

  

 

 

 

  

番号 Ｘ－３４ 

関連個所 ３．２．３ⅱＥｂ 

裁判日付 仙台高等裁判所昭和４３年８月１９日 

引用文献 下級裁判所刑事裁判例集１０巻８号 

事案の 

概要 

いずれも優先関係のない交差点において被告人が運転する普通貨物自動車が

被害者Ａの原動機付自転車と衝突した事案。 

裁判所は、被告人が同交差点においてＡ車が一旦停止してくれるものと信じ

たとしても無理からぬことであり、Ａ車が、一旦停止することなく西進して

来ることまでも予測し、これに対処する措置を講ずべき注意義務はないと判

断した。 

判旨 右十字路において交差する西裏通り道路と官庁街通り道路とは、そのいずれ

が優先道路であるとも認め難いところである。してみれば官庁街通りを西進

して来て、西裏通り道路を北進して来てすでに交差点に入つている被告人よ

りも遅れて前示交差点に入ろうとする右自転車は、被告人の車両の進行を妨

げてはならないことは、道路交通法三五条一項の規定上明らかなところであ

る。・・・これを要するに、本件事故は、むしろ被害者Ａの一方的過失によつ

て発生したものというべく、被告人の本件自動車の運転措置は何等注意義務

を怠つたものとは認められない。原審の証人に対する尋問調書によれば、被

害者Ａは、益川外科病院に入院中、「若い者が一時停止もしないで馬鹿野郎」

と二回繰り返して話したことが認められるが、右発言は、一時の感情により

自己の過失を被告人に転嫁するものといわざるを得ない。もつとも被告人の

司法警察員に対する供述調書中には「右側から進行していた第二種バイクの

動向に注意しなかつたことについては私も不注意であつた。」旨、また検察官

に対する供述調書中には、「発車前に左側道路の安全を確認しただけで右方の

安全を確認しないまま発車したところに過失があつたと思う。」旨自己に過失

があつたことを自認するが如き記載があるが、これらは、単に後に至つて当

時を考え、かくもすれば本件事故は避け得たであろうとの感想を述べたにと

どまり、これをもつて直ちに被告人の過失をそのまま認めるわけにはいかな

い。 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

信号交差点を右折する事例の裁判例 

 
 

  



  

 

  

 

 

番号 Ｙ―１ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 最判昭和４７年４月７日 

引用文献 裁判集刑１８４号１５頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が、昭和４２年７月１５日午後６時３０分

ころ、幅員約１０．１メートルの車道を進行して交通整理の行われていない

交差点に進入し、幅員約１７メートルの交差道路へ約３ｋｍ／ｈで右折する

に当たり、５０ｋｍ／ｈで対向して来た被害者運転の自動二輪車前部に自車

右前部を衝突させ、同人に傷害を負わせた事案。 

裁判所は、車両が交差道路への右折のため一時停止している場合、対向直進

車との距離がなお７０メートル以上もあるときは、特別な事情がないかぎり、

右折車が対向車の到達前に右折し終わることは容易なことと判断して右折を

開始したとしても、対向車との安全確認を怠ったものと断定することはでき

ず、また、被害者において、急制動の措置をとるなり、僅かに左転把をしさ

えすれば、容易に衝突を回避できたはずであり、被告人としても被害者がそ

のような行為を期待しうる状況にあったことから、被告人が自車を対向車線

上に約 1 メートル進出させたことをもって本件事故の原因となる過失にあた

るものと解するのも相当でないとして、過失を否定した。 

判旨 

 

車両が、幅員約１０．１メートルの車道を進行して交差点に進入し、幅員約

１７メートルの交差道路へ右折のため一時停止している場合、対向直進車と

の距離がなお７０メートル以上もあるときは、対向車が異常な高速を出して

いる等の特別な事情がないかぎり、右折車の運転者は、対向車の運転者が交

差点進入にあたり前方を注視し法規に従って速度を調節する等正常な運転を

することを期待しうるのであり、そうであるとすれば、右折車が対向車の到

達前に右折し終わることは通常容易なことと認められるから、仮に被告人が

同様の判断をもつて右折を開始したとしても、これをただちに軽率な行為と

して非難し、対向車との安全確認を怠ったものと断定することはできないも

のといわなければならない。 

また、原判決の判示によれば、被告人は右折開始後道路中央線より約１メー

トル対向車線上に自車を進出させたとき被害車両が約２４．９メートルの距

離に迫ったのを認めて停止したというのであり、第一審判決の判示によれば、

その際被告人車の右方（北方）の道路部分にはなお幅員４メートル以上の余

裕があり、他に何らの障害物もなく、交差点に進入する時の被害車両の速度

は５０ｋｍ／ｈであるというのであるが、もしそうであるとすれば、被告人

車が約 1 メートル中央線を越えたとしても、被害者において、急制動の措置



  

 

  

 

 

  

をとるなり、僅かに左転把をしさえすれば、容易に衝突を回避できたはずで

あり、被告人としても被害者がそのような適切な措置を講ずるであろうこと

を期待しうる状況にあったというべきであるから、原判決判示のように、被

告人が自車を対向車線上に約１メートル進出させたことをもって本件事故の

原因となる過失にあたるものと解するのも相当でない。 



  

 

  

 

 

番号 Ｙ－２ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 最決昭和５２年１２月７日／札幌高判昭和５２年３月１７日 

引用文献 刑集３１巻７号１０４１頁 

事案の 

概要 

被告人が、昭和５０年１０月３１日午後１１時５５分頃、普通乗用自動車を

運転し、交通整理の行なわれている交差点を幅員３６．５メートル（中央分

離帯があり、被告人の走行する方向の道路は幅員１４．４メートル）の道路

から幅員２３．５メートルの道路に右折しようとして同交差点に進入し、一

時停止し、約５３メートル先の地点の被害車運転の普通乗用自動車よりも先

に右折できると判断して低速度で発進したところ、指定最高速度（４０ｋｍ

／ｈ）を１０ないし２０ｋｍ／ｈ超過する５０ないし６０ｋｍ／ｈの速度で

進行してきた被害者運転の普通乗用自動車左前部を自車左後部に衝突させ、

自車同乗者に傷害を負わせた事案。 

裁判所は、被告人には直進対向車が指定最高速度を１０ないし２０ｋｍ／ｈ

程度超過して走行していることを予測したうえで、右折の際の安全を確認す

べき注意義務があるとして、過失を肯定した。 

判旨 

 

（最決昭和５２年１２月７日） 

被告人は、午後１１時５５分ころ、普通乗用自動車を運転し、原判示交差点

を東から北へ右折しようとして青信号に従って同交差点に進入し、同交差点

で一時停止し、直進車の通行が途切れたとき西方を見たところ、被告人車よ

り約５３メートル西方に、青信号に従い同交差点に向って進行中の対向車を

認めたが、同車の通過に先だって右折することができるものと判断し、低速

度で発進進行したところ、右直進対向車が指定最高速度（４０ｋｍ／ｈ）を

時速１０ないし２０ｋｍ／ｈ超過する時速５０ないし６０ｋｍ／ｈの速度で

進行してきたため、被告人車と直進対向車が衝突し、被告人車の乗客に原判

示傷害を負わせたというのであり、右のような原判示の事実関係のもとでは、

被告人には直進対向車が指定最高速度を１０ないし２０ｋｍ／ｈ程度超過し

て走行していることを予測したうえで、右折の際の安全を確認すべき注意義

務があるとした原判断は、相当である。 

（札幌高判昭和５２年３月１７日） 

右折車両の運転者は、直進車両を一べつしてもその速度を判断しえないとき

に、同車が制限速度を著しく超過して走行しているとの可能性まで、常に考

慮に入れなければならないものではない。このような場合には、直進車両で

あっても右折車両に対し優先通行権をもたないからである。しかし、また、

右折車両の運転者は、対向直進車が常に制限速度を遵守しているものと信頼



  

 

  

 

 

  

することもできないのであつて、道路交通の実態からして、同車が制限速度

をある程度超えて走行しているとの可能性は、計算に入れておかなければな

らないのである。被告人が被害車両を発見したときの同車の速度は前認定の

とおりであるが、制限速度が４０ｋｍ／ｈのときに、青信号の表示されてい

る交差点に向かつて広い道路を直進する車両が、５０ないし５５ｋｍ／ｈ、

あるいは６０ｋｍ／ｈ程度の速度で走行することが稀な事態でないことは、

２５ｋｍ／ｈ未満の速度超過が反則行為とされていることに徴しても、明ら

かであり、これを予測することが可能であるといわねばならない。 



  

 

  

 

 

番号 Ｙ－３ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 富山地高岡支昭和４７年５月２日 

引用文献 判タ２８３号２６７頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する軽四輪乗用自動車が、昭和４６年５月３日午後６時４０分

頃、自動信号機によって交通整理の行なわれている交差点（県道（車道部分

の幅員１８．６メートル（軌道敷内２．６メートル）、歩道部分の幅員合計６

メートル）に T 字形に道路が交差する丁字路交差点）を右折するに当たり、

約８０メートル右前方から対向直進して来た普通乗用自動車の前方を対向直

進する被害者運転の自動二輪車に気づかず、約２０ｋｍ／ｈに減速したのみ

で、徐行せず、かつできる限り道路の中央へ寄らないで右折を開始したこと

により、被害車両が約１０メートルに接近して来てようやくこれを発見して

急制動をかけたが、被害車両の右側面に自車の右前部を衝突させたという事

案。 

裁判所は、被害車両が少なくとも約１００ｋｍ／ｈ以上の高速で進行してい

たことを前提として、被告人車両の右折開始時点及び右折開始後における過

失をいずれも否定した。 

判旨 

（要約） 

１ 道交法３７条１項について 

道交法３７条１項は車両等が交差点で右折する場合において直進しようと

する車両等の進行を妨げてはならない旨定めているが、右規定は、いかなる

場合においても直進車が右折車に優先する趣旨ではなく、右折車がそのまま

進行を続けて適法に進行する直進車の進路上に進出すれば、その進行を妨げ

る虞れがある場合、つまり、直進車が制限速度内またはこれに近い速度で進

行していることを前提としているものであり、直進車が違法、無謀な運転を

する結果右のような虞れが生ずる場合をも含む趣旨ではないものと解すべき

である。 

２ 右折開始時における過失 

事故現場付近において、少なくとも１００ｋｍ／ｈ（約２７．７７８ｍ／

ｓ）以上の高速で進行していたのであるから、被告人車が右折しようとした

時には衝突地点から少なくとも８３メートルの地点を進行していたことが窺

われる（被告人車の右折開始位置から衝突地点までの距離は約１６メートル

であった。）。 

 結局、被告人が右折しようとしたとき、適法な速度で進行する直進車と衝

突する危険が生ずる虞れがある範囲内に被害車両その他の直進車が進行して

いた事実が認められないのであるから右事実を前提とする避譲義務および右



  

 

  

 

 

  

範囲内の前方確認義務違反もないものと言わねばならない（被害車両が先行

していたかどうかにより結論は変らない。）。 

３ 右折開始後の過失 

前記のとおり避譲義務がない状態で右折進行した後においては、特段の事

情がない限り、直進車が交通法規を守って進行することを信頼して運転すれ

ば足り、右信頼のとおり適法な運転がなされる限り衝突等の事故発生の危険

が生じ得ないのであるから、制限速度をはるかに超えた高速で交差点を突破

しようとする直進車のあること迄を予想し、それとの衝突を避けるために同

方向の安全を確認し、交差点の直近の内側等を徐行する等の措置を講ずべき

刑法上の注意義務はない。 

 従って、被告人が交差点の直近の内側を徐行しなかつたことが道交法３４

条２項に違反するとしても、なお、これを以て刑法上の注意義務違反にあた

るものとは言えない。 



  

 

  

 

 

  

  

番号 Ｙ－４ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 大阪高判昭和５３年５月２５日 

引用文献 刑月１０巻４・５号８６９頁 

事案の 

概要 

本件事故現場は、車道幅員約４０メートルの東西道路と車道幅員約１２メー

トルの南北道路とが十字型に交差し、信号機による交通整理がなされている

交差点であるところ、被告人が西方から進行してきて同交差点を右折すべく

横断歩道に差し掛かった際、約８５メートル東方の対向車線上を約８０ｋｍ

／ｈで直進してくる対向直進車を認め、同社が指定制限速度である５０ｋｍ

／ｈを１０～２０ｋｍ／ｈ超える程度のかなり速い速度で進行中であること

は分かっていたが、その通過に先立って右折を完了し得るものと判断して右

折し、同車と衝突したという事案。 

裁判所は、本件の事情のもとでは、被告人は対向直進車が指定制限速度を３

０ｋｍ／ｈ程度超過したまま交差点へ突入して来る異常な事態のあることを

予測して同車との接触、衝突事故を避けるための注意義務を負っているとし

て、過失を肯定した。 

判旨 

 

以上のような本件道路及び交差点の形状、状況、被告人の目撃した被害車両

の前記走行状況等諸般の事情のもとにあっては、被告人は前記の如く被告人

車を運転して午後９時５０分ごろ東行青信号に従い本件交差点を右折しよう

として横断歩道上にさしかかった際に、対向車線上前方約８５メートルに西

行青信号に従い本交差点に向って前述のような速さで直進して来る被害車両

を認めたのであるから、このような場合、同車が指定制限速度を３０ｋｍ／

ｈ程度超過したまま交差点へ突入して来る異常な事態のあることを予測して

同車との接触、衝突事故を避けるために、常に同車の動静を注視して同車ま

での距離及び速度を判断し、さらに自車が同車の進路上を通過し終えるのに

要する時間を考慮しつつ自車が同車の接近に先立って右折進行を完了しうる

ことを確認したうえで右折進行し、そうでないことがわかった時点で同車の

通過を待つために少なくとも同車の進路上の手前で一時停止し、同車が通過

するまで一時右折進行をさし控えるべき注意義務を負うているものというべ

きである。 



  

 

  

 

 

 

  

番号 Ｙ－５ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 仙台高判平成５年２月１日 

引用文献 高検速報平成５年１３５頁 

事案の 

概要 

被告人は平成２年１２月１７日午後１０時８分頃、交通整理の行われていな

い交差点を１５ないし１８ｋｍ／ｈで右折（歩道を含め幅員１９．５メート

ルで、被告人の走行する車線の幅員が二車線６メートル（各３メートル）の

道路から、幅員４．５メートル（路側帯１．５メートルを含む）の道路に右

折）しようとした際、７０ないし８０ｋｍ／ｈ（指定最高速度４０ｋｍ／ｈ）

で対向直進して来る被害者運転の自動二輪車を前方約５４．８メートルの地

点に認めたが、同車よりも先に右折を完了できるものと判断し、前記速度で

右折進行し、同車前部を自車左後部に衝突させたという事案。 

裁判所は、被告人が対向直進車を認めた際、その動静に注視し、一時停止し

て同車の通過を待つ等同車の進路を妨害しないようにして右折進行すべき業

務上の注意義務を怠ったとして、過失を肯定した。 

判旨 

 

本件において、前述のとおり被害車両は７０ないし８０ｋｍ／ｈで進行して

きたものであり、被告人が当初〈３〉地点で〈ア〉地点にいた被害車両を認

めた時点で直ちに右の高速走行まで予測すべきであつたと断定するのは躊躇

されるとしても、右折車の運転者たる被告人としては、対向直進車である被

害車両の動静を注視すると共に被害車両の接近にもかかわらずなお安全に右

折できるか否かを確認すべきであり（本件当時は夜間で、二輪車の対向直進

車の速度の確認は昼間に比べてより困難であるから、一層その必要性がある

といえる。）、しかるときは、被害車両が右のような高速走行をして更に接近

することも当然認識し得るに至ると考えられるから、被害車両が通過するま

で進行を一時差し控えて事故の発生を回避すべきであり、これを要するに被

告人には〈３〉地点で〈ア〉地点のＡ車を認めた際その動静に注視し、一時

停止して同車の通過を待つなど被害車両の進路を妨害しないようにして右折

進行すべき業務上の注意義務が課せられていたといわざるを得ない。 



  

 

  

 

 

 

 

  

番号 Ｙ－６ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 札幌高裁昭和３９年９月２９日 

引用文献 高検速報５４号５頁 

事案の 

概要 

被告人が大型貨物自動車を運転して交通整理の行われていない交差点を右折

する際、交差点の約３０メートル手前の地点で８０ｋｍ／ｈ以上で対向直進

してくる被害車両を前方１５０ないし２００メートルの地点に認めたが、相

手が法定速度の６０ｋｍ／ｈ以下で進行しているものと信じて、対向車のそ

の後の動向に何ら注意を払うことなく２６．７メートル進行して右折を開始

し、自車運転台がセンターラインを横切る頃はじめて対向車が交差点直前に

接近するのを認め、急停止の措置を講じたが衝突したという事案。 

裁判所は、被告人は、対向直進車の発見後、右折を開始しようとするまでの

間に、対向直進車の動向に注意を払う等の注意義務を怠ったとして、過失を

肯定した。 

判旨 

 

２００メートル前方にある対向車の速度が６０ｋｍ／ｈであるか８０ｋｍ／

ｈであるかを識別することは困難であることが認められるから、被告人が対

向車の速度を誤認したこと自体に過失は認められない。しかし、被告人は右

地点において直ちに右折するのではなく、なお約２６．７メートル進行した

後本件交差点に達し、ここではじめて右折を開始しようとしていたのである

から、この間対向車の動向に絶えず注意を払い、ことに交差点入口において

右折を開始するに当っては、対向車の速度、距離および自車の速度、右折完

了に要する時間等を十分確認し安全を確かめた後進行すべき業務上の注意義

務があるものというべく、右注意義務の懈怠が本件事故発生の一因をなした

ことは否定できない。 



  

 

  

 

 

 

  

番号 Ｙ－７ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 福岡高判令和３年４月１４日 

引用文献 高検速報令和３年５３３頁 

事案の 

概要 

被告人が普通貨物自動車を運転して信号交差点を右折進行するに当たり、高

速度で同交差点に向かい対向直進してきた被害者運転の自動二輪車に気付か

ずに衝突した事案。 

被告人は、右折開始に当たり、前方を注視し対向車両の有無及び安全を確認

すべき自動車運転上の注意義務を怠り、被害車両に気付かず、右折進行した

として、過失を肯定した。 

判旨 

 

右折時に対向直進車の速度についての予見可能性や信頼の原則の適用の有無

が問題となるのは、対向直進車が、通常想定される速度で走行していれば安

全に右折することが可能であった場合に限られるのであり、本件はそのよう

な場合には当たらない。すなわち、被告人車両が右折開始時には、被害車両

は約５０メートル前方を対向進行中だったのであり、対向進行車の速度とし

て通常想定される範囲内であることが明らかな速度、例えば、指定最高速度

である５０ｋｍ／ｈを２０ｋｍ／ｈ超過する７０ｋｍ／ｈで走行していたと

しても、約２．６秒後（５０メートル÷（７０ｋｍ／ｈ×１０００÷（６０

×６０））≒２．６）には被告人車両の位置に到達することになるから、対向

車両が特に低速であったというような場合でもない限り、安全に右折を完遂

することはおよそ不可能というべきである。そうすると、被告人としては、

被害車両の存在を確認したら、右折を控えるべきであって、いまだ被害車両

の進路上に進出していない状態であった被告人車両にとっては、単に停止な

いし徐行して右折を中断すればよいのであるから、結果回避は容易である。

そして、被告人がかかる注意義務を負うことについては、被害車両の速度が

特に高速であっても変わりはなく、所論のいう約１１０ｋｍ／ｈであったと

しても、右折開始時に５０メートル先に対向進行してくる車両を視認したら、

右折を控えるべきは当然であり、その場合に被害車両の速度についての予見

可能性の有無が問題となることはなく、信頼の原則が働く余地もない。 



  

 

  

 

番号 Ｙ－８ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 東京地判令和３年９月９日 

引用文献 ＬＬＩ／ＤＢ 判例秘書登載 

事案の 

概要 

被告人が運転する中型貨物自動車が、平成３０年９月３日午後７時４２分頃、

信号機により交通整理の行われている交差点（環八通り（幅員１９．１メー

トルで、中央分離帯があり、被告人の進行方向の道路は３車線で幅員９．５

メートル、第３車両通行帯は右折車線）と区道との交差点）を信号に従って

一時停止後発進して約１０ｋｍ／ｈで右折進行するに当たり、信号に従い少

なくとも約７０ｋｍ／ｈ（法定最高速度６０ｋｍ／ｈ）で対向直進してきた

被害者運転の大型自動二輪車と衝突した事案。 

裁判所は、対向右折待ち車両の存在（照明）などから、被告人が前方左右を

注視しても、事故を回避し得る地点において、被害車両を発見することがで

きず、事故を回避できなかったとの合理的な疑いが残るとして、被告人に過

失があったとはいえないとした。 

判旨 

 

被告人が右折するに当たり，対向車線の直進車両の有無を確認した際，被告

人車両及び被害者車両それぞれの具体的な位置関係（本件交差点からの距離，

通行している車線上の位置等）によっては，被害者車両の前照灯と，奥にあ

る右折待ち車両や信号待ち車両の前照灯が重なって見えるなどして別の車両

のものであると区別ができず，バイクの前照灯を独立して認識できなかった

という可能性を排斥することはできない（Ｆ証人も，実際の見え方とは異な

るとは述べつつも，防犯カメラの映像上途中で右折待ち車両の前照灯が大き

く光るような状態になったことが確認できるとし，それが光が重なったから

なのか環境によるのか等その理由はわからない旨供述している。）。 

また，被告人が複数の車両の前照灯が重なって見えている可能性などを認識

し，又はそれを想定してより注意して確認すべき状況にあったことをうかが

わせる事情があるともいえない。 

本来右折車両の運転者は，直進車両に制動や進路変更をさせることなく右折

できない限り，発進進行を控えるべきであるから，右折のため発進するに当

たり，直進車両の有無や動向を注視する必要がある。しかし，右折するに当

たっては，同時に先行車両や右折先の歩行者の存在等についても気を配らな

ければならず，右折開始後に対向車線のみを注視し続けるのは困難である。

本件において，被告人が，被害者車両との衝突を回避可能な間に被害者車両

の前照灯とその他の車両の前照灯を区別して認識し，さらにその速度に照ら

し，直進車に対し，制動や進路変更をさせることなく自車が右折を完了し得

ないと判断して制動措置を取ることができたということについて，十分立証



  

 

  

 

  

されているとはいえない。 



  

 

  

 

 

番号 Ｙ－９ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 東京高判令和３年１１月２日・千葉地判令和２年３月２６日 

引用文献 ＬＬＩ／ＤＢ 判例秘書登載 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が，平成２９年３月２７日午前９時１５分

頃，交通整理の行われていない丁字路交差点（幅員５．７メートルの片側一

車線の主要地方道に市道が交わる交差点）手前で一時停止後発進して右折進

行するに当たり，対向直進してくる被害者運転の普通乗用自動車を認めたが、

同車より先に右折を完了できるものと判断して右折進行し，対向直進してき

た同車右前部に自車前部を衝突させるなどした事案。 

原審（千葉地判令和２年３月２６日）は、被告人が交差点を右折進行するに

当たり、対向直進してくる被害者運転の普通自動車を前方約７２．９メート

ルの地点に認めたのであるから，同車の動静を注視し，その安全を確認して

右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り，同車より先

に右折を完了できるものと軽信し，同車の動静を注視せず，その安全を十分

確認しないまま漫然約６ないし７ｋｍ／ｈで右折進行した過失があると判示

した。 

控訴審（東京高判令和３年１１月２日）は、原審について、交通事故鑑識官

の解析に依拠した発見時の被害者車両の位置や被告人車両の速度等について

の事実誤認を理由に破棄し、被告人に無罪判決を言い渡した。 

判旨 

 

（千葉地判令和２年３月２６日） 

被害者車両の走行速度は，被告人車両との衝突時において，制限速度（５０

ｋｍ／ｈ）を超える７３ｋｍ／ｈないし７５ｋｍ／ｈであったと認めるのが

相当であるが，具体的にこの速度で被害者車両が走行していることを予測す

べきであるとまではいい難いものの，本件道路の状況等に照らせば，それ自

体異常な高速度とまでいえず，制限速度をこの程度超えて対向直進車両が走

行してくることは予見可能なものといえる。被告人車両を運転して本件交差

点を右折しようとする被告人としては，対向直進車両である被害者車両が走

行を続けて接近してくるのを認識していたのであるから，その動静を注視す

るとともに，被害者車両が接近するにもかかわらず，安全に右折できるかを

確認する必要があり，当時の天候や道路状況等に照らしても，被害者車両の

走行状況によっては，右折を中止して停止するという選択も可能であったと

いえる。そのような状況であったにもかかわらず，被告人は，被害者車両へ

の安全確認を怠ったままで右折を続けたことにより，本件事故を惹起したと

認められるのであるから，弁護人がいうような期待をしてよい状況ではなく，



  

 

  

 

  

本件事故は，判示のとおりの注意義務違反によるものであると認められる。 

（東京高判令和３年１１月２日） 

以上によれば，被告人に被害者車両に対する動静注視義務を課す根拠となる

具体的事実として，被告人が一時停止したときに被害者車両を前方約７２．

９ｍの地点に認めたとの事実を認定することはできず（また，被告人が一時

停止したときの被害者車両の速度も明らかでない。），同事実を前提として，

被害者車両より先に右折を完了できるものと軽信し，同車の動静を注視せず，

その安全を十分確認しないまま漫然時速約６ないし７ｋｍ／ｈで右折進行し

たという過失を認めた原判決の認定，判断は是認することができない。原判

決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｙ－１０ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 神戸地判平成１９年１月１６日 

引用文献 ＬＬＩ／ＤＢ 判例秘書登載 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が、平成１７年３月１５日午後１０時３５

分ころ、信号機により交通整理の行われている交差点を青色信号に従って約

１０ｋｍ／ｈで右折進行した際，７０ｋｍ／ｈないし８５ｋｍ／ｈで対向直

進してくる被害者の運転する自動二輪車の前部に自車の左側面部を衝突させ

た事案。 

裁判所は、被告人が右折進行するに当たり，対向直進してくる被害者の運転

する自動二輪車をあらかじめ認めていたのであるから，同車の動静を注視し，

同車との距離及びその安全を確認しながら右折進行すべき業務上の注意義務

があるのに，これを怠ったとして、過失を肯定した。 

判旨 

 

被告人は，被告人が本件二輪車を発見したときの同車両の位置について，そ

の際の被告人運転車両の位置から約１３９．３メートル離れた位置であった

と説明しているが，これは被告人の主観によるものである上，この両車両の

位置を前提とすると，本件事故当時の本件二輪車の速度は約１４４ｋｍ／ｈ

ということになってしまい，それ自体明らかに過大である上，前記の各鑑定

結果とも著しくかけ離れていることからすれば，前記の説明は被告人の誤解

によるものであることが明らかであって，この説明は，本件事故当時の本件

二輪車の速度についての前記認定を左右するものではない。 

以上によれば，本件道路の制限速度は５０ｋｍ／ｈであるから，本件事故当

時の本件二輪車の速度は制限速度を２０ｋｍ／ｈから３５ｋｍ／ｈ程度は超

過していた可能性があることになるが，本件においては，直進車である本件

二輪車が右折車である被告人運転車両に優先すること、当時は交通量が比較

的閑散な夜間であったことなどからすれば，本件二輪車にこの程度の速度超

過があったからといって，信頼の原則が適用され，被告人に本件二輪車がそ

のような速度で進行してくることを予見する義務がないということにはなら

ないというべきであって，本件二輪車の速度超過は，同車の運転者の落ち度

として考慮すべきものにとどまるというべきである。 



  

 

  

 

 

番号 Ｙ－１１ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 神戸地判平成１５年７月２８日 

引用文献 ＬＬＩ／ＤＢ 判例秘書登載 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が，平成１３年１２月２７日午後６時２０

分ころ，信号機による交通整理が行われている交差点を青色信号に従い約２

０ｋｍ／ｈで右折する際、同交差点を青色信号に従い対向直進してきた被害

者運転の普通乗用自動車（軽四）前部に自車左前角部を衝突させ，被害者及

びその同乗者に傷害を負わせた事案。 

裁判所は、被告人は、交差点を右折するに当たり、あらかじめ右折の合図を

して交差点中心の直近の内側を徐行し，対向車両の有無及びその安全を確認

して右折進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り，右折の合図は

したが，右折前方の横断歩道上に注意を奪われ，対向車両の有無及び安全を

十分に確認しないまま約２０ｋｍ／ｈで内小回りに右折進行したとして、過

失を肯定した。 

判旨 １ 被告人及び弁護人は，被害車両は無灯火のまま交差点に進入しており，

被告人には過失はないと主張するので，この点について，裁判所の判断を補

足して説明する。 

２ 各関係証拠によれば，事後に実施された実況見分時には，被害車両の前

照灯は，スイッチレバーがオフ状態となっており，消灯されていたことが認

められる。 

３ この点につき，・・・証人Ｘが，前照灯を消したことは明らかである。 

４ 証人Ｖは事故当時，自車の前照灯を点けていたと供述しているとこ

ろ，・・・前記のＸ証言にも一致していることからも，証人Ｖの前記供述は信

用することができる。なお，証人Ｖは公判廷において，交差点で停止した後，

スモールライトからヘッドライトに切り替え忘れたことはないかという質問

に対し，「ないとは言えないと思います。」と答えているが，これは自動車の

運転に伴う日常的な行為で，記憶に残りにくい事柄について，一般的に答え

たものであって，同証人の前記供述の信用性を否定するものとはいえない。 

５ これに対し被告人は，・・・本件の核心となる点について合理的な説明の

ないまま供述を変遷させていること，・・・不合理な供述態度を示しているこ

となど，その供述態度等に照らし，被告人の供述は信用することができない。 

６ 以上のとおり，被害車両は前照灯を点けて交差点に入ったものと認めら

れ，被告人の弁解はその前提を欠くものであって，判示の被告人の過失は，

優にこれを認定することができる。 



  

 

  

 

 

番号 Ｙ－１２ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 神戸地判平成１５年５月２９日 

引用文献 ＬＬＩ／ＤＢ 判例秘書登載 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が，平成１３年４月２３日午後５時４０分

ころ，信号機により交通整理の行われている交差点（東西に通じる道路と南

方に伸びる道路の丁字路交差点。東行車線は交差点手前で直進車線と右折車

線の２車線となっており、西行き車線の幅員は約３メートル）を約１０ない

し２０ｋｍ／ｈで右折進行するに当たり，普通自動二輪車を運転して対向直

進してきた被害者をして急制動の措置をとらせて同人を同自動二輪車もろと

も転倒滑走させて自車左側部に衝突させた事案。 

裁判所は、被告人には対向直進車両の有無及びその安全を確認して進行すべ

き業務上の注意義務があるのに，これを怠り，対向直進車両の有無及びその

安全確認不十分のまま，約１０ないし２０ｋｍ／ｈで右折進行したとして、

過失を肯定した。 

判旨 

（要約） 

弁護人は，本件事故について，被告人が，普通乗用自動車を運転し，右折進

行しようとして，本件交差点内の右折車線において停止していたところ，被

害者が，普通自動二輪車を運転し対向進行してきて，被告人車両に気付くの

が遅れて急ブレーキをかけて転倒し，被告人車両の方に向かって進行してき

たため，被告人が，被害者との衝突を避けようとして，被告人車両を右折進

行させたことから，被告人車両左側部に被害者が接触したものであって，被

告人に過失はない旨主張する。 

・・・証人Ｃの供述は，概略，「Ｃは，軽四輪貨物自動車を運転し，南方から

北方に向け進行してきて，本件交差点の南詰で赤色信号待ちのため停止中に

本件事故を目撃した。本件事故は，被告人車両が，右折した前車に引き続い

て２台目に右折しようとして，右折車線から対向車線に約１５ないし２０ｋ

ｍ／ｈで１メートルか２メートル出てきたところ，対向車線をそんなに速く

も遅くもない速度で直進してきた被害者バイクが右側を下にして転倒しその

運転者が左側に倒れるようにして滑走しながら，被告人車両の左側面に衝突

するというものであった。被告人車両が右折する前に交差点中央の右折車線

で一時停止していたようなことはなかった。」というのである。・・・上記の

ようなＣ供述の信用性は高いというべきである。 

先に２で間違いがないと認定した事実に上記のように信用できるＣ供述によ

って認められる事実を総合すると，本件事故は，被告人が，被告人車両を運

転し，対向直進車両の有無及びその安全確認不十分のまま，約１０ないし２



  

 

  

 

  

０ｋｍ／ｈで右折進行した過失により，折から被害者バイクを運転して東方

から対向直進してきた被害者に急制動の措置をとらせて被害者バイクもろと

も転倒滑走させて被告人車両左側部に衝突させ，被害者に判示の傷害を負わ

せたものであることが明らかである。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｙ－１３ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 大阪地判平成１５年５月８日 

引用文献 ＬＬＩ／ＤＢ 判例秘書登載 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が、平成１４年１２月１１日午後８時３０

分ころ，信号機により交通整理の行われている三差路交差点に一時停止後，

約１５ｋｍ／ｈで右折進行する際，７０ｋｍ／ｈ～８０ｋｍ／ｈ（指定最高

速度５０ｋｍ／ｈ）で対向直進してくる被害者運転の普通自動二輪車の進路

を妨害し、被害者に急制動措置を講じるのを余儀なくさせて運転車両もろと

も転倒滑走させた上，自車左側部に衝突させた事案。 

裁判所は、被告人は右折進行するに当たり、被害車両の前照灯の光を前方約

６１．８メートル付近に認めたのであるから，同車の動静を注視し，同車と

の安全を確認して右折すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り，自車

が先に右折進行できると軽信して，被害車両の動静注視を欠き，かつ，同車

との安全を確認せず発進し，漫然約１５ｋｍ／ｈで右折進行したとして、過

失を肯定した。 

判旨 

（要約） 

確かに，関係証拠によれば，被害車両の走行速度はそのスリップ痕等から７

０ないし８０ｋｍ／ｈと推定されており，制限速度を２０ないし３０ｋｍ／

ｈ超過していることが窺われるが，被害者が走行していたのは片側２車線の

幹線道路（国道ｉ号線）であることからすれば，その程度の速度超過の車両

が走行していることは間々あることであり，一般的に予測可能な範囲にある

といえる上，被告人は，本件では，接近しつつある被害者の車両を現認して

いるのであるから，その速度に対応した適切な措置を講ずることが求められ

ているというべきである。交差点内で一時停止して右折の機会を窺っていた

被告人としては，被害車両の速度にかんがみ，その通過を待って右折を開始

すべきであったといえるのであって，対向してくる二輪車の速度を適切に判

断することには幾分の困難を伴うとしても，かかる注意義務を被告人に課す

ることは何ら不可能を強いるものではない。 

次に，被害者の前方不注視等の点については，本件の証拠に照らしてそのよ

うな事情は窺えず，かえって，本件現場には，約１５メートルの被害車両の

スリップ痕が印象され，それに続いて衝突地点まで断続的に擦過痕が印象さ

れているのであって，制動開始後タイヤがロックし路面にスリップ痕が印象

されるまでのいわゆる空走距離の存在も考慮すると，被害者は被告人の予期

せぬ右折の動きに驚き，直ちに制動措置を講じているものと推認される。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｙ－１４ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 東京高判昭和４６年４月８日 

引用文献 判タ２６５号２９５頁 

事案の 

概要 

被告人の運転するバスが、交差点を１０ｋｍ／ｈで右折するに当たり、６０

ｋｍ／ｈで対向直進してくる被害車と衝突した事案。 

裁判所は、被告人が右折を開始するに当り前方約４０メートルに対向直進し

て来る被害車を認めているのであるから、本件の具体的状況下において被害

車両の前面を安全に右折進行し得ることを確認すべき注意義務があるとこ

ろ、被告人が右折に当り十分安全を確認したとはいい難く、その過失を否定

することはできないとして、過失を肯定した。 

判旨 

（要約） 

交差点において右折しようとする車両の運転者は自車の進行して来た進路の

対向直進車、左折車、交差道路の直進車、右折車等の状況に十分注意し、安

全を確認したうえ右折進行すべきことは当然の義務である。本件においては

原判決が説示し、所論も肯定する如く、被告人が右折を開始するに当り前方

約４０メートルに対向直進して来る被告車を認めているのであるから、被告

人の過失の有無は本件の具体的状況下において被告車の前面を安全に右折進

行し得ることを確認したと認め得るか否かにかかる。被害車の時速はその残

したスリップ痕よりして約６０ｋｍ／ｈと推算されること、本件交差点付近

の旧目白通りは目白方面に向け下り勾配であること、被告人運転のバスは車

長１０．０６メートル、車幅２．４５メートル、車高２．０６メートルの車

体を有する大型車であること、被告人車の進行して来た旧目白通りの車道幅

員９メートル、右折進入しようとする江古田駅に通ずる道路幅員６メートル

であること、右両道路は直角に交差するものではなく、旧目白通りの北側に

おいて目白方面に向け稍鋭角であること等の具体的状況を考慮に置けば、被

害車は二、三秒で交差点内に達することが推測される一方、長大な被告人の

バスが右折のため方向を転換して交差点を通過するには普通車に比し遙かに

慎重な操作と長い時間を要し、被告車の前面を安全に右折進行し得るとの判

断は困難である。被告人が右折に当り十分安全を確認したとはいい難く、そ

の過失を否定することはできない。被害者側にも前方注視、速度の調整等に

おいて過失のあつたことを窺い得るが、そのことにより被告人の過失に消長

を来すものではない。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｙ－１５ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 札幌地判令和２年１０月２７日 

引用文献 ウエストロー・ジャパン 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通貨物自動車が、令和元年７月１３日午後８時１１分頃，

信号機により交通整理の行われている交差点内で一時停止した後，発進して

右折進行（両側２車線（外側に市電軌道敷及び歩道あり）で車両通行可能部

分の幅員２３．５メートルの道路から、３車線で幅員１０．６メートルの一

方通行の道路（両側に歩道あり）に右折進行）するに当たり，６２ｋｍ／ｈ

（指定最高速度４０ｋｍ／ｈ）で対向直進してきた A 運転の普通乗用自動車

に気付かず，同車の進路を妨害し，同人に自車との衝突を避けるため急制動

及び左に急転把の措置を講ずることを余儀なくさせ，同人運転車両をその左

斜め前方に逸走させて歩道上に乗り上げさせ，同歩道上に佇立していた被害

者らに傷害を負わせた事案。 

裁判所は、被告人は、右折するに当たり、対向直進してくる車両の有無及び

その安全を確認しながら右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのに

これを怠り，対向直進してくる車両の有無及びその安全確認不十分のまま漫

然発進して約２０ｋｍ／ｈで右折進行したとして、過失を肯定した。 

判旨 被告人車の運転者である被告人の側からＡ車方向への見通しが妨げられてい

たことをうかがわせる事情も見当たらないため，被告人車が一時停止してい

た位置からは，前記低速車両を追い越しながら第一車線側から第２車線へと

車線変更しつつ本件交差点に向けて直進してくるＡ車の様子をそのヘッドラ

イト等により認識することが可能であったと推認できる。したがって，被告

人が，右折進行を再開するまでに，左方向，すなわち対向車線の南側に目を

向けていれば，前記のとおり進行してきているＡ車に気付き，同車が本件交

差点に進入しようとしていると認識できたはずであって，Ａ車との距離や同

車の速度等も踏まえれば，被告人は，本件当時，右折再開を差し控え，仮に

右折を再開し始めていたとしてもこれを即座に中止して，Ａ車に対する進路

妨害を避けるべきであり，かつ，これが可能であったと認められる。 



  

 

  

 

番号 Ｙ－１６ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 東京地判平成１５年７月１日 

引用文献 新日本法規 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通貨物自動車が、平成１３年７月１７日午後３時５０分

ころ、交通整理の行われていない T 字型の交差点を、幅員約１１．１メート

ルで４車線ある対向車線を横断して１０～１５ｋｍ／ｈで右折進行するに当

たり、進路前方の交差点を青色信号に従って発進した自動二輪車等の前方を

走行してきた被害者運転の大型自動二輪車が自車の左方約１７メートルの地

点に至った際、自車を加速してその前方を通過し去ろうとしたが間に合わず、

被害者運転の大型自動二輪車に自車の左側面後部を衝突させた事案。 

裁判所は、被告人には、対向直進車両の有無及びその安全を確認しつつ進行

すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、進路前方の交差点を青色信

号に従って発進した自動二輪車等の前方を走行してくる対向直進車両の有無

及び安全を十分には確認しないまま約１０～１５ｋｍ／ｈで右折し進行した

として、過失を肯定した。 

なお、対向直進車の速度については、１００ｋｍ／ｈ程度で走行した可能性

を否定できない旨判示している（制限速度６０ｋｍ/ｈ）。 

判旨 本件交差点は、東西に走る幅員約２２．１メートルの広い靖国通りに対し、

医大通りに至る幅員約２．５０メートルの狭い道（本件交差道路）がＴ字型

に交差している交差点であり、また、本件交差点は信号による交通整理が行

われておらず、十字路でもないのであって、いわば、右折用の設備が整って

いるとは言い難い交差点である。そして、被告人車のように本件交差点を右

折する車両は幅員１１．１メートルの４車線を横断しなければならない。し

かも、対向車線を富久町方面へ直進走行する車両の方が優先である上、同車

両から見ると本件交差点の存在や右折車の存在等が必ずしも明らかであると

は言い難い道路構造となっている。このような本件道路及び交差点等の状況

は、被告人の過失の有無及び程度を判断する上で、考慮すべき「特段の事情」

に該当するものと考えられる。 

そして、このような道路及び交差点の状況にあっては、右折車は単に右折開

始直前に対向車線を見て安全確認しさえすれば足り、その後は対向車線に注

意を向けなくてもよいというものではなく、右折開始後も、適宜対向車線上

の車両の有無やその速度及び走行状況等に注意を払いつつ、安全に右折進行

を完了させるべき注意義務があるものと解するのが相当である。 

・・・被告人が本件バイクに気付かなかったというのであれば、それは、被

告人が対向車線を十分には注視していなかったということに帰着する。そう



  

 

  

 

 

  

すると、被告人がセンターラインを超えた付近で対向車線を十分に注視して

いたならば、図面ａ地点よりさらに後方を高速度で走行して来る本件バイク

に気付き得たことは明白であり、また、被告人車がセンターライン前でいっ

たん停止していたことに照らすと、被告人車の速度はセンターラインを越え

た付近においてはぜいぜい数ｋｍ／ｈと推認するのが合理的であるから、そ

の時点で被告人が直ちにブレーキを掛ければ、被告人車は本件バイクの進行

を妨害せずに、本件第一車線内において停止することが十分可能であり、さ

らに、これを見たＢも本件バイクの進路を少し左に変えるなどして被告人車

との衝突を避ける行為に出たであろうことも十分に予測し得る。したがって、

被告人が右折開始時及びその後に対向車線を十分に注視してさえいれば、本

件事故を未然に防止することができたのである。 

以上より、本件においては、直進対向車が異常な高速度で進行して来ること

を予見し得た特段の事情が存在する。したがって、被告人には対向車線を十

分には注視しなかったという不注意があり、この不注意に基づいて右折進行

し続けたために本件バイクと衝突したことが優に認められるから、被告人に

は対向車線を十分には注視せずに右折進行し続けた過失が認められる。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｙ－１７ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 仙台地裁石巻支部判決平成２１年１１月２４日 

引用文献 ＬＬＩ／ＤＢ 判例秘書登載 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が，平成２０年１０月３１日午後１０時１

０分ころ，交通整理の行われていない交差点を約２０ｋｍ／ｈで右折進行す

るにあたり，対向進行してくる A 運転の自動二輪車を前方約１０８．５メー

トルの地点に認めたが、同車が接近する前に右折進行できると判断して右折

したところ、同車と衝突した事案。 

裁判所は、右折しようとしていた被告人運転車両の対向直進車であるＡ運転

車両の速度は，本件道路における指定最高速度５０ｋｍ／ｈをはるかに超え

る１００ｋｍ／ｈ以上であった可能性が否定できず，そのような高速度で走

行する対向車両のあり得ることを予測して，交差点でそのような車両の通過

を待ち，安全を確認して右折進行すべき注意義務はないとして、過失を否定

した。 

判旨 確かに，交差点を右折しようとする者には，道路交通法３７条により直進車

両を妨害してはならないという義務がある。しかしながら，一方，対向直進

車としても，同法２２条１項により制限速度を遵守し，同法７０条により他

人に危害を及ぼさない速度と方法で運転しなければならない義務があり，ま

して，交差点においては，同法３６条４項により右折車両に特に注意し，で

きる限り安全な速度と方法で進行すべき義務がある。したがって，交差点を

右折しようとする者としては，対向直進車が通常考えられる程度の速度で走

行してくることを前提に，対向直進車の有無を確認し，その通過を待てば足

り，制限速度をはるかに超えて対向直進車が走行してくることまでも予測し

て，その有無を確認しその通過を待つべき義務まではないというべきである。 

本件においては，右折しようとしていた被告人運転車両の対向直進車である

Ａ運転車両の速度は，本件道路における指定最高速度５０ｋｍ／ｈをはるか

に超える１００ｋｍ／ｈ以上であった可能性が否定できず，被告人としては，

そのような高速度で走行する対向車両のあり得ることを予測して，交差点で

そのような車両の通過を待ち，安全を確認して右折進行すべき注意義務はな

いというべきである。 



  

 

  

 

番号 Ｙ－１８ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 京都地判昭和４３年９月１６日（罪となるべき事実第二。最判昭和４６年６

月２３日、大阪高判昭和４５年３月３日） 

引用文献 刑集 25 巻 4 号 631頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する小型四輪貨物自動車が、昭和４２年２月２８日午後３時２

０分頃、交差点を右折（それぞれ幅員約１４メートルの４車線の道路（中央

部に幅員約１０メートル、高さ約７５センチメートルの緑地帯あり）から幅

員約３．９５メートルの道路に右折）する際、対向車線の第二通行帯を約４

０ｋｍ／ｈで進行してきた A 運転の自動二輪車を、約２２．１０メートルに

接近するまで気がつかず、これを認めてからも、自車が同交差点をさきに通

過しうるものと判断し、約２０ｋｍ／ｈに加速して通過しようとし、A に左

方に転把させるなど把手の操作を誤らせた結果、同人運転の自動二輪車を被

害者に衝突させた事案。 

裁判所は、自動車の運転者としては、対向車線を注視して西進する車両の早

期発見につとめ、その距離、動静等に応じて、最徐行または停車する等適宜

の措置を講じ、これらとの衝突等の事故の発生を未然に防止すべき業務上の

注意義務があるにもかかわらず、これを怠たったとして、過失を肯定した。 

判旨 被告人は、本件交差点を右折して五条通西行車道に進入する前に、数台の西

行直進車両をやり過ごしたが、その際、後続車両の有無を確めるため東方を

注視することによって、右の直進車両と約４０メートル余の間隔をおいて西

進してくる A 運転の自動二輪車を、比較的早期に、且つ容易に発見しえたに

もかかわらず、この点に十分注意をつくさなかつた憾みがあり、また、被告

人が、右の直進車両をやり過ごしたあと、約１０ｋｍ／ｈで約６メートル南

進し、第三通行帯まで進出したとき、東方約２２．１０メートルの地点の第

二通行帯を約４０ｋｍ／ｈで西進してきて、その上、徐行ないし停車等の措

置を講ずる気配の見受けられない A 運転の自動二輪車を認めたのであるか

ら、自己がそのまま南進を続ければ、A 運転の自動二輪車と衝突等の事故を

惹き起こす可能性のあることが、優に予見されたものといわなければならな

い。果してそうだとすれば、このような事情のもとで、被告人において、Aが

なおも交通法規にもとづく秩序を守り、自己の右折南進を妨げる行為に出る

ことはないものと信頼することは、本件の具体的な諸状況に照して、とうて

い相当性の評価を受けうるものとは認められない。 

被告人が、右のように約２０ｋｍ／ｈに加速したことは、それ自体、それま

での速度では衝突するやも知れない危険を感じたからのことではなかろうか

と思われるし、右のような場合に、西行直進車両が、右折南進車両との衝突



  

 

  

 

 

  

を避けるため、とつさの判断で更に左方に転把する場合のあることは、経験

上容易に予見しうるところであるから、被告人の右のような信頼もまた正当

なものとは認められない。 



  

 

  

 

 

 

  

番号 Ｙ－１９ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 広島高判昭和４３年１０月２５日 

引用文献 判タ２２９号３１５頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が、昭和４０年９月３０日午後８時２０分

ごろ、約１５ないし２０ｋｍ／ｈで交差点を右折し、路面電車軌道を横切り

その対向車線に自車前部を進出させた際、対向直進して来た自動二輪車を１

０．５５メートル手前で発見し、直ちに急停車の措置をとつたが間に合わず

同車と衝突した事案。 

裁判所は、被告人が先行する自動車に続き右折して交差道路に進出しようと

するにあたり、信号を無視して南進する車両があり、これとの接触の危険が

あることまで予見して、青の信号が変った後に交差点に入り前方対向直進す

る車両の交通状況に十分の注意を払わなかったことをもって直ちに被告人に

自動車運転者として責むべき過失があると断ずることはできないとして、過

失を否定した。 

判旨 自動車の運転者が交差点で右折しようとする場合、単に自車を方向転換させ

ようとする右方のみならず前方（左方）の交通状況に十分注意し、安全を確

認して進行し、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務のあること

は原判決の指摘するとおりであつて、ことに、交差点において直進し又は左

折しようとする車両があるときはその進行を妨げてはならないことは道路交

通法３７条１項の明規するところである。しかし、本件交差点のごとく信号

機の表示する信号により交通整理が行なわれている場合、同所を通過するも

のは互いにその信号に従わなければならないのであるから、交差点で右折す

る車両等の運転者は、通常、他の運転者又は歩行者も信号に従って行動する

であろうことを信頼し、それを前提として前記の注意義務をつくせば足り、

特別の事情のない限り、信号機の表示する信号に違反して交差点に進入して

来る車両等のありうることまで予見して、このような違反車両の有無にも注

意を払って進行すベき義務を負うものではない。 



  

 

  

 

番号 Ｙ－２０ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 東京地判平成１５年１１月１３日 

引用文献 判時１８６３号１５０頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が、平成１４年２月７日午後１０時４５分

ころ、信号機により交通整理の行われている交差点を約１５ないし２０ｋｍ

／ｈで右折（中央分離帯を隔てて片側２車線（右折車線を含めて三車線）の

道路から右折）するに当たり、対向直進してきた被害者運転の原動機付自転

車に気づかず同車に自車右前部を衝突させたという事案。 

裁判所は、赤色信号を無視して停止車両を背後から追い抜き、右折車両があ

る中央分離帯側車線を約４０ないし６０ｋｍ／ｈで車両間をすり抜けて進入

してくる車両があることまで予想することはできず、被告人には対向直進車

両が交差点内に進入することまで予想することは困難な特段の事情があった

として、過失（対向直進車両の有無に留意し、その安全を確認しながら右折

すべき業務上の注意義務違反）を否定した。 

判旨 本件衝突は、黄色に続く全赤色信号において発生したものであるが、全赤色

信号は、いわゆるクリアランス時間であって、直進車両であれ、右左折車両

であれ、交差点内外にある車両等を安全に交差点外に停止ないし排出するこ

とを目的とするものであるから、右折するにあたっては、右折方向の交通の

安全はもとより、対向直進車両の安全な進行のためにも、その動静を確認し

なければならない。対向直進車両の中には、自車の位置や速度のほか、交差

点付近の交通状況等をも判断して、黄色信号時点では停止位置に近接してい

るため安全に停止することができない場合、全赤色状態のうちに交差点内を

走り抜けようとする車両もないわけではないのである。しかし、右折時の具

体的状況において、対向直進車両が交差点内に進入することが予想できない

という特段の事情がある場合には、被告人の過失が否定されることもあると

いうべきである。 

被告人は、前記のとおり、右折停止線で停止しつつ対面赤色信号を確認し、

しかも、二車線のうち歩道側車線はＨ車両がこの赤色信号に従って停車した

のを確認し、中央分離帯側車線は既に対向右折車両が停車していたことから、

もはや交差点内に赤信号に従わないで進入してくる車両はないと判断して右

折を開始したものであり、その判断はごく自然の判断というべきである。検

察官は、対向右折車両の陰から進入してくる車両の有無を確認できる地点ま

で暫時進行させ、その車両の有無を確認すべき旨主張するが、Ｈ車両は急制

動ではなく余裕をもって通常の停止の仕方をしたのであり、それを赤色信号

を無視してまでして背後から追い抜くだけでなく、右折車両がある中央分離



  

 

  

 

 

  

帯側車線を時速約４０ないし６０キロメートル程度の速度で車両間をすり抜

けるという、危険この上ない運転方法で進入してくる車両があることまで予

想することはできないといわざるを得ない。 



  

 

  

 

番号 Ｙ－２１ 

関連個所 ４．２．３ア 

裁判日付 最判平成１６年７月１３日 

引用文献 刑集５８巻５号３６０頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が、平成８年１０月９日午後９時３０分こ

ろ、時差式信号機により交通整理の行われている交差点を２０ｋｍ／ｈで右

折（幅員約１４．７～１４．９メートルの片側二車線の幹線道路から一般市

道に右折）しようとするに当たり、黄色信号を認めたが、自車の対面信号が

赤色表示に変わったことから対向直進するＡ運転車両の対面信号も赤色表示

に変わっており、同車は同信号に従い停止するものと判断して進行したとこ

ろ、同車に自車との衝突を避けるため急制動を取らせて転倒・滑走させた上、

自車左側部に衝突させた事案。 

裁判所は、被告人には、対面信号が黄色表示に変わったのを交差点入口に設

けられた停止線の手前約２６．６メートルの地点で認めたのであるから右停

止位置に停止して右折進行を差し控えるべきはもちろん、同停止位置に停止

せず、あえて右折するに当たっては、同停止線を前輪が通過した付近で前方

約５４．３メートルの地点に対向して進行して来るＡ運転の自動二輪車を認

めたのであるから、同車の動静を注視し、その安全を確認して右折進行すべ

き業務上の注意義務があるのに、これを怠ったとして過失を肯定した。 

判旨 被告人は、普通乗用自動車を運転し、本件交差点を右折するため、同交差点

手前の片側２車線の幹線道路中央線寄り車線を進行中、対面する同交差点の

信号が青色表示から黄色表示に変わるのを認め、さらに、自車の前輪が同交

差点の停止線を越えた辺りで同信号が赤色表示に変わるのを認めるととも

に、対向車線上を約７０ないし８０ｋｍ／ｈ（注：制限速度４０ｋｍ／ｈ）

で進行してくるＡ運転の自動二輪車（以下「Ａ車」という。）のライトを、前

方５０メートル余りの地点に一瞬だけ見たが、対向車線の対面信号も赤色表

示に変わっておりＡ車がこれに従って停止するものと即断し、Ａ車の動静に

注意することなく右折進行し、実際には対面する青色信号に従って進行して

きたＡ車と衝突したというのである。以上のような事実関係の下において、

被告人はＡ車が本件交差点に進入してくると予見することが可能であり、そ

の動静を注視すべき注意義務を負うとした原判断は、相当である。所論は、

本件交差点に設置されていた信号機がいわゆる時差式信号機であるにもかか

わらず、その旨の標示がなかったため、被告人は、その対面信号と同時にＡ

車の対面信号も赤色表示に変わりＡ車がこれに従って停止するものと信頼し

て右折進行したのであり、そう信頼したことに落ち度はなかったのであるか

ら、被告人には過失がないと主張する。しかし、自動車運転者が、本件のよ



  

 

  

 

 

  

うな交差点を右折進行するに当たり、自己の対面する信号機の表示を根拠と

して、対向車両の対面信号の表示を判断し、それに基づき対向車両の運転者

がこれに従って運転すると信頼することは許されないものというべきであ

る。 



  

 

  

 

 

番号 Ｙ－２２ 

関連個所 ４．２．３イ 

裁判日付 名古屋高判昭和４２年３月２９日 

引用文献 判タ２２０号１０１頁 

事案の 

概要 

被告人が交通整理の行われていない交差点を右折（車道部分の幅員１６．５

メートル、両側に幅各５メートルの歩道がある道路（中央に幅５．５メート

ルの市電軌道が敷設）から、幅員９メートルの歩車道の区別のない道路に右

折）するため、交差点中央部で一旦停車した際には対向車線に直進車の列が

連続していたところ、被告人が２ｋｍ／ｈで進行した際、停止車両の左側の

車道上から直進してきた被害者運転の自動二輪車と衝突した事案。 

裁判所は、被告人には、停止車両の左側方（東側）から進出してくる車両と

のいわゆる出会いがしらの衝突等の危険の発生を未然に防止するため、最徐

行のうえ左方を注視し、安全を確認しつつ進出すべき注意義務があるのに、

左方を注視し、安全を確認しつつ進行すべき義務を十分尽くさなかったとし

て、過失を肯定した。 

判旨 叙上の事実関係に基づき、被告人の過失の有無について検討してみるのに、

被告人が交通整理の行なわれていない、交通の頻繁な本件交差点において、

右折の途中、交差点中央部で一旦停車した際には、左側方からくる直進（南

進）車両の列が連続していたのであり、車道中央にある市電軌道寄りに進行

してきた前記パブリカ車が被告人の車の斜め左前方に停止し、被告人に先に

進行するよう合図した際にも、パブリカ車と東側歩道との間の車道上から比

較的幅員の狭い車両が直進してくることは、十分に予想される状況であった

ところ、被告人の停車位置からは、斜め左前方に停止中のパブリカ車に視界

を遮ぎられ、その蔭になって、交通の安全を確認することは、きわめて困難

であったのであるから、かような場合、パブリカ車の合図により、再び発進

し、同車の前面を通過して進行しようとする自動車運転者としては、同車の

左側方（東側）から進出してくる車両とのいわゆる出会いがしらの衝突等の

危険の発生を未然に防止するため、最徐行のうえ左方を注視し、安全を確認

しつつ進出すべき注意義務があること、まさに原判決の判示するとおりであ

る。被告人は、約２ｋｍ／ｈの低速で発進しているのであるから、右最徐行

義務は、十分に尽くしているが、本件被害者の自動二輪車がパブリカ車の左

側方から進行してくるのを、もっと早く、従ってもっと手前で発見すること

ができたと思われる状況であるのに、接触寸前になるまでこれを発見するこ

とができなかった点から考えて、左方を注視し、安全を確認しつつ進行すべ

き義務を十分尽くさなかった過失があるものといわざるを得ない。 



  

 

  

 

番号 Ｙ－２３ 

関連個所 ４．２．３イ 

裁判日付 高松高判昭和４７年２月１０日 

引用文献 刑事裁判資料２３９号３９６頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が、昭和４５年２月３日午前１１時２５分

ころ、赤色信号が青色信号に変わるのを待って発進して交差点に入り、右折

（それぞれ幅員約９．８メートルの３車線の道路（中央に幅員 6 メートルの

路面電車の軌道敷が存在）から幅員１３．８メートルないし１５．１メート

ルの道路に右折）しようとしたところ、対向車線に直進車の流れが続いてい

たことから交差点中央の路面電車の軌道敷に停車して待つうち、対向直進車

の流れが一時とぎれ、右前方約７０メートル先の対向三車線のほぼ中央附近

を北進して来る大型貨物自動車（１１トン車）を認めたが、その附近には他

に直進して来る車両がなかったため大型貨物車の前方を通過しうると判断し

て発進し、約２５ないし３０ｋｍ／ｈで進行したところ、大型貨物車の左後

方から直進して来るＡ運転の自動二輪車と衝突した事案。 

裁判所は、被告人は、被害車両に対する安全を十分確認し、もし大型貨物車

にさえぎられて安全の確認ができない場合でも大型貨物車の通過を待ったう

えで安全を確認し、その後に進行するなどの方法により事故の発生を未然に

防止すべき注意義務があるのに、これを怠ったとして、過失を肯定した。 

判旨 大型貨物車は、被告人車が軌道敷中央附近まで進んだころ、被告人車の右前

方約４、５０メートルの位置にあり、被告人車の前部が軌道敷をこえて西側

車線に入ったころには、被告人車の右前方約２３メートルの本件交差点南側

横断歩道附近に接近しており、そのため被告人からみると右大型貨物車の西

側後方は視界が妨げられた安全確認が困難な状態であったが、被告人は自車

と大型貨物車の位置、速度などから大型貨物車の前方を通過できるし、大型

貨物車の西側から被告人車の進行の支障となるように進行してくる直進車は

ないものと判断して進行を続け、約２５ないし３０ｋｍ／ｈの速度で甲道路

西側部分を南西に向けて斜めに約１０．８メートル進行したとき、自車の左

前方約５．３メートルの地点に北進して来るＡ運転の自動二輪車を発見した

が、至近距離のため何らの措置をとることもできないまま、更に約２、３メ

ートル進行した地点で被告人車左前部と右自動二輪車前部が衝突した。 

優先通行権を有する被害者が大型貨物車の直前を横切って右折してくる被告

人車の存在を予期せず、対面する信号機の青色の表示にしたがって、制限速

度を僅かに上回る程度の速度で、右のような位置で大型貨物車を追い抜いて

交差点に進入したとしても、さほど非難すべき行為であるとは解されない。

したがって、被害車両に対する優先通行権のない被告人車の運転者である被



  

 

  

 

 

  

告人は、被害車両に対する安全を十分確認し、もし大型貨物車にさえぎられ

て安全の確認ができない場合でも大型貨物車の通過を待ったうえで安全を確

認し、その後に進行するなどの方法により事故の発生を未然に防止すべき注

意義務があるのに、これを怠った過失により本件事故を惹起したものである

ことが認められる。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｙ－２４ 

関連個所 ４．２．３イ 

裁判日付 札幌高判昭和５１年８月１７日 

引用文献 刑月８巻６～８号３６６頁 

事案の 

概要 

片側二車線の道路を２列に渡って渋滞停止中の車列の間から道路右側の自宅

敷地内に右折しようとした被告人の運転する普通乗用自動車が、２列の停止

車両の運転者が前面を横断するよう次々と合図をしてくれたので、右折を開

始し、自車の左右の先端が歩道まで約１．５メートル、同１メートルの地点

で停止し、左方の安全を確かめて車両のないことを確認して、約１０ｋｍ／

ｈで前進させ全部を歩道上に乗り入れて、車道部分をほぼ横断し終わろうと

したとき、対向車線の停止車両の歩道側端まで約１．７メートルの通行余地

を、約２８ｋｍ／ｈで対向直進してきた A 運転の原動機付自転車と衝突した

事案。 

裁判所は、被告人は、渋滞車両の左側方約１．７メートルの本件車道部分を

直進して来る二輪車など他の車両の運転者が交通法規を守り、前方を注視し

かつ減速ないし徐行する等、安全な速度と方法で進行するであろうことを信

頼して横断、進行すれば足り、かなりの速度で比較的狭い本件車道部分を直

進して来る車両のあることまで予想し、より周到な左方車道部分の安全確認

をすべき業務上の注意義務はないとして、過失を否定した。 

判旨 被告人のようにそのときの道路および交通の状態その他具体的な状況に応

じ、対向直進車に対する安全を確認して適式に道路を横断中の自動車運転者

としては、特段の事情の認められない本件において、前記渋滞車両の左側方

約１．７メートルの本件車道部分を直進して来る二輪車など他の車両の運転

者が交通法規を守り、前方を注視しかつ減速ないし徐行する等、安全な速度

と方法で進行するであろうことを信頼して横断、進行すれば足り、前記 A 車

のように、注意すれば容易に被告人車を発見しうるのに前方注視を怠り、し

かもかなりの速度で比較的狭い本件車道部分を直進して来る車両のあること

まで予想し、これに備え一たん下車しあるいは他の者に誘導させるなどのよ

り周到な左方車道部分の安全確認をなすべき業務上の注意義務はないものと

解するのが相当である。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｙ－２５ 

関連個所 ４．２．３イ 

裁判日付 東京高判昭和６０年３月１８日 

引用文献 高検速報昭和６０年９５頁 

事案の 

概要 

交通整理の行われていない T 字路交差点において右折するために道路の中央

線に沿って一時停止したところ、対向車両が渋滞のため停止して進路を譲っ

てくれたため、その前方を５～６ｋｍ／ｈで右折しようとした際に、当該対

向車の左側方の路側帯を約５０ｋｍ／ｈで直進して来た自動二輪車に衝突し

た事案。 

裁判所は、５０ｋｍ／ｈもの高速度で路側帯内を通行することは通常予測さ

れず，このような異常な走行をする直進車については，交差点における直進

車優先の規定の適用はなく，右折車はかかる直進車に対してまでその進行を

妨げてはならない義務があるものとは解されないとして、過失を否定した。 

判旨 路側帯は，本来高速の車両の通行を全く予定していないものと考えられる。

もっとも，現実には法律上路側帯の通行を禁止されている原動機付自転車や

自動二輪車が路側帯内を通行する事態が時に見られるのであり，このような

現実を全く無視することはできないが，このような場合であっても原動機付

自転車や自動二輪車の側では適宜速度を調節して進行するのが一般であり，

これらの車両が５０ｋｍ／ｈもの高速度で路側帯内を通行することは通常予

測されないところといわなければならない。そうすると，このような異常な

走行をする直進車については，交差点における直進車優先の規定の適用はな

く，右折車はかかる直進車に対してまでその進行を妨げてはならない義務が

あるものとは解されない。 

被告人としては右通行余地を対向して進行して来る車両に対して相当の注意

を払っていたものと認められる。そして右の程度の注意を払っていれば，路

側帯内を適法に進行して来る歩行者や軽車両は勿論，原動機付自転車や自動

二輪車が進行して来る場合であっても，それらが適宜速度を調節して進行し

て来る限り，それらとの衝突を回避することが十分可能であったと認められ

る。もっとも，右の程度の注意では A 車の如く路側帯内を５０ｋｍ／ｈもの

速度で進行して来る車両との衝突を回避できないけれども，これを以て被告

人の過失とみることは相当でない。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｙ－２６ 

関連個所 ４．２．３イ 

裁判日付 高松地判令和３年２月２２日 

引用文献 ＬＬＩ／ＤＢ 判例秘書登載 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車（軽四）が，令和元年９月２５日午前７時

２７分頃、対向車線を走行する大型貨物自動車の前面を通過して路外施設に

向かい約１０ｋｍ／ｈで右折進行するに当たり，大型貨物自動車の左側の二

輪車等の通行可能な余地（幅員１．３メートルの路側帯）から約２９．８～

３５．６ｋｍ／ｈで普通自動二輪車（第二種原動機付自転車）を運転して対

向直進してきた被害者に急制動の措置を余儀なくさせて，転倒させた事案。 

裁判所は、被告人が、大型貨物自動車の左側には二輪車等の通行可能な余地

があって，この通行余地の見通しが困難であったから，一時停止及び微発進

を繰り返すなどして通行余地を対向直進してくる車両の有無及びその安全を

確認して右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠ったと

して、過失を肯定した。 

判旨 被告人は，被告人車両を右折進行させる際に，車両が本件路側帯を走行して

くる可能性があることを十分に予見することができ，かつ，対向車線上にお

いて，一時停止と微発進を繰り返すなどした上で，本件路側帯を対向直進し

てくる車両の有無やその安全を確認することで本件事故を回避することがで

きたのであるから，そうすべきであったと認められる。 

被告人は，被告人車両を右折進行させる際，対向車線上において，一時停止

と微発進を繰り返すなどすることなく，発進させてからはブレーキを掛ける

ことなく，本件路側帯進入時頃には約１０．８ｋｍ／ｈ，本件コンビニエン

スストアの駐車場に進入時頃には約１９．８ｋｍ／ｈと，加速しながら走行

したことが認められる。したがって，被告人に判示の注意義務違反が認めら

れることは明らかである。 

本件では，道路その他の状況から自動二輪車等が本件路側帯を相応の速度で

（なお，本件道路の指定最高速度は４０ｋｍ／ｈであるところ，本件事故直

前の被害者車両の推定速度は２９．８ｋｍ／ｈないし３５．６ｋｍ／ｈであ

る。）進行することが十分に考えられる状況であって，信頼の原則が適用され

る場合ではないというべきである。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｙ－２７ 

関連個所 ４．２．３イ 

裁判日付 神戸地判平成１５年２月２１日 

引用文献 ＬＬＩ／ＤＢ 判例秘書登載 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が、平成１３年１１月１８日午前零時４３

分ころ，信号機により交通整理の行われている交差点（被告人は片側３車線

（幅員約各３メートル）の道路を走行）内で，渋滞のため右折の合図をしな

がら一時停止後，青色信号に従い右折進行する際，対向車線には右折待ちの

渋滞車両が連続停止していたため対向車線上の見通しが悪かったものの約１

５ｋｍ／ｈで右折進行し，４０～５０ｋｍ／ｈで対向直進してきた被害者運

転の普通自動二輪車を左方約１７．８メートルの地点に初めて発見し，急制

動の措置を講じたが，同車前部に自車左前タイヤ付近を衝突させた事案。 

裁判所は、被告人は、停止車両の前面の見通しのきく位置で一時停止するか，

又は最徐行しながら小刻み発進するなどして，対向直進車両の有無及び進路

の安全を確認しつつ進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠ったと

して、過失を肯定した。 

判旨 

（要約） 

弁護人は，被告人の供述に基づき，被告人は，被告人車両を運転し本件交差

点内で右折を開始したが，右折進行方向出口道路の前方を同交差点に向け西

進してくる車両を認め，同車との離合が難しいのではないかなどと考え，実

況見分調書添付の交通事故現場見取図の④地点で４秒ほど停車して同車の動

向を窺っていたところ，被害車両を左方約１２．３メートルの地点に発見し

たが，同車はそのまま被告人車両の左前輪ホイルカバー付近に衝突したもの

であるから，被告人に判示の過失はなく無罪である旨主張したが、裁判所は、

関係各証拠によれば，被告人に判示の過失は優に認められる旨判示した。 

裁判所は、被告人の本件事故直後からの供述については、交通工学的知見や

現場に残された痕跡その他の客観的状況に矛盾するところがない一貫した自

然な供述であって，その供述の信用性は十分であると判示した一方、被告人

が公判段階に至って、事故直後から弁護人主張の弁解をしていたのに捜査官

から取り上げてもらえなかった旨主張したが、関係各証拠に照らし、被告人

の公判供述は信用しがたい旨判示した。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｙ－２８ 

関連個所 ４．２．３イ 

裁判日付 京都地判平成２４年４月１８日 

引用文献 ＬＬＩ／ＤＢ 判例秘書登載 

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が、平成２１年７月２５日午後零時５０分

頃、信号機により交通整理の行われている交差点を対面青色信号に従い右折

すべく，同交差点中央付近で一時停止後発進し、右折進行するに当たり，当

時対向進行してきた車両が渋滞のため同交差点の第２通行帯に停止したが，

その左側には車両通行が可能な第１通行帯があったところ、約１５ｋｍ／ｈ

で右折進行し、第 1 通行帯を５２～６０ｋｍ／ｈで対向直進してきた B運転

の普通自動二輪車に衝突した事案。 

裁判所は、対向車線の第２通行帯に停車している渋滞車両のため，見通し可

能地点より手前から第１通行帯を十分に見通すことはできないと認められる

のであるから，被告人が見通し可能地点において一時停止等をしていないこ

とは，第１通行帯を進行する車両の有無を確認しなかったことを示すという

べきであり，注意義務を怠ったものと認められるとして、過失を肯定した。

（もっとも、被告人車両が見通し可能地点を通過した時点では第２通行帯を

走行していた B 車両が，その後に第１通行帯に車線変更をして本件交差点に

直進進入してきた可能性は排斥できず、本件においては，被告人が注意義務

を果たしていれば本件事故が回避できたというには合理的な疑いがあるとし

て、無罪を言い渡した。） 

判旨 被告人が実際に一時停止等した上で対向車の有無等を確認したのであれば，

実況見分において右折状況等を確認された際に当然そのことに言及すると考

えられるから，その旨の説明がないことは，被告人が右折開始後には見通し

可能地点において一時停止等をしなかったことを推認させるものであり，こ

れに反する被告人の前記供述は信用し難い。 

そして，第２通行帯に停車している渋滞車両のため，見通し可能地点より手

前から第１通行帯を十分に見通すことはできないと認められるのであるか

ら，被告人が見通し可能地点において一時停止等をしていないことは，第１

通行帯を進行する車両の有無を確認しなかったことを示すというべきであ

る。したがって，被告人は，注意義務を怠ったものと認められる。 



  

 

  

 

番号 Ｙ－２９ 

関連個所 ４．２．３イ 

裁判日付 東京地判昭和４７年４月１日 

引用文献 判タ２７９号３２１頁 

事案の 

概要 

タクシー業務として普通乗用自動車を運転していた被告人が、昭和４６年３

月１５日午後８時２３分ころ、信号機により交通整理の行なわれている交差

点を右折するため同交差点中心付近で一時停止したのち発進し右折進行（歩

車道の区別のある車道幅員約２８．０４メートルの道路から歩車道の区別の

ある車道幅員約１８．６５メートルの道路に右折進行）する際、対向車線で

右折のため停車中の大型バスの陰から対向直進してきた大型貨物自動車に自

車を衝突させた事案。 

裁判所は、被告人には、対面信号が青色の信号を表示ないしは青色から黄色

に信号がかわるかわり目の直後であつたうえ、対向車両の大型バスが同交差

点内に右折のため停止中であり、その陰になって対向直進車両があってもそ

の見とおしが困難であったから、その見とおしが可能な状態になるまで停止

を続けるか、あえて発進右折するに際しては、対向直進車のあり得ることを

考慮に入れたうえ、徐々に発進進行し、対向直進車両との安全を確認して右

折進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠ったとして、過失を肯定

した。 

判旨 弁護人は、（１）被告人は、本件交差点中心付近で右折のため一時停車した後、

対向右折車の都バスと軽自動車の停車のため京葉道路の対向車両の見とおし

が悪いので被告人は京葉道路上の小松川方面より来る自動車の見える位置ま

で車体一台分位進行して停車した瞬間信号が黄色となったので再度発進した

ところ、小松川方面より進行して来たダンプカーに衝突されたものである。

被告人は対向車との安全を確認するため右のような行動をとつたものであ

り、被告人に注意義務違反はない、（２）被告人は京葉道路の小松川寄りの信

号が黄色となったので、本件交差点のはるか手前約７０メートル位のところ

を進行中の右ダンプカーが当然停止するものと信頼して動き始めたところ、

右ダンプカーは制限速度４０ｋｍ／ｈをこえる５５ないし６２ｋｍ／ｈの速

度で黄色信号を無視し前方を注視しないで交差点に突入して来て衝突したも

のであって、信頼の原則の適用されるべき事案であると主張する。 

・・・弁護人の（１）の主張事実はこれを認められないし、前掲証拠欄記載

の証拠によりゆうに判示の事実を認定することができる。 

つぎに（２）の点について検討するに、・・・自動車運転者は青色から黄色に

信号がかわるかわり目の際は右のことを考慮してなお対向直進車があり得る

ことを予見して対向直進車両との安全を確認したうえ進行すベきであって、



  

 

  

 

 

  

本件は弁護人の主張するような信頼の原則を認め得べき事案ではない。 



  

 

  

 

 

番号 Ｙ－３０ 

関連個所 ４．２．３イ 

裁判日付 東京地判昭和４７年１月１３日 

引用文献 判タ２７４号２４８頁 

事案の 

概要 

被告人が運転する大型貨物自動車が、昭和４５年１０月１９日午後３時４０

分ころ、交通整理の行なわれていない交差点を右折しようとして一時停止し

た際、対向車線を走ってきた小型乗用自動車が交差点直前で一時停止し、運

転者が先に右折せよと手で合図をしたので約５ｋｍ／ｈで右折を開始した

が、停止した対向車後方に数台の乗用車が連続して停止しており、その左側

方は約１．６メートルの幅員を残しており、原動機付自転車類の通行が可能

な状態であった。被告人車両の運転席から見て連続停止した車両の屋根から

下の部分は視野を妨げられるが、被告人車両の運転席は高いため原動機付自

転車に乗車した人の首から上の部分は視認可能であり、連続停止車両の後方

は約５０メートル先の交差点付近まで見とおしが可能であったが、その視野

内に被害車両を認めなかったことから、被告人が右折を開始して約４．５メ

ートル進行したところ、対向車左側方の車線を原動機付自転車が約４０ｋｍ

／ｈ以上で直進してくるのを約１６．６メートル先に発見し、直ちに制動を

かけたが衝突した事案。 

裁判所は、公訴事実のように被告人が「停止車両の左側方が見とおせる位置

まで進出した際一時停止し、同方向の交通の安全を確認し」ていたとしても、

約４０ｋｍ／ｈ以上で盲進してくる車両に対しては安全確認方法となり得

ず、衝突は不可避であったとして、過失を否定した。 

判旨 公訴事実のように被告人が「停止車両の左側方が見とおせる位置まで進出し

た際一時停止し、同方向の交通の安全を確認し」ていたとしても、それは前

記（３）地点よりさらに前に出ることになるから、本件被害者のように右側

に連続停止している乗用車があることや、その先に交差点があること、さら

に右状況から対向車線から右折してくる車があるかも知れないことになんら

考慮を払わず、約４０ｋｍ／ｈ以上と思われる速度で盲進してくる車両に対

しては安全確認方法となり得ず、衝突はなお不可避であつたといわざるを得

ないのである。したがって、公訴事実のような注意義務をつくしたとしても

事故は不可避であった（むしろ被告人はそれより早い段階で被害車両を発見

し、直ちに停止していると認められる）と認められるので、被告人に右のよ

うな注意義務を怠った過失があると認めることは不可能である。 

しかし、被告人にそれ以前の段階で過失が認められないかをさらに考えると、

問題になるのは右折開始当時において被害車両を発見していなかつたことで



  

 

  

 

  

あり、前方対向車線への注視をつくせば右折開始時において、すでに被害者

両を発見できたのではなかったかということであるが、・・・右後者の場合で

あったとすると、被告人が被害車両を発見しなかったのは無理もないという

べきであるし、右前者の場合であったとしても、右折開始の前記（２）地点

から前記被害車両の推定所在位置までは約５５メートル以上あると認められ

るから、もし被告人がその地点に被害車両を発見していたとしても、対向車

線に数台の乗用車がすでに停止していることであるし、その状況からして少

なくとも相手は本件交差点手前で徐行してくれるであろうと考えて右折を開

始しても、その行為に過失があると認めることは困難というべきであり、結

局、被害車両を発見していたとしても、これにつながる危険な結果予見義務

ないし回避義務があつたと認めることは困難であるから、前記右折開始時点

において被告人に過失があったことも、これを積極に認定することはできな

い。 



  

 

  

 

番号 Ｙ－３１ 

関連個所 ４．２．３イ 

裁判日付 福岡地判令和５年１０月２７日 

引用文献 裁判所ウ ェ ブ サ イ ト  

事案の 

概要 

被告人が運転する普通乗用自動車が、令和３年１０月７日午後７時３分頃、

信号機により交通整理の行われている交差点（片側３車線（交差点手前に第

４車線（右折専用レーン）設置）の道路と片側一車線の道路）内で一時停止

後、右折しようとするに当たり、対向直進車両がその対面信号の赤色を表示

した直後に同交差点を通過し、同対向直進車両の後続車がその停止線手前で

いまだ停止しておらず、かつ、同後続車によりその左側方の見とおしが困難

であったのであるから、同後続車の前面で再度一時停止するなどして、同後

続車の左側方を進行してくる車両の有無及びその安全を確認しながら発進し

右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、同後続車の

前面で一時停止するなどせず、同後続車の左側方を進行してくる車両の有無

及びその安全を十分確認しないまま発進し、漫然約１５ないし２０ｋｍ／ｈ

で右折進行した過失により、被害者に傷害を負わせたとされた事案。 

裁判所は、被告人が、対面信号機が赤色表示に変わり、対向車線の、被告人

車両に近い中央寄りの２つの車両通行帯を走行する車両２台が減速して停止

しようとする状況を確認したのであれば、別の対向車両が赤色信号に従わず

に本件交差点内に進入しようとするのを現認するなど、相手方が交通上適切

な行動をとることを期待できないことを認識し、あるいは認識すべきであっ

たときのような特別の事情のない限り、もはや赤色信号に従わないで本件交

差点内に進入してくる対向車両はないと信頼することは許されるとして、過

失を否定した。 

判旨 被告人は、本件交差点内で一時停止の上、右折待ちをしていた際、対面信号

機が赤色表示に変わり、対向車線の第２車両通行帯及び第３車両通行帯の各

走行車両が減速するのを確認して、もはや本件交差点内に赤色信号に従わな

いで進入してくる車両はないと判断して右折を開始した。その当時、本件交

差点の信号機は、３秒間全て赤色表示となる、いわゆるクリアランス時間内

であり、被告人車両は、対向直進車両の進行を妨害しないよう、その動静を

注視すべき一方、その後青色表示となる交差道路の交通を妨害しないために、

速やかに右折を完了して本件交差点外に出るべき状況にあった。 

このような状況において、被告人が、対面信号機が赤色表示に変わり、対向

車線の、被告人車両に近い中央寄りの２つの車両通行帯を走行する車両２台

が減速して停止しようとする状況を確認したのであれば、別の対向車両が赤

色信号に従わずに本件交差点内に進入しようとするのを現認するなど、相手



  

 

  

 

  

方が交通上適切な行動をとることを期待できないことを認識し、あるいは認

識すべきであったときのような特別の事情のない限り、もはや赤色信号に従

わないで本件交差点内に進入してくる対向車両はないと信頼することは許さ

れるというべきである。そして、被告人は、本件事故の直前まで、普通自動

二輪車であるＢ車両を認識していなかった上、道路の状況等から、Ｂ車両が、

赤色信号に従って停止のため減速する先行車両を追い越して本件交差点内に

進入しようとする状況を認識すべきであったともいえないから、上記特別の

事情も認められず、検察官主張の注意義務はないというべきである。 



  

 

  

 

 

番号 Ｙ－３２ 

関連個所 ４．２．３ウ 

裁判日付 東京高判昭和５１年６月１４日 

引用文献 刑月８巻６～８号３２７頁 

事案の 

概要 

被告人車が交差点を右折しようとした際、本件交差点は、被告人車の進行方

向に向かって道路が僅かに左方へゆるく湾曲し、また、被告人車の前方には

約１００メートルにわたって被告人車と同方向に進行する車両の連続渋滞が

あり、対向車線の見通しが悪い状態にあったところ、対向車線の路端から１

メートル道路の中央に寄った地点を進行してきた被害車両と衝突した事案。 

裁判所は、被告人車の前車が発進して本件交差点を過ぎ、前車との距離が約

１０メートルになった時点において、視認のきく前方約４０メートルの範囲

の対向車線上に対向直進車両のないことを確かめただけで、その後全く対向

車線上に注意を払わなかったのであるから、これが注意義務の懈怠であるこ

とは明らかであるとして、過失を肯定した。 

（もっとも、被告人が対向車線に入ろうとする時点において改めて対向直進

車両の有無及びその安全を確認したとしても、被害車両を発見することがで

きない場合もありうることから、本件事故と被告人の対向直進車両の有無及

びその安全の確認についての注意義務の懈怠との間に因果関係があるとはい

えないとして、無罪を言い渡した。） 

判旨 被告人は、被告人車が停止中の直前車の最後尾から数メートル後方で、道路

中心より約０．５６メートル左方に寄った地点に、本件交差点入口から約４．

４メートル手前を最前部として停止した後、前車が発進して本件交差点を過

ぎ、前車との距離が約１０メートルになった時点において、視認のきく前方

約４０メートルの範囲の対向車線上に対向直進車両のないことを確かめただ

けで、その後全く対向車線上に注意を払わなかったのであるから、これが注

意義務の懈怠であることは明らかであって、被告人は、原判示の発進地点よ

り原判示の方法で発進後約１．３秒を費やして約２．６２メートル進行し、

少なくとも被告人車の前部右角の部分が道路の中心線に到達し対向車線に入

ろうとする時点において改めて対向直進車両の有無及びその安全を確認すべ

き注意義務があるものというべきである。 

被告人車の前部右角の部分が道路中心に到達した時点における同車の視認 

可能の範囲について検討するに・・・被告人車の運転席から通常の運転姿勢

で見た場合、その前方５５メートル、対向車線の路端から１メートル道路の

中央に寄つた地点に進行してきたＡ車の運転者の左手、左足の先端部分及び

同車の左ハンドルの一部を、また、被告人車の運転席から身体を右側の車窓



  

 

  

 

 

 

 

 

  

に寄せた運転姿勢で見た場合、Ａ車の前輪タイヤ及びその運転者の左半身を

それぞれ認め得るに過ぎず、右Ａ車をさらに５メートル前進させ被告人車の

運転席から５０メートル前方に近接させた時点においては、Ａ車の前部及び

運転者の全身を見ることが可能であることが認められるけれども、所論のよ

うに５９．８メートルないし６３．５メートル前方にあるＡ車を見ることは

これを見ることができず、他にそのよう視認が可能であるという証拠も存し

ない。 

してみると、本件において被告人が、所論のとおり被告人車の前部右角の部

分が道路の中心線に到達し対向車線に入ろうとする時点において改めて対向

車線上を注視し、対向直進車両の有無及びその安全を確認したとしても、Ａ

車を発見することができない場合もありうることになるから、本件事故と被

告人の前記対向直進車両の有無及びその安全の確認についての注意義務の懈

怠との間に因果関係があることが必ずしも明であるということができないの

であって、本件は結局犯罪の証明がないことに帰着し、被告人に対し無罪の

言渡をした原判決は、結論において相当であり、論旨は理由がない。 



  

 

  

 

 

番号 Ｙ－３３ 

関連個所 ４．２．３ウ 

裁判日付 福岡高判昭和４８年２月１６日 

引用文献 判タ２９５号３９１頁 

事案の 

概要 

被告人車両が東から西に向かう幅員約８メートルの道路を走行し、交差点を

北側（約５．７３メートルの道路）に右折しようとした際、本件交差点は、

交差点の北西の角に電柱があり、交差道路の右側（東側）は一段低い田園と

なっており、また、被告人車の走行する道路は進行方向に向かって右に緩く

湾曲し、かつゆるい上り勾配の坂道となっている上、道路の右側（北側）に

は人家やブロックの塀が続いて、坂の上の方の見とおしを悪くなっていたが、

交差点入口付近で対向車線上に車両等が見えなかったので約１０ｋｍ／ｈで

右折したところ、対向車線を約５０ｋｍ／ｈで直進してきた自動二輪車と衝

突した事案。 

裁判所は、被告人は交差点に入る前に則方、左右の交通の安全を確かめてか

ら交差点に進入すべきことは勿論、交差点の中心付近で右折するに際しても、

対向線上の坂の上方からの交通の安全を確認したうえ、右側車線に入り、右

折をなすべき業務上の注意義務を怠ったとして、過失を肯定した。 

（もっとも、被告人が被害者両を発見していたとしても、当時の交通事情、

関係車両の速度や処理関係等からみれば、被告人は被害者の安全運転を信頼

して優に右折しうる状況にあったとして、被告人の過失と本件事故の発生と

の間の因果関係を否定し、無罪を言い渡した。） 

判旨 前記のような交差点の地形電柱等の関係上、中央線よりに交差点の中心の内

側を回って右折すること（本件当時施行の道路交通法３４条２項）が困難で、

本件の場合にも、被告人が左側から、交差点の中心をこえて、その付近を大

きく右に回転したことが推認され、所論のように右転回に操縦上の技術を要

することはこれを肯認するに難くないけれども、途中で一時停止できないよ

うな構造上の欠陥等も見受けられないし、もともと、このような大型車両を

操作して右折する以上、これによる他の車両等の交通の阻害程度も大きいし、

低速で転回するときの対向車線上の交通事情も変るのであるから、被告人の

交差点内での運転には、一層慎重な態度が期待される次第で、対向直進車に

優先通行関係の認められる右側車線に入る前に、もう一度前記中心付近にお

いても、また対向車線上の交通の安全を確認すべきであつたというべきで、

運転操作にやや困難があることの故をもっても、とうてい前段認定の注意義

務を否定できない。従って、これを怠った被告人の前記右折に過失の存した

ことは免かれない筋合である。 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

『徐行』の解釈に関する裁判例 
 

 



  

 

  

 

 

番号 Ｖ－１ 

関連個所 ５．２ 

裁判日付 田川簡裁判決 昭和３６年１１月３０日 

引用文献 下級裁判所刑事裁判例集だい３巻１１～１２号１１２６頁 

事案の 

概要 

被告人は、自動三輪車を運転中、見とおしのきかない十字路交差点を３０ｋ

ｍ／ｈで進行したところ、交差道路の左方からきた被害者（原動機付自転車）

と衝突し、被害者に傷害を負わせたという事案。 

本判決は、被告人に道交法上の徐行義務違反罪は認められず、また事故の原

因は主として被害者の過失にあるため、被告人に業務上過失傷害罪における

過失も認められないとした。 

なお、被告人は救護措置義務違反として有罪になっている。 

 

判旨 しかし「徐行」とは如何なる速度以下であるかについては何らの定めがない

ので、この点社会通念により決するほかはない。 

当裁判所としては、交差点における道路の広狭、路面の状況、交通の多少、

運転している自動車の性能その他危険発生のおそれなど諸般の事情を考慮し

て、機に臨み速かに停止ができる程度の速力以内で走行するをいうと解する。

昭和三五年一二月二〇日施行の道路交通法（以下新法という）においてはそ

の第二条第二○号に「徐行」とは「車輛等が直ちに停止することができるよ

うな速度で進行することをいう。と定義しているが、この規定も具体的に「時

速何キロ以内」と定めてなく、結局は抽象的な文言に過ぎないので新法のも

とにおいても前示のように解するを相当と考える。 

或は前記新法の「直ちに停止することができる速度」というは「厳格に危険

発生のおそれありと認識した地点において即時停止できるような速度」を解

すべきであるとする考え方があるかも知れない、しかし道路の状態にもよる

が、通常制動設備の良好な自動車でもつて湿気のない道路を走行する場合、

「その地点で即時停止」するには、時速五キロでも不可能であることは経験

則上明らかである。 

従つて、新法において「徐行」の定義を規定する際に、具体的に「時速何キ

ロ以内」とせず、前示のように殊更に抽象的文言をもつて定義したのは、具

体的に規定すれば、却つて道路交通法の目的である「交通の円滑」を阻害す

るような事態が発生するをおそれたためであると考えられる、であるから新

法における「徐行」を右のように厳格に解すべきでない。 

 

番号 Ｖ－２ 



  

 

  

 

 

  

関連個所 ５．２ 

裁判日付 最判昭和４４年７月１１日 

引用文献 最高裁判所裁判集刑事１７２号１５１頁 

事案の 

概要 

事案は、被告人が農耕車を運転して、交差点を右折する際に、交差道路を走

ってきた被害者の自動二輪車と接触し、同人を負傷させたというものである。 

原審は、被告人の一時停止義務違反を過失として有罪としたが、上告審は、

被告人に一時停止義務はないとし、また、被告人は約１０ｋｍ／ｈで右折進

行していたと認定したうえで、被告人には徐行義務違反もないとして、原判

決を破棄し、被告人に無罪を言い渡した。 

判旨 被告人が右折する際進行していたところは、前述のように、道路もしくは交

差点の一部とみるべき場所であるから、被告人は、交通整理が行なわれてお

らず、左右の見通しもきかない本件交差点に進入する車両の運転者として、

道路交通法四二条に従い「徐行」すれば足り、一時停止まですべき義務はな

かつたものといわなければならない。 

そして、第一審で取調べられた被告人の司法警察員および検察官に対する各

供述調書によれば、事故当時の被告人の農耕車の速度は時速約一〇キロメー

トルであつたと認められ、右速度は、道路交通法二条二〇号の「直ちに停止

することができるような速度」と認められるから、被告人には同法四二条の

徐行義務違反の事実はない。 

そうすると、被告人に一時停止の義務のあつたことを前提として、業務上過

失傷害の罪の成立を認めた第一審判決およびこれを維持した原判決は、法令

の解釈適用をあやまつたかもしくは事実を誤認した結果、被告事件が罪とな

らないのに、これを有罪としたものというべく、右違法は判決に影響を及ぼ

すことが明らかであり、刑訴法四一一条一号、三号により、これを破棄しな

ければ著しく正義に反するものと認められる。 



  

 

  

 

 

  

番号 Ｖ－３ 

関連個所 ５．２ 

裁判日付 東京高判昭和４８年７月１０日 

引用文献 刑事裁判月報５巻７号１０８４頁 

事案の 

概要 

被告人は、普通乗用自動車を運転し、交通整理の行なわれていない左右の見

とおしのきかない交差点を、時速約五〇ないし六〇キロメートルで直進した

際、交差道路左方より進行してきた被害車両（普通乗用自動車）に気がつか

ず、被害車両の運転手らを死傷させたという事案である。 

原審は、事故は被害者側の過失が原因として被告人を無罪にしたが、控訴審

では被告人に徐行義務違反等の過失を認め、現判決を破棄し、有罪を言い渡

した。 

判旨 ところで、本件行為当時の道路交通法二条二〇号に、車両が直ちに停止する

ことができるような速度で進行することをいうとある徐行とは、一般に停車

の手段を施すときは惰力進行を加算しても優に衝突をさけうる程度の速度す

なわち時速約一〇キロメートル程度ということになるであろう。 

しかして同法四二条が交通整理の行なわれていない左右の見とおしのきかな

い交差点で車両等に徐行義務を課しているのもかかる場所での道路交通の安

全と円滑という矛盾する二つの要請を調整する趣旨のものと解されるから、

ことを刑法上の注意義務の観点からみても、徐行とは交差道路からくる車両

の有無、動静を確認し機に応じて交差点の直前で直ちに停止しうる程度に予

め減速して進行することをいうと解するのが相当で、ここにいう徐行もやは

り時速約一〇キロメートル前後ということになるであろう。 

ただ、その減速の程度は、通常は、交差点に接近するにともなつて次第に深

まつていくが、他面、この接近にともなつて左右の見とおしも好転し、また、

自車が交差点を先に通過しうるかどうかの判断も可能となり、安全通過を確

認しうるにいたればそのままもしくはむしろ若干加速してでもすみやかにそ

の交差点を通過すればよいことになるであろう（この関係は、交差点の手前

に一時停止の道路標識が設けられている側の車両についても、一旦一時停止

して交差点の安全を確認したのちにおいては全く同様であるといえる。）。 



  

 

  

 

  

番号 Ｖ－４ 

関連個所 ５．２ 

裁判日付 高松高判昭和４９年１０月２３日 

引用文献 刑事裁判資料２３９号４１６頁 

事案の 

概要 

被告人は、普通乗用自動車を運転し、交通整理の行われていない交差点を左

折進行するにあたり、１５ｋｍ／ｈで交差点に進入したところ、交差道路（優

先道路）を右方から通行していた被害車両（普通乗用自動車）と衝突し、被

害車両の同乗者に傷害を負わせた事案である。 

原判決は、被害者に重大な過失があるとして被告人を無罪にしたが、控訴審

判決は、被告人に徐行義務違反、安全確認義務違反の過失があるとして、現

判決を破棄し、被告人を有罪とした。 

判旨 また、原判決は、本件衝突事故の発生と被告人が時速約一五キロメートルで

本件交差点を左折進行しようとしたこととの間には相当因果関係が認められ

ないとするのであるが、右は、徐行速度の限度が時速約一〇キロメートル程

度であることを前提とし、かりに、被告人が時速約一〇キロメートル程度に

減速して進行したとしても本件衝突事故を回避し得たかどうか疑わしいとす

るのである。 

ところで、徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進

行することをいう（道路交通法二条一項二〇号）ことはいうまでもない。 

しかし、論旨も指摘するとおり、およそ、徐行とは、見とおしの難易等具体

的状況に応じ、その制動距離、惰力前進距離を考慮に入れても事故の発生を

避け得る速度で進行することをいうものと解するのが相当であつて、場合に

よつては、時速一〇キロメートル以下の速度で進行しなければ徐行とはいえ

ないこともあるわけである。 

そして、本件において被告人がかりに時速五キロメートル程度に減速して徐

行したならば本件衝突事故を優に回避することができたと認められるから、

原判決が被告人の徐行義務違反と本件衝突との間には相当因果関係がないと

したのは、徐行の解釈を誤り事実を誤認したものというべきである。 



  

 

  

 

番号 Ｖ－５ 

関連個所 ５．２ 

裁判日付 大阪地判令和５年７月１２日 

引用文献 ＬＬＩ／ＤＢ 判例秘書登載 

事案の 

概要 

被告人は、普通乗用自動車を運転し、歩車道の分離がない幅員約６．５ｍの

道路（商店街で歩行者多数）を進行するに当たり、約７ｋｍ／ｈで走行した

ところ、被害者（幼児）と接触し死亡させた事案である。 

判決は、道路や周囲の状況からして、一時停止や最徐行を繰り返して走行す

る義務などがあったのにそれを怠ったとして、被告人に過失運転致死罪の過

失を認めた。 

判旨 被告人は、本件当時、本件道路が車両通行禁止時間帯であることの認識を欠

いてはいたものの、本件道路が店の利用客や通行人、自転車が行き交う商店

街の道路であることは認識しつつ本件道路へと進入し、実際に児童を含む多

数の歩行者や自転車と行き交ったり、追い越したりしていたのであるから、

被告人の視界に本件店舗やその出入口前に佇立する被害者の父親らが入った

時点（遅くとも、衝突の約４．５秒前・衝突地点から９ｍ強手前に被告人車

両が差し掛かった時点。甲４６）では、本件店舗も営業中であり、本件店舗

内には子供連れを含む買い物客がいる可能性があることは認識できたと認め

られる。このことと、被告人車両の運転席からは本件店舗の出入口部分の見

通しが非常に悪かったことや、被告人車両の前方には他に走行している自動

車が見当たらなかったことを併せみれば、前記時点で、被告人としても、本

件店舗の出入口から被告人車両の進路に進出してくる買い物客等があり得る

ことや、その中には、低年齢の児童をはじめ、進行してくる自動車に注意を

払わず、被告人車両の進行に気付かないまま進出してくる者も含まれ得るこ

とを、十分予測できたといえる。 

さらに、本件店舗前の本件道路の通行余地は約２．５ｍと非常に狭かったた

め、被告人車両がそのまま進行する場合には本件店舗やその対面にある店舗

等との間隔を十分に取りながら進行することが困難であった（取り得る間隔

は左右合計で約０．８ｍにすぎなかった。）ところ、被告人においても、前記

時点において、正確な距離はともかく、本件店舗出入口や被害者の父親らの

直近を通行しなければならないことは認識できたと認められるから、被告人

車両の進行に気付かないまま進出してくる者があり得ることを予測できたこ

とと併せみれば、そのまま漫然と被告人車両の進行を続けた場合には、本件

のような人身被害を伴う事故を惹起することについても十分予見することが

可能であったと認められる。 

他方、被告人が、前記時点において、そのような人身事故を避けるべく、一



  

 

  

 

 

  

時停止と最徐行を小刻みに繰り返して走行したり、警音器を適切に鳴らす、

あるいは、いったん下車して直接呼び掛けるなどの方法によって周囲の者に

対して自車の走行に関する注意喚起ないし退避指示をしたり、第三者に依頼

して同様の注意喚起ないし退避指示をしてもらうとともに自車の誘導を依頼

したりして、本件店舗の出入口等から自車進路上に進出してくる買い物客等

の有無やその動静を確認しながら進行することは、他に走行する自動車はな

かったなどの当時の道路状況や、本件店舗の出入口周囲には被害者の父親を

はじめとして複数の者が存在したことに照らすと、可能かつ容易であったと

いえる。また、被告人が前記時点でそのような走行行為や行動に出ていたと

すれば、当時の被告人車両の速度等に照らし、被告人車両が被害者に衝突す

る以前に停止できたり、警音器等による注意喚起を受けた被害者の父親等が

被害者の動静に注意を払ったり、被告人車両の進路に出ないような措置をと

ったりしたと認められるから、本件事故結果の発生を回避することも十分可

能であったと認められる。そこで、被告人には、前記時点において、上記い

ずれかの対応をとることより死傷事故の結果が発生することを防止すべき自

動車運転上の注意義務があったと認められる。 

そして、本件では、被告人は、前方等の注視を一定程度しながら最終的には

時速約７ｋｍで進行してはいたものの、上記のような注意義務を果たすこと

なく漫然と進行を続けた結果、判示第１のとおり本件死傷事故を発生させた

のであるから、この注意義務を怠った点について、被告人の過失を認めるこ

とができる。 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

バス車内転倒事故の裁判例 
 

 

  



  

 

  

 

 

 

  

番号 Ｚ－１ 

関連個所 ６．２ 

裁判日付 岡谷簡易裁判所昭和３５年５月１３日 

引用文献 警察時報１８巻２号５２頁 

事案の 

概要 

被告人が、普通乗用乗合自動車を運転し、約２５ｋｍ/ｈで進行中、約２０名

の乗客が乗っているにもかかわらず、自転車運転者がよろめいて被告人が運

転する乗合自動車の方に倒れかかったため、被告人が急停車措置をとったと

ころ、その衝動で乗客が転倒した事案。裁判所は緊急避難（刑法３７条１項

本文）の成立を認め被告人を無罪にした。 

判旨 被告人が右のように急停止の措置をとったのは右自転車運転者か、被告人の

乗合自動車の側方において、よろめいて被告人の乗合自動車の方に倒れかか

ったため、被告人においてそのまま進行するときは、右自転車運転者と被告

人の乗合自動車とが接触し右自転車運転者の生命、身体に危害が生ずる状態

にあり、かつこれを避けるためには右乗合自動車を急停止するより他に方法

がなかったものであるといわねばならない。したがって被告人において右急

停止の措置をとったことにより被害者に対し右傷害を負わせたことについて

は、右自転車運転者の生命、身体に対する現在の危難を避けるため已むこと

を得ざるに出た行為による傷害であるといわねばならない。 



  

 

  

 

 

 

番号 Ｚ－２ 

関連個所 ６．２ 

裁判日付 札幌高等裁判所昭和４５年８月２０日 

引用文献 高等裁判所刑事判例集２３巻３号５４７頁 

事案の 

概要 

被告人が大型乗合自動車を約５ｋｍ/ｈで運転していたところ、横断歩道を横

断走行してくる被害者Ａを直前で認め、これとの衝突を回避するため急制動

の措置をとり、その反動で、自車の乗客に傷害を負わせた事案。裁判所は、

被告人の業務上の注意義務違反を否定した。 

判旨 無謀な横断者の存在を強く推認させる特段の事情（たとえば、幼稚園や小学

校が近く、登下校時の園児児童の姿を多数見かける等）の認められない本件

においては、バスの運転者が前記横断歩道直前において一時停止して、万一

の危険に対処しなければならない法的義務を負担するとまではにわかに断じ

難く、むしろただちに停止できるような速度にまで減速し（あるいはさらに、

予め警音器を吹鳴して歩行者に注意を喚起し）、急停止により乗客に与える衝

撃をできるだけ緩和する措置を講じて進行すれば足りると解するのが相当で

ある。そうすると、前記認定の如く当時、時速約五キロメートルのただちに

停止できる速度で右横断歩道内に進入した被告人の本件所為は、少なくとも

対乗客の関係では、一応社会通念上相当な注意義務を尽くしたものと解し得

るのであって、それ以上に、右横断歩道直前において、一時停止したうえ交

通の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務の存在することを前提とし

た本件公訴事実は、その前提を欠くものといわなければならない。 


